
別紙

建物移転料算定要領

第一章 総則

（適用範囲）

第１条 この要領は、静岡県が施行する公共事業に伴う損失補償基準細則（以下

「細則」という。）第15第１項及び第７項に規定する建物の移転料に係る調査算定

に適用するものとする。

（建物の区分）

調査算定に当たり、建物は次表のとおり区分する。第２条

建物区分 判 断 基 準

木造建物〔Ⅰ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組

（在来）工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、

事務所、工場、倉庫等の建物で主要な構造部の形状・材種、間取

り等が一般的と判断される平家建又は２階建の建物

木造建物〔Ⅱ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組

（在来）工法により建築されている劇場、映画館、公衆浴場、体

、 、 、育館等で 主要な構造部の形状・材種 間取り等が一般的でなく

木造建物〔Ⅰ〕に含まれないと判断されるもの又は３階建の建物

木造建物〔Ⅲ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用用し、ツ

ーバイフォー工法又はプレハブ工法等軸組（在来）工法以外の工

法により建築された建物

木造特殊建物 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組

（在来）工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、

土蔵造等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史的

価値を有する建物



非木造建物 Ⅰ 柱、梁等の主要な構造部が木材以外の材料により建築されてい〔 〕

る鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コン

クリートブロック造等の建物

非木造建物 Ⅱ 石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系〔 〕

又はコンクリート系の建物

） （ 、 、注 建築設備及び建物附随工作物 テラス ベランダ等建物と一体として施工され

建物の効用に寄与しているもの）は、建物の調査に含めて行うものとし、この場

合の「建築設備」とは、建物と一体となって、建物の効用を全うするために設け

られている、又は、建物の構造と密接不可分な関係にあるおおむね次に掲げるも

のをいう。ただし、借家人等の建物所有者と異なる者の所有であり、かつ、容易

に取り外しが行えるような場合は、この限りでない。

電気設備（電灯設備、動力設備、受・変電設備（キュービクル式受変電設備(1)
を除く 、太陽光発電設備（建材型）等）。）

通信・情報設備（電話設備、電気時計・放送設備、インターホン設備、警備(2)
設備、表示設備、テレビジョン共同受信施設等）

ガス設備(3)
給・排水設備、衛生設備(4)
空調（冷暖房・換気）設備(5)
消火設備（火災報知器、スプリンクラー等）(6)
排煙設備(7)
汚物処理設備(8)
煙突(9)
運搬設備（昇降機、エスカレーター等。ただし工場、倉庫等の搬送設備を除(10)

く｡)

避雷針(11)

第二章 調査及び積算

（木造建物の調査及び積算）

木造建物の調査及び推定再建築費の積算は 別添一木造建物調査積算要領 以第３条 、 （

下「木造建物要領」という ）により行うものとする。。

（非木造建物の調査及び積算）

非木造建物の調査及び推定再建築費の積算は、別添二非木造建物調査積算要第４条

領（以下「非木造建物要領」という ）により行うものとする。。



第三章 算定

（移転料の構成）

細則第 第１項（６）各号の移転工法ごとの移転料の構成は次のとおりと第５条 15
する。

＜再築工法の構成＞

＜曳家工法の構成＞

　取りこわし工事費 　解体純工事費 　解体直接工事費

再築工法 　建物の現在価額（推定再建築費×現価率）＋運用益損失額

推定再建築費 　木造建物：別添一木造建物調査積算要領第２２条参照

　非木造建物：別添二非木造建物調査積算要領第１４条

 別添３ 非木造建物工事内訳明細書式参照（ただし消費税相当分を除く）

　廃材運搬費 　共通仮設費

　諸経費

　廃材処分費

　法令改善費運用益損失額

△発生材価額

　廃材処分費

　直接工事費

　廃材運搬費 　共通仮設費

 補修工事費 　諸経費

曳家工法 　曳家工事費 　純工事費



＜改造工法の構成＞

＜復元工法の構成＞

＜除却工法の構成＞

改造工法 　切取工事費 　解体純工事費 　解体直接工事費

　廃材運搬費 　共通仮設費

　切　 取 　面
　補修工事費

　諸経費

　廃材処分費

　残存部の一部

　改増築工事費
　純工事費 　直接工事費

　諸経費 　共通仮設費

△発生材価額

復元工法 　解体工事費 　解体純工事費 　解体直接工事費

　廃材運搬費 　共通仮設費

　諸経費

　廃材処分費

　運　搬　費 　純工事費 　直接工事費

　諸経費 　共通仮設費

　復元工事費

△発生材価額

除却工法 　切取部分の現在価額（切取部分の推定再建築費×現価率）

建物の一部を

切り取る場合
　切取部分の

　推定再建築費
　再築工法に準じる

　切取工事費 　解体純工事費 　解体直接工事費

　廃材運搬費 　共通仮設費

　諸経費
　切　 取 　面

　補修工事費 　廃材処分費

△発生材価額



（移転料の算定）

細則第 第１項（６）第１号及び第３号から第５号の建物の移転料は移転第６条 15
工法ごとに建物移転料算定表（様式第１号から４号）を用いて算定した額とし、細

則第 第１項（６）第２号の建物の移転料は別記曳家移転料算定要領により算定15
した額とする。

なお、細則第 第１項（６）第１号ただし書きの算定については、次の各号に15
よるものとする。

一 照応建物の推定建築費が従前建物の推定再建築費を上回る場合は次に掲げる式

により算定した額とする。

従前建物の現在価額＋運用益損失額＋(照応建物の推定建築費－従前建物の推

定再建築費)＋取りこわし工事費－発生材価額

二 照応建物の推定建築費が従前建物の推定再建築費を下回り、かつ照応建物の推

定建築費が従前建物の現在価額を上回る場合は次に掲げる式により算定した額と

する。

従前建物の現在価額＋(照応建物の推定建築費－従前建物の現在価額)×運用益

損失額率＋取りこわし工事費－発生材価額

三 照応建物の推定建築費が従前建物の推定再建築費を下回り、かつ現在価額を下

回る場合は次に掲げる式により算定した額とする。

従前建物の現在価額＋取りこわし工事費－発生材価額

２ 取りこわし工事費、解体工事費、切取工事費及び切取面補修工事費（以下「取り

こわし工事費等」という ）は、次に掲げる式により算定した額とする。。

取りこわし工事費等＝解体純工事費＋廃材運搬費＋諸経費＋廃材処分費

一 解体純工事費

解体純工事費は、次に掲げる式により算出した額とする。

解体純工事費＝解体直接工事費＋共通仮設費

(一) 解体直接工事費

解体直接工事費は解体撤去に要する費用（廃材運搬費及び廃材処分費を

除く ）とし、木造建物にあっては様式第５号を用いて、非木造建物にあっ。

除却工法 　建物の現在価額（推定再建築費×現価率）

建物を再現する

必要がないと認め
られる場合

推定再建築費 　再築工法に準じる

　取りこわし工事費 　解体純工事費 　解体直接工事費

　廃材運搬費 　共通仮設費

　諸経費

　廃材処分費

△発生材価額



ては非木造建物要領別添３工事内訳明細書式を用いて算出する。

(二) 共通仮設費

ア 共通仮設費の内容は、木造建物にあっては木造建物要領第 条第２項22
第１号のとおりとし、非木造建物にあっては非木造建物要領別添３の６①

のとおりとする。

イ 共通仮設費は、木造建物にあっては木造建物要領別添２木造建物数量積

算基準第 に定める共通仮設費率、非木造建物にあっては非木造建物要14
領別添３別記に定めるⅠ共通仮設費率表に基づき、次の式により算定する

ものとする。ただし、第２条の建物区分のうち、木造建物〔Ⅱ 、木造建〕

物〔Ⅲ〕及び木造特殊建物並びに非木造建物〔Ⅱ〕については、これを適

用しないものとする。

共通仮設費＝解体直接工事費×共通仮設費率

共通仮設費率は解体直接工事費の合計額に対応した率を適用するもの

とする。ただし、移転先を残地と認定した建物については、建築工事の

共通仮設を解体工事でも共用できるため、共通仮設費は計上しないもの

とする。

二 廃材運搬費

廃棄物処分場までの廃材の運搬費を計上する。

三 諸経費

(一) 諸経費の内容は、木造建物にあっては木造建物要領第 条第２項第２号22
及び第３号のとおりとし、非木造建物にあっては非木造建物要領別添３の６

②のとおりとする。

(二) 諸経費は、木造建物にあっては木造建物要領別添２木造建物数量積算基準

第 に定める諸経費率表、非木造建物にあっては非木造建物要領別添３別15
記に定めるⅡ諸経費率表に基づき、次の式により算定するものとする。ただ

し、第２条の建物区分のうち、木造建物〔Ⅱ 、木造建物〔Ⅲ〕及び木造特〕

殊建物並びに非木造建物〔Ⅱ〕については、これを適用しないものとする。

諸経費＝（解体純工事費＋廃材運搬費）×諸経費率

諸経費率は、一発注（建築及び解体）を単位として算定された純工事

費と廃材運搬費の合計額に対応した率を適用するものとする。

なお、原則として建物と附帯工作物については別発注、木造建物と非

木造建物については一発注として算定するものとする。

四 廃材処分費

解体撤去で発生した廃材の処分費用を計上する。

３ 前項各号に掲げる費用の算定に当たっては、石綿含有建材が存する場合には、当

該各号によるほか、石綿調査算定要領により算定を行うものとする。

４ 発生材価額は、解体撤去により発生する市場価値のある発生材について、種別、



等級等に区分し、必要に応じ計上するものとする。

（移転料の端数処理）

建物の移転料の算定を行う場合の端数処理は、原則として、次の各号に掲げ第７条

る場合を除き、１円未満切り捨てとする。

一 補償単価及び資材単価等は、次による。

イ 100 円未満のとき 1 円未満切り捨て

ロ 100 円以上10,000 円未満のとき 10 円未満切り捨て

ハ 10,000 円以上のとき 100 円未満切り捨て

二 共通仮設費及び諸経費にあっては、100 円未満を切り捨てた金額を計上する。

この場合において、その額が100 円未満のときは、１円未満切り捨てとする。

附　則

　この要領は、平成30年６月１日から施行する。

附　則

　この要領は、令和２年７月１日から施行する。



様式第１号
建物移転料算定表［再築工法］

区分 番号

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(9)

(11)
(12)

(14)
(15)
(16)

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

※1　木造建物の増築（築年次の異なる同種構造の木造建物が接合）の場合の(21)及び(22)（又は(30)及び(31)）については、適宜別紙（任意様式）により求めるものとする。

※2　推定再建築費等の差額（35)が負の値となり、(33)≧(34)の場合の小計(38)は、(33)＋(36)＋(37)とする。

 推定再建築費等の差額（35)が負の値となり、(33)＜(34)の場合の小計(38)は、(33)＋（(34)－(33)）×｛1-1/(1+r)
n
｝＋(36)＋(37)とする（ｒ：年利率、ｎ＝従前建物の残耐用年数）。

所在地 算定者 整理番号
所有者の氏名又は名称 算定年月日 消費税等相当額補償の要否 　要　・　否

所有者住所 採用単価 増築の有無（木造・同種構造） 　有（○棟）　・　無

備　考

基
本
事
項

 構造・用途
 延床面積

内　 　容 計　 　算　 　式 Ａ　棟 Ｂ　棟 Ｃ　棟 合　計

㎡ ㎡ ㎡
 建築面積 ㎡ ㎡ ㎡

 標準耐用年数 年 年 年
 建築年月 年　　月 年　　月 年　　月

工

事

費

等

建

築

　直接工事費 　工事費（設備工事を含む）

　共通仮設費

 経過年数 年 年 年

100円未満切り捨て
(8)

(7)×(木造：3%、非木造：(7)に対応する率（移転先ごとの建築直接工事費の合計額）) % % %

　純工事費 　(7)＋(8)

　諸経費 (10)
(9)×（(9)＋(16)に対応する率（一発注単位）) % % %

100円未満切り捨て

　建築工事費（推定再建築費） 　(9)＋(10)

解

体

　直接工事費 　工事費

　共通仮設費

　純工事費 　(12)＋(13)

建築の共通仮設を解体で共用できる場合は不要 100円未満切り捨て
(13)

(12)×(木造：3%、非木造：(12)に対応する率（解体直接工事費の合計額）) % % %

　廃材運搬費
小　 　計 　(14)＋(15)

100円未満切り捨て

　廃材処分費

　諸経費 (17)
(16)×（(9)＋(16)に対応する率（一発注単位）） % % %

補

償

額

同
種
同
等

　建築工事費（推定再建築費） 　(11)

　取りこわし工事費 　(16)＋(17)＋(18)

　現在価額＋運用益損失額
※1 (20)×(21) 1円未満切り捨て

　再築補償率
※1

　消費税等相当額 (25)×消費税等の税率 1円未満切り捨て

　法令改善費運用益損失額

小　 　計 　(22)＋(23)＋(24)

　取りこわし工事費 　(19)

　補償額 　(25)＋(26)－(27)

△発生材価額

照
応
建
物

　建築工事費（推定再建築費） (11)従前建物の推定再建築費

　現在価額＋運用益損失額
※1 (29)×(30) 1円未満切り捨て

　現価率
　従前建物の現在価額 (29)×(32) 1円未満切り捨て

　再築補償率
※1

　取りこわし工事費 　(19)

　法令改善費運用益損失額

　照応建物の推定建築費

　推定再建築費等の差額※2 　(34)－(29)

　消費税等相当額 (38)×消費税等の税率 1円未満切り捨て

小　 　計 　(31)＋(35)＋(36)＋(37)

△発生材価額
　補償額 　(38)＋(39)－(40)



様式第２号
建物移転料算定表［改造工法］

　要　・ 否

区分 番号

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(7)

(9)
(10)

(12)
(13)
(14) (12)＋(13)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21) (18)＋(19)＋(20)

(22)
(23)
(24)補償額 (21)＋(22)－(23)

消費税等相当額 (21)×消費税等の税率

法令改善費運用益損失額

小　 　計補償額

改造工事費 (9)

解体工事費 (17)

解

体

 廃材運搬費
小　 　計

1円未満切り捨て

△発生材価額

廃材処分費
解体工事費 (14)＋(15)＋(16)

100円未満切り捨て
　諸経費 (15)

(14)×（(7)＋(14)に対応する率（一発注単位）） % % %

100円未満切り捨て

純工事費 (10)＋(11)

共通仮設費 (11)
(10)×（木造：3%、非木造：(10)に対応する率（解体直接工事費の合計額）） % % %
建築の共通仮設を解体で共用できる場合は不要

直接工事費 切取工事費及び切取面補修工事費

建築工事費 (7)＋(8)

100円未満切り捨て
　諸経費 (8)

(7)×（(7)＋(14)に対応する率（一発注単位）) % % %

100円未満切り捨て
　共通仮設費 (6)

(5)×（木造：3%、非木造：(5)に対応する率（移転先の建築直接工事の合計額）） % % %

工

事

費

等

建

築

直接工事費 残存部の一部改増築工事費

 建築年月 年　　月 年　　月 年　　月

純工事費 (5)＋(6)

合　計 備　考

基
本
事
項

 構造・用途

 建築面積 ㎡ ㎡ ㎡
 延床面積 ㎡ ㎡ ㎡

所在地 算定者 整理番号
所有者の氏名又は名称 算定年月日 消費税等相当額補償の要否

内　 　容 計　 　算　 　式 Ａ　棟 Ｂ　棟 Ｃ　棟

所有者住所 採用単価



様式第３号
建物移転料算定表［復元工法］

　要　・ 否

区分 番号

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(7)

(9)
(10)

(12)
(13)
(14) (12)＋(13)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21) (18)＋(19)＋(20)

(22)
(23)
(24)補償額 (21)＋(22)－(23)

法令改善費運用益損失額

小　 　計補償額

復元工事費 (9)

解体工事費 (17)

1円未満切り捨て

△発生材価額
消費税等相当額 (21)×消費税等の税率

廃材処分費
解体工事費 (14)＋(15)＋(16)

% %
100円未満切り捨て

廃材運搬費
小　 　計

　諸経費 (15)
(14)×（(7)＋(14)に対応する率（一発注単位）） %

100円未満切り捨て

純工事費 (10)＋(11)
解

体

直接工事費 解体工事費

共通仮設費 (11)

建築工事費 (7)＋(8)

(10)×（木造：3%、非木造:(10)に対応する率（解体直接工事費の合計額）） % % %
建築の共通仮設を解体で共用できる場合は不要

100円未満切り捨て
　諸経費 (8)

(7)×（(7)＋(14)に対応する率（一発注単位）) % % %

100円未満切り捨て
　共通仮設費 (6)

(5)×（木造：3%、非木造：(5)に対応する率（移転先ごとの建築直接工事費の合計額）） % % %

工

事

費

等

建

築

直接工事費 運搬費及び復元工事費

　建築年月 年　　月 年　　月 年　　月

純工事費 (5)＋(6)

合　計 備　考

基
本
事
項

　構造・用途

　建築面積 ㎡ ㎡ ㎡
　延床面積 ㎡ ㎡ ㎡

所在地 算定者 整理番号
所有者の氏名又は名称 算定年月日 消費税等相当額補償の要否

内　 　容 計　 　算　 　式 Ａ　棟 Ｂ　棟 Ｃ　棟

所有者住所 採用単価



様式第４号
建物移転料算定表［除却工法］

　要　・ 否

区分 番号
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) 年 年 年

(7) 年 年 年

(8)

(10)

(12)
(13)

(15)
(16)
(17) (15)＋(16)

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26) (23)＋(24)+(25)

(27)
(28)
(29)補償額 (26)＋(27)－(28)

1円未満切り捨て

△発生材価額

法令改善費運用益損失額

小　 　計
消費税等相当額 ((24)＋(25))×消費税等の税率

解

体

廃材運搬費
小　 　計

工

事

費

等

建

築

1円未満切り捨て

解体（取りこわし）工事費 (20)

切取部分又は建物の現在価額 (21)×(22)

補償額

建築工事費（推定再建築費） (12)

現価率

廃材処分費
解体（取りこわし）工事費 (17)＋(18)＋(19)

100円未満切り捨て
　諸経費 (18)

(17)×（(10)＋(17)に対応する率（一発注単位）） % % %

100円未満切り捨て

純工事費 (13)＋(14)

共通仮設費 (14)
(13)×（木造：3%、非木造：(13)に対応する率（解体直接工事費の合計額）） % % %

直接工事費 切取工事費（切取面補修工事費含む）又は取りこわし工事費

建築工事費（推定再建築費） (10)＋(11)

100円未満切り捨て
　諸経費 (11)

(10)×（(10)＋(17)に対応する率（一発注単位）） % % %

100円未満切り捨て

純工事費 (8)＋(9)

　共通仮設費 (9)
(8)×（木造：3%、非木造：(8)に対応する率（移転先ごとの建築直接工事費の合計額）） % % %

直接工事費 切取部分又は従前建物の建築工事費（設備工事費含む）

 標準耐用年数
 経過年数

 建築年月 年　　月 年　　月 年　　月

㎡ ㎡ ㎡

合　計 備　考

基
本
事
項

 算定の種別 イ（建物の一部を切り取る場合）又はロ（建物を再現する必要がない場合）

 構造・用途
 延床面積 ㎡ ㎡ ㎡
 建築面積

所在地 算定者 整理番号
所有者の氏名又は名称 算定年月日 消費税等相当額補償の要否

内　 　容 計　 　算　 　式 Ａ　棟 Ｂ　棟 Ｃ　棟

所有者住所 採用単価



様式第5号

出典
（コード番号）

単価

出典
（コード番号）

単価

出典
（コード番号）

単価

出典
（コード番号）

単価

出典
（コード番号）

単価

出典
（コード番号）

単価

出典
（コード番号）

単価

出典
（コード番号）

単価

工種 計算内訳 解体直接工事費

① 上屋解体工事費 ①計

木造建物解体直接工事費計算書

建物所有者 整理番号

解体直接工事費

単価名称 形状寸法等 単位 数量 金額

②－２　基礎撤去費（束石）

②－１　基礎撤去費（布基礎） ②計

単価名称 形状寸法等 単位 数量 金額

②－３　基礎撤去費（べた基礎）

単価名称 形状寸法等 単位 数量 金額

単価名称 形状寸法等 単位 数量 金額

ｍ

②－４　基礎撤去費（独立基礎）

㎡

単価名称 形状寸法等 単位 数量 金額

単価名称 形状寸法等 単位 数量 金額

③ 建築設備等解体工事費 ③計

②－５　基礎撤去費（土間ｺﾝｸﾘｰﾄ）

単価名称 形状寸法等 単位 数量 金額

単価名称 形状寸法等 単位 数量 金額



別記 曳家移転料算定要領

第１章 総 則

（趣旨）

第１条 曳家工法の移転料算定については、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則（昭

和38年３月７日付け用地対策連絡会決定 ）第15第１項（６）第２号に定めるもののほ。

か、この要領に定めるところによるものとする。

（建物の区分）

第２条 算定に当たり、建物は建物移転料算定要領（平成30年５月29日付け建公第39号課

長通知。以下「建物算定要領」という。）第２条による区分に従い、木造建物

〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕及び木造特殊建物並びに非木造建物〔Ⅰ〕

及び非木造建物〔Ⅱ〕にそれぞれ区分する。

２ 木造建物〔Ⅰ〕の算定については、第２章に定めるところによる。ただし、対象とな

る建物の構造、形状、材種等から判断して、この要領を適用することが妥当でないと認

められるときは、木造建物〔Ⅰ〕以外の建物として扱うものとする。

３ 木造建物〔Ⅰ〕以外の算定については、原則として、専門メーカー等の見積を徴する

ことにより行うものとする。

第２章 算 定

（移転料の算定）

第３条 曳家工法の移転料は、建物移転料算定表［曳家工法 （様式第１）及び木造建物］

建築直接工事費計算書［曳家工法 （様式第２）を用いて、次に掲げる式により算定し］

た額とする。

補償額＝純工事費＋廃材運搬費＋諸経費＋廃材処分費

純工事費：直接工事費に共通仮設費を加えた額とする。

（算定単価）

第４条 移転料の算定に用いる単価は、次の各号によるものとする。

一 中部地区用地対策連絡協議会損失補償算定標準書（以下、「算定標準書」とい

　う。）の単価

二 算定標準書に記載されていない細目の単価については、「建設物価（一般財団法人

建設物価調査会発行）」、「積算資料（一般財団法人経済調査会発行）」又はこれらと

同等であると認められる公刊物に記載されている単価及び専門業者の資料単価

（数量計算）

第５条 数量の算出は、この要領に定めるもののほか、建物算定要領別添一木造建物調査

積算要領（以下「木造建物要領」という ）の別添２木造建物数量積算基準（以下「数。



量積算基準」という ）によるものとする。。

２ 構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、次の方法により行うものとする。

一 数量計算の集計は、木造建物建築直接工事費計算書［曳家工法 （様式第２）に計］

上する項目ごとに行う。

二 前項の使用単位で直接算出できるものは、その種目ごとの計算過程において、小

数点以下第３位（小数点以下第４位切捨て）まで求める。

三 前項の使用単位で直接算出することが困難なものは、種目ごとの長さ等の集計を

行った後、使用単位数量に換算する。この場合における長さ等の集計は、原則とし

て、小数点以下第２位をもって行うものとし、数量換算結果は、小数点以下第３位

まで算出する。

３ 構造材、仕上げ材その他の木造建物建築直接工事費計算書［曳家工法 （様式第２）］

に計上する数量は、前項第二号及び第三号で算出したものを小数点以下第２位（小数

点以下第３位四捨五入）で計上する。

（直接工事費）

第６条 直接工事費は、次の各号により算定するものとする。

一 曳家工事費

曳家工事費は、次に定めるところにより算出する各工事費の合計額とする。

ア 曳家基本工事費は、次の方法により算出する。

工事費＝曳家基本工事面積×単価

曳家基本工事面積：１階床面積×規模補正率×２階建補正率×曳家係数

(ｱ) 規模補正率は、次表の１階床面積の区分に対応した率とする。この場合におい

て、算出された数値がそれぞれの欄の前欄において算出される数値の最高値に達

しないときは、その最高値を限度として補正することができる。

以上 以上 以上 以上 以上 以上１階床 50 ㎡ 70 ㎡ 100 ㎡ 130 ㎡ 180 ㎡ 250 ㎡

未満 未満 未満 未満 未満 未満面 積 50 ㎡ 70 ㎡ 100 ㎡ 130 ㎡ 180 ㎡ 250 ㎡

補正率 1.19 1.10 1.06 1.00 0.94 0.85 0.71

(ｲ) ２階建補正率は、次表の１階床面積の区分に対応した率とする。

以上 以上 以上 以上 以上 以上１階床 50 ㎡ 70 ㎡ 100 ㎡ 130 ㎡ 180 ㎡ 250 ㎡

未満 未満 未満 未満 未満 未満面 積 50 ㎡ 70 ㎡ 100 ㎡ 130 ㎡ 180 ㎡ 250 ㎡

補正率 1.00 1.09 1.14 1.23 1.33 1.53 1.87

(ｳ) 曳家係数は、次の方法により算出する。

曳家係数＝１＋[a]＋[b]＋[c]＋[d]＋[e]＋[f]＋[g]

① 曳距離補正［a］

以内 以内 以内 以内 以内曳距離 20 ｍ 40 ｍ 60 ｍ 80 ｍ 100 ｍ

補正率 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40



注）曳行を複数工程にわたって行う場合、２回目以降の曳行20ｍ毎に0.10を補正

率として加算する。

② 回転補正［b］

回 転
以内 以内 以内 以内 以内 以内0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°

角 度

補正率 0.00 0.07 0.14 0.21 0.28 0.35 0.42

③ 高低差補正［c］

以内 以内 以内 以内 以内 以内 以内高低差 0 ｍ 0.5 ｍ 1.0 ｍ 1.5 ｍ 2.0 ｍ 2.5 ｍ 3.0 ｍ

補正率 0.00 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 0.90

④ 障害要素

各種障害 補正率 摘 要

高低差補正又は近接施工補正と同時に適用する場
0.20基礎重複補正［d］

合は補正率を0.10とする。

0.15 方向替１回当たりに補正する。方 向 替 補 正［e］

従前地（移転前）において隣地との離隔距離が道

0.30 路接面以外の三方いずれかが１m未満の場合に補近接施工補正［f］
正する。

［a］＋［c］ 曳距離補正と高低差補正の和とする。傾 斜 地 補 正［g］

イ 基礎工事費は、木造建物要領第28条により算出する。ただし、数量積算基準第４

第１項第一号による布基礎長は、次表の基礎切欠補正率を乗じた値とする。

基礎切欠補正率 1.10

なお、基礎が重複するときは、重複部分を人力施工にて算出することとし、基礎

数量（布基礎長及び束石数量）は次の方法により算出する。

重複部分の基礎数量 ＝基礎総数量×重複部分の面積／１階床面積

重複部分以外の基礎数量＝基礎総数量－重複部分の基礎数量

ウ 基礎等解体工事費は、次の方法により算出する。

(ｱ) 基礎解体工事費

工事費＝基礎数量（布基礎長・束石数量）×単価

基礎が重複するときは、前イなお書きの方法により算出する。

(ｲ) 建築設備等解体工事費

工事費＝種別・規格・形状別数量×単価

二 補修工事費

補修工事費は、次に定めるところにより算出する各工事費の合計額とする。

ア 仮設工事費は、木造建物要領第27条により算出する。



イ 部位別補修工事費は、次の式により算出する。

工事費＝（外壁工事費＋内壁工事費＋床工事費）×補修費率

(ｱ) 外壁工事費は、木造建物要領第31条により算出する。

(ｲ) 内壁工事費は、木造建物要領第32条により算出する。

(ｳ) 床工事費は、木造建物要領第33条各号により算出する。ただし、数量積算基

準第９による施工面積及び数量（帖数）は、１階床のうち木材による床組が施

工されている部分の仕上材種ごと及び畳の材種ごとに算出した値とする。

(ｴ) 補修費率は、30パーセントとする。

ウ 床工事費は、木造建物要領第33条第一号により算出する。ただし、数量積算基準

第９による施工面積は、１階床のうち木材による床組が施工されていない部分の仕

上材種ごとに算出した値とする。

エ 建築設備工事費は、木造建物要領第40条により算出する。この場合において、必

要な項目を抽出し、原則として、次表の算出対象を基に算出する。ただし、これに

より難い場合は、この限りでない。

算出対象工事項目

ガス設備工事（屋外） 都市ガスは個人負担部分の全延長

プロパンガスはガスボンベまでの全延長

〃 （屋内） １階部分の全延長

給水設備工事（屋外） 個人負担部分の延長

〃 （屋内） １階部分の水栓（蛇口）数量

排水設備工事（屋外） 排水桝までの全延長

〃 （屋内） １階部分の水栓（蛇口）数量

衛生設備工事（屋外） 全部

〃 （屋内） 床組のある便所を除く１階部分の全部

オ 建物附随工作物工事費は、必要な項目を抽出し、木造建物要領第41条により算出

する。

（共通仮設費）

第７条 共通仮設費は、木造建物要領第22条第２項第一号の内容とし、数量積算基準第14

に定める共通仮設費率に基づき、次の式により算定するものとする。

共通仮設費＝直接工事費×共通仮設費率

（諸経費）

第８条 諸経費は、木造建物要領第22条第２項第二号及び第三号の内容とし、数量積算基

準第15に定める諸経費率表に基づき、次の式により算定するものとする。

諸経費＝（純工事費＋廃材運搬費）×諸経費率



２ 諸経費率は、純工事費と廃材運搬費の合計額に対応した率を適用するものとする。

なお、原則として建物と附帯工作物については別発注、木造建物と非木造建物につい

ては一発注として算定するものとする。

（廃材運搬費及び処分費）

第９条 曳家工事に伴い発生する廃材等の運搬及び処分に要する費用は、次の各号により

算定するものとする。

一 廃材運搬費

廃棄物処分場までの廃材の運搬費を計上する。

二 廃材処分費

解体撤去で発生した廃材の処分費用を計上する。

前項各号に掲げる費用の算定に当たっては、石綿含有建材が存する場合には、前２

項各号によるほか、石綿調査算定要領により算定を行うものとする。



様式第１
建物移転料算定表［曳家工法］

　要　・ 否

区分 番号

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(7)
(8)
(9) (7)＋(8)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15) (13)＋(14)

(16)
(17)

㎡ ㎡ ㎡

所在地 算定者 整理番号
所有者の氏名又は名称 算定年月日 消費税等相当額補償の要否

内　 　容 計　 　算　 　式 Ａ　棟 Ｂ　棟 Ｃ　棟

所有者住所 採用単価

(10)
(9)×（(9)に対応する率(一発注単位)） %

100円未満切り捨て

純工事費

合　計 備　考

基
本
事
項

 構造・用途

 建築面積 ㎡ ㎡ ㎡
 延床面積

(6)
(5)×（木造：3%） % % %

工
事
費
等

建

築

直接工事費 曳家工事費及び補修工事費

共通仮設費

 建築年月 年　　月 年　　月 年　　月

廃材運搬費
小　 　計

　諸経費
% %

100円未満切り捨て

(5)＋(6)

廃材処分費
建築工事費 (9)＋(10)＋(11)

補償額

建築工事費 (12)

法令改善費運用益損失額

補償額 (15)＋(16)

小　 　計
消費税等相当額 (15)×消費税等の税率 １円未満切り捨て

［備　 　考］
棟番号 　特　　記　　事　　項



様式第２

単  価

単  価

単  価

木造建物建築直接工事費計算書［曳家工法］

所  在  地 整 理 番 号

建物所有者
電
話

算定年月日

法人代表者 採 用 単 価

所有者住所 用途(現況)

構 造 概 要 用途(建築時)

柱 の 材 種 品 等
柱の
分布

そ の 他

建 物 面 積
１階床面積 ２階床面積 延床面積

特記事項

曳家工事費
〔Ａ〕

補修工事費
〔Ｂ〕

直接工事費　計
〔Ａ〕＋〔Ｂ〕

傾斜地
１回目 ２回目 ３回目 計曳 家 条 件

曳行要素 障害要素

曳距離
回転 高低差 基礎重複 方向替 近接施工

１　曳家工事費 計

〔１〕 曳家基本工事費 小　　計

工  種 計  算  内  訳 直接工事費

１階床面積　Ａ 規模補正率　Ｂ ２階建補正率　Ｃ 曳家係数　Ｄ
曳家基本工事面積

A×B×C×D

傾斜地
[g]

曳家係数
1+[a]+[b]+[c]+[d]+[e]+[f]+[g]

曳距離
[a]

回　転
[b]

高低差
[c]

基礎重複
[d]

方向替
[e]

近接施工
[f]

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位
曳家基本
工事面積

〔２〕 基礎工事費 小　　計

①－ａ　布  基  礎 ① 計

金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位
基礎長

計

基礎切欠補正率
Ｄ

補正基礎長
Ｃ×Ｄ

面積
区分

用  途 略記号 1階床面積　Ａ 基 礎 率  Ｂ
基 礎 長

Ａ×Ｂ＝Ｃ

①－ｂ　布基礎仕上げ

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 基礎外周長 金　　額

金　　額



単  価

② 束  石 ② 計

１階床面積  Ａ 束無面積  Ｂ Ａ－Ｂ = Ｃ 面積区分 基礎率  Ｄ
束石数量
Ｃ×Ｄ

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 束石数量 金　　額

③ べた基礎 ③ 計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 単  価 底盤施工面積 金　　額

用  途 底盤施工面積　Ａ 基 礎 率  Ｂ
立上数量

Ａ×Ｂ＝Ｃ
基礎切欠補正率

Ｄ
補正立上数量

Ｃ×Ｄ

金　　額出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 単  価 立上数量

④ 独立基礎 ④ 計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 単  価 独立基礎数 金　　額

⑤ 土間コンクリート ⑤ 計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 単  価 施工面積 金　　額

⑥ 防湿コンクリート ⑥ 計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 単  価 施工面積 金　　額

⑦ 特殊基礎 ⑦ 計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 単  価 施工面積 金　　額

〔３〕 基礎等解体工事費 小　　計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 単  価 数　　量 金　　額



単  価

単  価

単  価

単  価

２　補修工事費 計

〔１〕 仮設工事費 小　　計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位
仮  設

工事面積
金　　額

延床面積　Ａ 規模補正率　Ｂ 建物形状補正率　Ｃ
仮設工事面積
A×B×C=D

〔２〕 部位別補修工事費 小　　計

部位別補修対象工事費
①＋②＋③＝Ａ

補修費率
Ｂ

部位別補修工事費
Ａ×Ｂ

30%

① 外壁工事費 ① 計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 施工面積 金　　額

② 内壁工事費 ② 計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 施工面積 金　　額

③ 床工事費 ③ 計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 施工面積 金　　額

〔３〕 床工事費 小　　計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 単  価 数　　量 金　　額

〔４〕 建築設備工事費 小　　計

① 電　気　設　備 ① 計

金　　額出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 単  価 数　　量



② ガ  ス　設　備 ② 計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 単  価 数　　量 金　　額

金　　額

③ 給水・給湯設備 ③ 計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 単  価 数　　量

④ 排  水  設  備 ④ 計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 単  価 数　　量 金　　額

金　　額

⑤ 衛  生  設  備 ⑤ 計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 単  価 数　　量

⑥ 厨　房  設  備 ⑥ 計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 単  価 数　　量 金　　額

金　　額

⑦ そ　の　他　設　備 ⑦ 計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 単  価 数　　量

〔５〕 建物附随工作物工事費 小　　計

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 単 位 単  価 数　　量 金　　額

　注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とし、必要に応じ記載項目を追加する。



別添一 木造建物調査積算要領

第１章 総 則

（適用範囲）

第１条 この要領は、建物移転料算定要領（平成30年５月29日付け建公第39号課長通知。

以下、「建物算定要領」という。）第３条に係る木造建物の調査及び推定再建築費の積

算に適用するものとする。

（木造建物の区分）

木造建物は建物算定要領第２条による区分に従い、木造建第２条 調査積算に当たり、

物〔Ⅰ 、木造建物〔Ⅱ 、木造建物〔Ⅲ〕及び木造特殊建物にそれぞれ区分する。〕 〕

２ 木造建物〔Ⅰ〕の調査及び推定再建築費の積算については、第２章及び第３章に定め

るところによる。ただし、対象となる建物の構造、形状、材種等から判断して、この要

領を適用することが妥当でないと認められるときの調査積算は、木造建物〔Ⅰ〕以外の

木造建物として扱うものとする。

３ 木造建物〔Ⅱ 、木造建物〔Ⅲ〕及び木造特殊建物の調査については、第２章の規定〕

を準用して行うほか、推定再建築費の積算が可能となるよう行うものとし、積算につい

ては、別添２の木造建物数量積算基準（以下「数量積算基準」という ）に定める諸率。

は適用しないものとし、第３章の規定を準用した積み上げによるか、又は専門メーカー

等の見積を徴することにより行うものとする。

第２章 調 査

（所在地等の調査）

第３条 建物の調査を行うに当たっては、あらかじめ、次の事項について調査を行うもの

とする。

一 建物の所在地

二 建物所有者の氏名又は名称（代表者の氏名 、住所又は所在地及び電話番号）

三 建築年月

四 構造及び用途

（調査の方法）

第４条 建物調査は、建物平面等のほか第７条から第１９条までに定める建物の部位ごと

に区分して行うものとする。

２ 不可視部分の調査は、既存図が入手できる場合にはこれを利用することができるもの

とする。この場合において、可能な範囲内で写しを入手するものとする。また、既存図

が入手できない場合には建物所有者、設計者又は施工者からこれらの状況を聴取する等

の方法により調査を行うものとする。ただし、既存図が入手できる場合でも当該建物と



既存図の間に相違があると認められる場合には、既存図が入手できない場合の調査を行

い補正するものとする。

（平面の調査）

第５条 建物平面の調査は、建物の階層ごとの平面図を作成するために必要な次の各号に

係るものについて行うものとする。

一 間取り、寸法及び各室の名称

二 柱及び壁の位置

三 床の間及び押入れ等の位置

四 開口部（引違い戸、開戸、開口等別）の位置

五 その他必要な事項

２ 建物の各室の平面の寸法は、柱の中心間の長さによるものとする。

（仮設の調査）

第６条 仮設に係る調査は、次の事項について行うものとする。

一 １階の外壁の面数（出幅が４５センチメートル以内の出窓等の面数は除く ）。

二 シート張りの要否（都市計画法の指定区域、周辺の状況等）

（基礎の調査）

第７条 基礎に係る調査は、次の事項について行うものとする。

一 基礎の種類

二 布基礎の基礎天端幅及び地上高（地盤面から基礎天端までの高さとする。以下同

じ ）。

三 多雪区域等の高床式基礎の形状寸法

四 べた基礎の基礎立上部分の天端幅、地上高、底盤部分の施工面積及び形状寸法

五 独立基礎、玉石基礎の形状寸法及び数量

六 床下防湿コンクリートの施工面積及び形状寸法

七 傾斜地に建築されている建物で車庫等に利用されている半地下式の基礎又は松杭若

しくはコンクリート杭等で補強している建物の基礎の形状寸法及びその他必要な事項

八 束立てを施工してある部分の面積（用途区分が専用住宅であるときを除く ）。

九 玄関、浴室等直接コンクリートが打設されている部分の施工面積及び形状寸法

一〇 仕上げ

一一 その他必要な事項

（軸部の調査）

第８条 軸部に係る調査は、次の事項について行うものとする。

一 柱径（最も多く使用されている柱とする。)

二 柱長（１階及び２階の別）

三 柱の材種、品等及びこれらの分布

四 その他必要な事項



（屋根の調査）

第９条 屋根に係る調査は、次の事項について行うものとする。

一 屋根形状（切妻、寄棟、入母屋等）

二 軒出及び傍軒出

三 屋根勾配

四 仕上材種

（外壁の調査）

第１０条 外壁に係る調査は、次の事項について行うものとする。

一 各階の外壁周長

外壁周長は、柱の中心間で測定する。

二 各階の壁高

１階の壁高は、外壁の施工されている下端から軒（敷）桁又は胴差し（２階梁）の

上端までとし、２階の壁高は、胴差し（２階梁）の上端から軒（敷）桁の上端までと

する。

なお、屋根の形状が片流れの場合は、両壁高の平均値とする。

三 屋根の形状が切妻の場合は、梁間及び妻高

妻面積の算出が可能な調査とする。

四 仕上材種

五 軒天井が仕上施工されている場合は、その位置及び仕上材種

六 その他面積の算出に必要な事項

（内壁の調査）

第１１条 内壁に係る調査は、次の事項について行うものとする。

一 各室の天井高

二 仕上材種が腰壁等と異なる場合には、仕上材ごとの高さ等

三 仕上材種

（床の調査）

第１２条 床に係る調査は、次の事項について行うものとする。

一 各室の仕上材種

二 畳の材種及び数量（帖数）

（天井の調査）

第１３条 天井に係る調査は、次の事項について行うものとする。

一 各室の天井の種類（竿縁、底目地、舟底、打上げ等）

二 各室の仕上材種

三 その他面積の算出に必要な事項



（開口部〔金属製建具〕の調査）

第１４条 金属製建具に係る調査は、次の事項について行うものとする。

一 サッシュ窓

ア 設置位置

イ 種類（引違い、両開き、片開き、ルーバー、固定式等）

ウ 材質

エ 規格寸法

オ 面格子の有無

カ 雨戸の有無及び鏡板の有無

二 玄関・勝手口等のドア

ア 設置位置

イ 種類、材質及び規格寸法

三 手摺等

ア 設置位置

イ 種類、材質及び規格寸法

四 その他必要な事項

（開口部〔木製建具〕の調査）

第１５条 木製建具に係る調査は、次の事項について行うものとする。

一 設置位置

二 種類及び規格寸法

三 材質

四 面格子の有無

五 雨戸の有無

六 その他必要な事項

（造作の調査）

第１６条 造作に係る調査は、次の事項について行うものとする。

一 種類（床の間、書院、床脇、欄間、造付けタンス、階段、手摺、押入れ、造付け下

駄箱、床下収納庫、掘りこたつ、霧除庇等。ただし、軸部工事に係る木材材積量に含

まれる構造部材を除く ）。

二 形状寸法

三 数量

四 その他必要な事項

（樋の調査）

、第１７条 樋に係る調査は、次の事項について行うものとする。なお、第三号の数量は

原則として設計寸法又は図示の寸法による延長又は箇所数によるものとする。

一 形状寸法（軒樋、竪樋、谷樋、集水器別）

二 形質



三 数量（軒樋、竪樋、谷樋については延長、集水器については箇所数）

（建築設備の調査）

第１８条 建築設備に係る調査は、次の事項について行うものとする。

一 電気設備

ア 電灯、コンセント、スイッチ及び分電盤の設置位置

イ 規格（コンセントは埋込、露出の別及び口数等、スイッチは埋込、露出の別及び

連数、分電盤は回路数）

ウ 数量

エ 照明器具の種類

二 ガス設備

ア 都市ガス又はプロパンガスの別

イ 配管の位置

ウ ガス管の種類、規格及び延長

エ ガス栓の規格及び数量

三 給水・給湯設備

( ) 建物内一

ア 給水・給湯の水栓（蛇口）の設置位置

イ 水栓の種類及び規格

ウ 水栓の数量（外水栓を除く ）。

( ) 建物外（敷地内）二

ア 水道管の敷設位置

イ 計量器の位置

ウ 水道管の種類、規格及び延長

エ 水栓の数量

( ) 上記以外の設備の種類、規格寸法、数量等三

四 排水設備

建物外（敷地内）

ア 排水管、桝等の敷設位置

イ 排水管、桝等の種類、規格寸法及び数量

ウ 排水管の延長

五 衛生設備

ア 種類（浴槽、洗面台、便器等）

イ 規格寸法

ウ 数量

六 厨房設備

ア 種類（流し台、調理台等）

イ 規格寸法

ウ 数量



七 その他の設備（空調(冷暖房)設備、消火設備、浄化槽等）

ア 種類

イ 規格寸法

ウ 数量

（建物附随工作物の調査）

第１９条 建物附随工作物については、次の事項について調査するものとする。

一 種類（テラス、ベランダ等）

二 設置位置

三 形状寸法

四 数量

（木造建物調査表及び図面の作成）

第２０条 調査が終了したときは、様式第１による木造建物調査表を作成するものとする。

別添1木造建物図面作成基準（以下「図面作成基準」という ）により作２ 図面は、 。

成するものとする。

（写真撮影等）

第２１条 次により写真を撮影し、所有者ごとに写真台帳を作成するものとする。

一 写真撮影

次の箇所を撮影する。

ア 四方からの外部及び屋根

イ 各室

ウ 造作、建築設備及び建物附随工作物

二 写真台帳

撮影の位置、方向及び写真番号を記載した建物の配置図及び平面図を添付し、撮

影年月日を記入する。

第３章 積 算

（推定再建築費の構成）

第２２条 木造建物の推定再建築費の構成は、次のとおりとするものとする。

共通仮設費 仮 設 工 事 費

基 礎 工 事 費

軸 部 工 事 費

純 工 事 費 屋 根 工 事 費

外 壁 工 事 費

内 壁 工 事 費

床 工 事 費



直接工事費 天 井 工 事 費

開口部〔金属製建具〕工事費

開口部〔木製建具〕工事費推定再建築費

造 作 工 事 費

樋 工 事 費

塗 装 工 事 費

建築設備工事費

建 物 附 随 工 作 物 工 事 費

その他の工事費

現場管理費
諸 経 費

一般管理費等

２ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の内容は、それぞれ次のとおりとする。

一 共通仮設費

準備費（敷地整理費 、仮設物費（仮囲い費、下小屋費及び簡易トイレ設置費 、） ）

動力用水光熱費（仮設電力設置費、電気料金及び水道料金 、整理清掃費（建物敷地）

及び接面道路の清掃費）その他費用

二 現場管理費

労務管理費、租税公課、保険料、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生

費、事務用品費、通信交通費、補償費、雑費その他原価性経費配賦額

三 一般管理費等

一般管理費（役員報酬、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、修繕

維持費、事務用品費、通信交通費、電力用水光熱費、調査研究費、広告宣伝費、営業

債権貸倒償却、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、試験研究費償却、開発費償

却、租税公課、保険料及び雑費）及び付加利益（法人税、株主配当金、役員賞与金、

内部留保金等）

積算単価等）（

第２３条 補償金の積算に用いる単価は、次の各号によるものとする。

一 算定標準書の単価

二 算定標準書に記載されていない細目の単価については、「建設物価（一般財団法人

建設物価調査会発行）」、「積算資料（一般財団法人経済調査会発行）」又はこれらと

同等であると認められる公刊物に記載されている単価及び専門業者の資料単価

（数量積算）

第２４条 建物の部位別の工事費の算定は、別添２の木造建物数量積算基準（以下「数量

積算基準」という ）に定めのあるものは、これを用いて行うものとする。。

（計算数値の取扱い）

第２５条 補償金の積算に必要となる構造材、仕上げ材等の数量算出の単位は、通常使



用されている例によるものとする。

ただし、算出する数量が少量であり、通常使用している単位で表示することが困難

な場合は、別途の単位を使用することができるものとする。

２ 構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、それぞれの単位を基準として次の

方法により行うものとする。

一 数量計算の集計は、木造建物建築直接工事費計算書（様式第９）に計上する項目

ごとに行う。

二 前項の使用単位で直接算出できるものは、その種目ごとの計算過程において、小

数点以下第３位（小数点以下第４位切捨て）まで求める。

三 前項の使用単位で直接算出することが困難なものは、種目ごとの長さ等の集計を

行った後、使用単位数量に換算する。この場合における長さ等の集計は、原則とし

て、小数点以下第２位をもって行うものとし、数量換算結果は、小数点以下第３位

まで算出する。

（木造建物建築直接工事費計算書に計上する数値）

第２６条 木造建物建築直接工事費計算書（様式第９）に計上する数値は、次の各号に

よるもののほか、図面作成基準第５による計測値を基に算出した数値とする。

一 建物の延べ床面積は、図面作成基準第６第３項で算出した数値とする。

二 構造材、仕上げ材その他の数量は、前条第２項第二号及び第三号で算出したもの

を小数点以下第２位（小数点以下第３位四捨五入）で計上する。

（仮設工事費）

第２７条 仮設工事費は、次の方法により算出するものとする。

工事費 ＝ 仮設工事面積 × 単価

仮設工事面積：数量積算基準第３による。

（基礎工事費）

第２８条 基礎工事費は、次の方法により算出するものとする。

一 布基礎

ア 布コンクリート等基礎

工事費 ＝ 布基礎長 × 単価

布基礎長：数量積算基準第４第一号アによる。

イ 布基礎仕上げ

工事費 ＝ 基礎外周長 × 単価

基礎外周長：１階の外壁周長とする。

二 束 石

工事費 ＝ 束石数量 × 単価

束石数量：数量積算基準第４第二号による。

三 べた基礎



ア べた基礎

工事費 ＝ 底盤部分の工事費 ＋ 立ち上がり部分の工事費

＝〔 １階の底盤部分の施工面積×単価 〕＋〔 布基礎長×単価 〕（ ） （ ）

１階の底盤部分の施工面積：第７条第四号で調査し、算出した数値とする。

布基礎長（立ち上がり部分 ：数量積算基準第４第一号イによる。）

イ べた基礎仕上げ

工事費 ＝ 基礎外周長 × 単価

基礎外周長：１階の底盤部分の外周長（柱の中心間の測定値）とする。

四 独立基礎、玉石基礎

工事費 ＝ 独立基礎数又は玉石基礎数 × 単価

独立基礎数又は玉石基礎数：第７条第五号で調査した数量とする。

五 土間コンクリート

工事費 ＝ 施工面積 × 単価

施工面積：第７条第九号で調査し、算出した数値とする。

六 床下防湿コンクリート

工事費 ＝ 施工面積 × 単価

施工面積：第７条第六号で調査し、算出した数値とする。

（軸部工事費）

第２９条 軸部工事費は、次の方法により算出するものとする。

工事費 ＝ 軸部木材費 ＋ 労務費（大工手間等）

＝〔 木材材積量×単価 〕＋〔 延床面積×単価 〕（ ） （ ）

木材材積量：数量積算基準第５による。

（屋根工事費）

第３０条 屋根工事費は、次の方法により算出するものとする。

工事費 ＝ 施工面積 × 単価 （仕上材種別の合計額を求める ）。

施工面積：数量積算基準第６による。

（外壁工事費）

第３１条 外壁工事費は、次の方法により算出するものとする。

工事費 ＝ 施工面積 × 単価 （仕上材種別の合計額を求める ）。

施工面積：数量積算基準第７による。

（内壁工事費）

第３２条 内壁工事費は、次の方法により算出するものとする。

工事費 ＝ 施工面積 × 単価 （仕上材種別の合計額を求める ）。

施工面積：数量積算基準第８による。



（床工事費）

第３３条 床工事費は、次の方法により算出するものとする。

一 床仕上材種

工事費 ＝ 施工面積 × 単価 （仕上材種別の合計額を求める ）。

施工面積：数量積算基準第９による。

二 畳敷き

工事費 ＝ 数量（帖数）× 単価 （畳の材種別の合計額を求める ）。

数量（帖数 ：数量積算基準第９による。）

（天井工事費）

第３４条 天井工事費は、次の方法により算出するものとする。

工事費 ＝ 施工面積 × 単価 （仕上材種別の合計額を求める ）。

施工面積：数量積算基準第10による。

（開口部〔金属製建具〕工事費）

第３５条 金属製建具に係る工事費は、次の方法により算出するものとする。

工事費 ＝ 数量 × 単価 （種類別の合計額を求める ）。

数量：数量積算基準第11による。

（開口部〔木製建具〕工事費）

第３６条 木製建具に係る工事費は、次の方法により算出するものとする。

工事費 ＝ 数量 × 単価 （種類別の合計額を求める ）。

数量：数量積算基準第12による。

（造作工事費）

第３７条 造作工事費は、次の方法により算出するものとする。

工事費 ＝ 数量 × 単価 （種類別の合計額を求める ）。

数量：第16条で調査した数量とする。

（樋工事費）

第３８条 樋工事費は、次の方法により算出するものとする。

工事費＝数量×単価（種類別の合計額を求める ）。

数量：第17条で調査した数量とする。

（塗装工事費）

第３９条 塗装工事費は、次の方法により算出するものとする。

工事費 ＝ 延床面積 × 単価

（建築設備工事費）



第４０条 建築設備工事費は、設備の種類ごとに次の方法により算出するものとする。

一 電気設備工事費

工事費＝数量×単価（種類別の合計額を求める ）。

数量：数量積算基準第13第一号による。

二 ガス設備工事費

ア 都市ガス

各地域の工事費の実態により算出する。

イ プロパンガス

工事費 ＝ プロパンガス調整器等設置費 ＋（配管数量×単価）

＋（ガス栓数量×単価）

配管数量、ガス栓数量：第１８条第二号で調査し、算出した数量とする。

三 給水、給湯設備工事費

工事費 ＝ 水栓工事費 ＋ 建物内配管工事費 ＋ 建物外配管工事費

＝〔水栓(蛇口)の種類ごとの数量×単価〕＋〔水栓(蛇口)数量×単価〕

＋〔本管取付から計量器までの工事費＋(計量器からの配管数量×単価 〕）

水栓(蛇口)の種類ごとの数量：数量積算基準第13第二号アによる。

水栓(蛇口)数量：数量積算基準第13第二号イによる。

計量器からの配管数量：第１８条第三号( )で調査し、算出した数値とする。二

四 排水設備工事費

工事費 ＝ 建物内排水設備工事費 ＋ 建物外排水設備工事費

＝〔水栓(蛇口)数量×単価〕＋〔 種類別配管数量×単価)＋(桝等の数量（

×単価)〕

水栓(蛇口)数量：数量積算基準第13第三号による。

種類別配管数量及び桝等の数量：第１８条第四号で調査し、算出した数値とする。

五 衛生設備工事費

工事費 ＝ 数量 × 単価 （種類別の合計額を求める ）。

数量：第１８条第五号で調査した数量とする。

六 厨房設備工事費

工事費 ＝ 数量 × 単価 （種類別の合計額を求める ）。

数量：第１８条第六号で調査した数量とする。

七 その他の設備工事費

工事費 ＝ 数量 × 単価 （種類別の合計額を求める ）。

数量：第１８条第七号で調査した数量とする。

（建物附随工作物工事費）

第４１条 建物附随工作物工事費は、次の方法により算出するものとする。

工事費 ＝ 数量 × 単価 （種類別の合計額を求める ）。



数量：第１９条で調査した数量とする。

（その他の工事費）

第４２条 第27条から第41条までに掲げる工事以外の工事費は、第27条から第41条までに

掲げる工事の方法に準じて算出するものとする。

（共通仮設費）

第４３条 共通仮設費は、次の式により算出するものとする。

共通仮設費 ＝ 直接工事費 × 共通仮設費率

直接工事費：第27条から第42条までに算出した各工事費の合計額とする。

共通仮設費率：数量積算基準第14による。

（諸経費）

第４４条 諸経費は、次の式により算出するものとする。

諸経費 ＝ 純工事費 × 諸経費率

純工事費：直接工事費に共通仮設費を加えた額とする。

諸経費率：数量積算基準第15による。

なお、第23条第二号に規定する単価を積算に用いる場合において、当該単価に

第22条第２項第二号及び第三号に規定する費用と同等の諸経費が含まれている

　　　　場合は諸経費の対象としないものとする。

２ 諸経費率は、一発注（建築及び解体）を単位とし、純工事費と廃材運搬費の合計額

に対応した率を適用するものとする。

なお、原則として建物と附帯工作物については別発注、木造建物と非木造建物につ

いては一発注として算定するものとする。

（建築直接工事費の積算）

建築直接工事費は、様式第９により算出するものとする。第４５条



別添１ 木造建物図面作成基準

（作成する図面）

作成する図面の種類及び作成方法については、原則として、別表に掲げるものとす第１

る。

（用紙及び図面）

第２ 図面の大きさは、原則として、産業標準化法（昭和24年法律第185号）第11条によ
り制定された日本産業規格（以下「日本産業規格」という。）Ａ列３番横とする。

２ 平面図は様式第７により、配置図、立面図その他の図面は様式第８により作成する。

（図の配置）

第３ 平面図、配置図等は、原則として、図面の上方が北の方位となるように配置し、立
面図、断面図等は、上下方向を図面の上下に合わせる。

（図面の縮尺）

作成する各図面の縮尺は、原則として、別表に表示する縮尺とし、各図面に当該縮第４

尺を記入する。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

（建物の計測）

第５ 建物の調査において、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし、小数点以

下第２位（小数点以下第３位四捨五入）までとする。ただし、排水管等の長さ等で小数

点以下第２位の計測が困難なものは、この限りでない。

２ 面積に係る計測は、原則として、柱又は壁の中心間で行うこととする。

３ 建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、幅等の計測は、原則として、ミリメートルを単

位とする。

（図面等に表示する数値及び面積計算）

第６ 調査図面に表示する数値は、第５の計測値を基にミリメートル単位で記入するもの

とする。

２ 面積計算は、前項で記入した数値をメートル単位により小数点以下第４位まで算出し、

それを各階ごとに累計し、小数点以下第２位（小数点以下第３位切捨て）までの数値を

求めるものとする。

３ 延べ床面積は、前項で算出した各階別の小数点以下第２位までの数値を合計した数値

とするものとする。

４ １棟の建物が２以上の用途に使用されているときは、用途別の面積を前２項の定める

ところにより算出するものとする。



（図面表示記号）

第７ 図面に表示する記号は、原則として、日本産業規格の図記号を用いる。

（線の種類）

第８ 線は、原則として、次の４種類とする。
実 線

破 線

点 線

鎖 線

２ 線の太さは、原則として、０.２ミリメートル以上とする。

（文字）

第９ 図面に記載する文字は、原則として、横書きとする。ただし、寸法を表示する数値

は寸法線に添って記入する。

２ 文字のうち、漢字は楷書体を用い、術語のかなは平仮名、外来語は片仮名、数字は算

用数字とする。

３ 文字の大きさは、原則として、漢字は３.０ミリメートル角以上、平仮名、片仮名、

算用数字等は２.０ミリメートル角以上とする。

（勾配の表示）

第１０ 勾配の表示は、原則として、正接を用いるものとする。この場合において、分母

を１０とした分数で表示する。

（別 表）

図 面 名 称 作 成 の 方 法 等 縮 尺 備考

配 置 図 配置図は、次により作成するものとする。

一 建物等の所有者（同族法人及び親子を含む ）を。

単位として作成する。

二 縮尺は、原則として、次の区分による。

建物、庭園及び墳墓を除く工作物、庭木等を除く(1)
立竹木

100 1 200 1分の 又は 分の

庭園、墳墓、庭木等(2)
50 1 100 1分の 又は 分の

三 用紙は、日本産業規格Ａ列３番を用いる。ただ
し、建物の敷地が広大であるため記載することが困

難である場合には、Ａ列２番によることができる

（以下この節において同じ 。。）

四 敷地境界線及び方位を明確に記入する。方位は、

原則として、図面の上方を北の方位とし図面右上部

に記入する。



五 土地の取得等の予定線を赤色の実線で記入する。

六 建物、工作物及び立竹木の位置等を記入し、建

物、工作物及び立竹木ごとに番号を付す。ただし、

工作物及び立竹木が多数存する場合には、これらの

配置図を各々作成することができる。

七 図面中に次の事項を記入する。

敷地面積(1)
用途地域(2)
建ぺい率(3)
容積率(4)
建築年月(5)
構造概要(6)
建築面積（一階の床面積をいう。以下同じ ）(7) 。

建物延べ床面積(8)

平 面 図 (1) 平面図は、様式第７に建物ごとに作成する。ただ 1/100

し、２階建の建物で１枚の用紙に作成できない場合

は、様式第８を使用する。

(2) 建物の方位は、原則として、図面の上方を北の方

位とし、図面右上部に記入する。

(3) 建物の面積計算に必要な部分及び借家人の占有面

積、店舗等の用途区分に応じて主要間仕切りに寸法

線を記入する。

(4) 建物の面積計算は、各階の床面積ごとに行い、原

則として、図面の左下側に記入する。

(5) 変形建物等で通常の面積計算により算出が困難な

場合には、当該部分の三斜計算を行う。

(6) 店舗、事務所、工場等の用途別の面積及び占有区

分の面積については、別途必要と認められる部分の

みの計算を行う。

(7) 各室の仕上げは、次表を用いて表示する。

室 名

壁

床

天 井

(8) 建具については、その位置を表示する。ただし、

別に建具表（図面）を作成することができる。

(9) 外壁仕上げは、特に必要な場合はその名称を記入

する。

(10)当該建物に用地取得等の予定線が掛かる場合は、

赤色の実線で表示する。

立 面 図 立面図は、様式第８を使用し（以下同様の様式を使 1/100

用する 、４面を作成し、仕上材種の名称を記入す。）

る。

屋 根 伏 図 屋根伏図は、屋根の形状、勾配、軒出、傍軒出及び 1/100

及び樋の形状寸法、材質並びに延長（数葺材名称

量）を記入し、屋根面積及び樋集計表（計算過程を

含む ）を記載する。。



建築設備位置図 平面図を基に、電灯等の区分別に設置されている位 1/100

（電気設備） 置を表示する。

建築設備位置図 平面図を基に、給水・給湯の水栓が設置されている 1/100

位置を表示する。ただし、排水設備を同一の図面で作（給水・給湯設備）

成することができる。

建築設備位置図 平面図を基に、屋内排水は浴槽、洗面台、便器等の 1/100

設置されている位置を表示する。（屋内・排水設備）

(注) 給水・給湯設備と同一の図面で作成することが

できる。

建築設備位置図 配置図を基に、屋外排水の設置されている位置を表 1/100

示する。ただし、同一の敷地内に複数棟の建物がある 又は（屋外・排水設備）

場合は兼用することができる。 1/200

厨房設備、空調設備、浄化槽等が設置されている場 必要建築設備位置図等

合には、各々の設備の積算に必要な図面を作成する。 に応(上記以外の建築設備)

ただし、厨房（流し台等）設備及び空調（クーラー じて

等）設備については、平面図に表示することができ 作成

る。 する

写真撮影方向図 配置図及び平面図を基に、写真撮影の位置を明確に 1/100

するための位置図を作成する。 又は

1/200



別添２ 木造建物数量積算基準

（適用範囲）

この数量積算基準に定める諸率を適用することができる建物の用途の区分は、次表第１

のとおりとする。

用 途 区 分 表

用 途 適用することができる建物

専 用 住 宅 専用住宅のほか、併用（店舗、事務所）住宅、診療所、医院等で構造及び

間取りの形状が専用住宅に類似するもの

共 同 住 宅 共同住宅のほか、家族寮、独身寮、病院、老人ホーム等で構造及び間取り

の形状が共同住宅に類似するもの

店 舗、 事 務所 店舗、事務所のほか、信用金庫、郵便局、公民館、集会所、校舎、園舎等

で構造及び間取りの形状が店舗、事務所に類似するもの

工 場 、 倉 庫 工場、倉庫のほか、作業所等で構造及び間取りの形状が工場、倉庫に類似

するもの

（適用方法）

この数量積算基準に定める諸率の適用方法については、次条以下に定めるところに第２

よる。この場合において、次条以下の表により算出された数値がそれぞれの欄の前欄に

おいて算出される数値の最高値に達しないときは、その最高値を限度として補正するこ

とができる。

（仮設工事費）

仮設工事費の算出に用いる仮設工事面積は、次の方法により算出する。第３

仮設工事面積 ＝ 延床面積 × 規模補正率 × 建物形状補正率

一 規模補正率は、次表の延床面積の区分に対応した率とする。

区 分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

以上 以上 以上 以上 以上 以上延 床 50 ㎡ 70 ㎡ 100 ㎡ 130 ㎡ 180 ㎡ 250 ㎡

未満 未満 未満 未満 未満 未満面 積 50 ㎡ 70 ㎡ 100 ㎡ 130 ㎡ 180 ㎡ 250 ㎡

補正率 1.15 1.10 1.05 1.00 0.90 0.85 0.75

二 建物形状補正率は、次表の建物形状（１階の外壁の面数）に対応した率とする。

建物の形状 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

外壁面が 面以下の建物 外壁面が 面以上 面以下の建物 外壁面が 面以上の建物判 断 基 準 6 7 10 11

補 正 率 1.00 1.10 1.20



三 築年次が異なる建物が接合している場合の仮設工事面積の算出にあたっては、一体

の建物として延床面積を算出することとし、それに対応した規模補正率及び建物形状

補正率を用いるものとする。

（基礎工事費）

基礎工事費の算出に用いる布基礎長及び束石数量は、次の方法により算出する。第４

一 布基礎長は、１階床面積に基礎率を乗じた値とする。なお、べた基礎の立ち上がり

部分の布基礎長にあっては、１階の底盤部分の施工面積に基礎率を乗じた値とする。

また、これらの布基礎長の算出に用いる基礎率は、次表の面積区分及び各用途に対応

した率とする。

ア 布コンクリート等基礎

布基礎長 ＝ １階床面積 × 基礎率

イ べた基礎の立ち上がり部分

布基礎長 ＝ １階の底盤部分の施工面積 × 基礎率

二 束石数量は、１階床面積に専用住宅の基礎率を乗じた値とする。なお、専用住宅以

外の用途にあっては、個別に算出した束石施工面積に専用住宅の基礎率を乗じた値と

する。また、これらの束石数量の算出に用いる基礎率は、次表の面積区分に対応した

率とする。

ア 用途が専用住宅の場合

束石数量 ＝ １階床面積 × 基礎率

イ 用途が専用住宅以外の場合

束石数量 ＝ 束石施工面積 × 基礎率

２ １階が２以上の用途に区分されているときは、１階床面積に対応した面積区分におい

て用途ごとに対応した基礎率により基礎長を算出する。

３ 一つの用途の場合において基礎の種類が異なる場合は、その種類ごとに施工面積を算

出し、面積区分に対応した基礎率により基礎長を算出する。

４ 建物の形状又は間仕切りの状況から、次表の基礎率を使用することが困難と認められ

るときは、別途個別に基礎長を算出する。

基 礎 率 ［１階床面積１㎡当たり］

面 積 区 分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

50㎡以上 70㎡以上 100㎡以上
用 途 種 類 単 位 50㎡未満

70㎡未満 100㎡未満 130㎡未満

布基礎 ｍ 1.16 1.10 1.04 0.96

専 用 住 宅

束 石 個 0.43 0.44 0.45 0.47

共 同 住 宅 布基礎 ｍ 1.18 1.13 1.07 1.00



店舗・事務所 布基礎 ｍ 0.95 0.89 0.84 0.76

工場・倉庫 布基礎 ｍ 0.67 0.62 0.56 0.49

面 積 区 分 Ⅴ Ⅵ Ⅶ

130㎡以上 180㎡以上
用 途 種 類 単 位 250㎡以上

180㎡未満 250㎡未満

布基礎 ｍ 0.88 0.85 0.79
専 用 住 宅

束 石 個 0.48 0.51 0.55

共 同 住 宅 布基礎 ｍ 0.92 0.89 0.84

店舗・事務所 布基礎 ｍ 0.69 0.65 0.59

工場・倉庫 布基礎 ｍ 0.41 0.34 0.28

５ 築年次が異なる建物が接合している場合の布基礎長及び束石数量の算出にあたっては、

一体の建物として一階床面積を算出することとし、それに対応した基礎率を用いるもの

とする。

（軸部工事費）

軸部工事費の算出に用いる木材材積量は、次の方法により算出する。なお、木材材第５

積量の算出に用いる木材材積率は、次表の用途、柱径、柱長及び面積区分に対応した率

とする。

木材材積量 ＝ 延床面積 × 木材材積率

２ 併用住宅である場合又は現状では一つの用途の建物であっても建築時に異なる用途で

建築されている場合は、その用途ごとに床面積を算出し、次表の延床面積に対応した面

積区分において、用途毎の木材材積率により木材材積量を算出する。

３ １階と２階の柱長が異なる場合は、それぞれの床面積ごとに延床面積に対応した木材

材積率を乗じることにより木材材積量を算出する。

木 材 材 積 率［延床面積１㎡当たり］

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

㎡未満 ㎡以上 ㎡以上 ㎡以上 ㎡以上 ㎡以上 ㎡以上用 途 柱 径 柱 長 50 50 70 100 130 180 250
㎡未満 ㎡未満 ㎡未満 ㎡未満 ㎡未満70 100 130 180 250

0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.13 0.1290 mm 3.00 m
×

0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.1390 mm 4.00 m

0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.14 0.13専用住宅 105 mm 3.00 m
×

0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.15 0.15105 mm 4.00 m

0.24 0.23 0.22 0.20 0.19 0.16 0.15120 mm 3.00 m



×
0.26 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.17120 mm 4.00 m

0.18 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.1190 mm 3.00 m
×

0.20 0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.1290 mm 4.00 m

0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.13 0.13共同住宅 105 mm 3.00 m
×

0.22 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.14105 mm 4.00 m

0.23 0.22 0.21 0.20 0.18 0.15 0.14120 mm 3.00 m
×

0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.17 0.16120 mm 4.00 m

0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.0990 mm 3.00 m
×

0.17 0.16 0.16 0.15 0.13 0.11 0.1090 mm 4.00 m
店 舗・

0.18 0.17 0.16 0.15 0.13 0.11 0.10事務所 105 mm 3.00 m
×

0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.12 0.11105 mm 4.00 m

0.20 0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12120 mm 3.00 m
×

0.22 0.21 0.20 0.19 0.17 0.14 0.13120 mm 4.00 m

0.15 0.14 0.14 0.13 0.11 0.09 0.0890 mm 3.00 m
×

0.16 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10 0.0990 mm 4.00 m
工 場・

0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.10 0.09倉 庫 105 mm 3.00 m
×

0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.11 0.10105 mm 4.00 m

0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.12 0.11120 mm 3.00 m
×

0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.13 0.12120 mm 4.00 m

注 木材材積量に含まれる構成部材は、次表のとおりである。

区 分 部 材 名 称

柱 材 通し柱、構造柱、造作柱、化粧柱、半柱

下層横架材 土台、火打土台、床束、大引、根太

上層横架材 軒桁、妻梁、大梁（化粧梁 、梁、床梁、火打梁、胴差）

小 屋 組 材 小屋束、母屋、棟木、谷木、隅木、垂木掛、垂木

構造補助材 間柱、筋違、窓台、窓まぐさ、根太掛

仕 上 げ 材 回り縁、付け鴨居、長押、敷居、鴨居、額縁、三方枠、畳寄せ、
幅木、上り框、破風板、鼻隠し、押入中棚

羽 柄 材 野地板、胴縁（板 、野縁）

４ 柱径が120ミリメートルを超え、若しくは柱長が４メートルを超える建物又は建物の

各部位の施工状況が通常でない建物の木材材積量は、次の各号に定めるところにより補

正して求める。この場合において複数の補正を必要とするときは、それぞれの補正率を

相乗する。

一 柱径（120mm超から180mmまで）の補正を要する建物

補正後の木材材積量＝木材材積量（当該建物の延床面積区分に応ずる柱径120mm・



柱長のもの）×下表に掲げる補正率

柱 径 補 正 率

135 mm × 135 mm １．２０

150 mm × 150 mm １．３０

165 mm × 165 mm １．４５

180 mm × 180 mm １．６０

二 柱長（柱長４ｍ超から５ｍまで）の補正を要する建物

補正後の木材材積量＝木材材積量（当該建物の延床面積区分に応ずる柱径・柱長４

ｍのもの）×下表に掲げる補正率

柱 径 補 正 率

90 mm × 90 mm １．０４

105 mm × 105 mm １．０８

120 mm × 120 mm １．０９

三 各部位の施工状況で補正を要する建物

補正後の木材材積量＝木材材積量（当該建物の延床面積に応ずる柱径・柱長のも

の）×下表に掲げる割引率を用いて算出した補正率（１－各

部位の割引率の和）

ア 用途が店舗、事務所の場合

部 位 判 断 基 準 割引率

床 店舗・事務所内の１階床が土間コンクリート等で仕上げら
0.06れており、木材による床組等が施工されていない場合

間仕切壁 店舗・事務所内の面積が２０㎡以上で間仕切壁等が一切無
0.13い場合

内 壁 店舗・事務所内に内壁等（間仕切壁を除く ）が一切施工さ。
0.06れていない場合

天 井 店舗・事務所内に天井が一切施工されていない場合
0.03

イ 用途が工場、倉庫の場合

部 位 判 断 基 準 割引率

床 工場・倉庫内の１階床が土間コンクリート等で仕上げられ
0.05ており、木材による床組等が施工されていない場合

間仕切壁 工場・倉庫内の面積が２０㎡以上で間仕切壁等が一切無い
0.10場合

内 壁 工場・倉庫内に内壁等（間仕切壁を除く ）が一切施工され。



0.04ていない場合

天 井 工場・倉庫内に天井が一切施工されていない場合
0.03

５ 築年次が異なる建物が接合している場合の木材材積量の算出にあたっては、一体の建

物として延床面積を算出することとし、それに対応した木材材積率を用いるものとする。

（屋根工事費）

屋根工事費の算出に用いる施工面積は、次の方法により算出する。なお、屋根勾配第６

伸び率は、次表による。

施工面積 ＝ 屋根伏面積 × 屋根勾配伸び率（ ）１＋(勾配)
２

勾 配 1/10 1.5/10 2/10 2.5/10 3/10 3.5/10 4/10

伸び率 1.005 1.011 1.020 1.031 1.044 1.059 1.077

勾 配 4.5/10 5/10 5.5/10

伸び率 1.097 1.118 1.141

（外壁工事費）

外壁工事費の算出に用いる施工面積は、次の方法により算出した仕上材種ごとの値第７

とし、様式第２により求める。この場合の外部開口部面積には、一か所当たりの開口部

の面積が０.５０平方メートル以下のものは、算入しない。

施工面積 ＝ 外壁面積（開口部面積を含む ）－ 外壁開口部面積。

（内壁工事費）

内壁工事費の算出に用いる施工面積は、次の方法により算出した仕上材種ごとの値第８

とし、様式第３により求める。この場合の内部開口部面積には、一か所当たりの開口部

の面積が0.50平方メートル以下のものは、算入しない。

施工面積 ＝ 内壁面積（開口部面積を含む ）－ 内壁開口部面積。

２ 階段室の内壁施工面積は、次表に掲げる面積を標準とする。

階段の形式 内壁施工面積 備 考

直 階 段

廻 り 階 段 10.80 ㎡ １階床より２階床までの面積

折返し階段

（床工事費）

床工事費の算出に用いる施工面積は、仕上材種ごとに算出した値とし、様式第４に第９

より求める。ただし、畳敷きについては、畳の材種ごとの数量（帖数）の合計を求める。



（天井工事費）

第１０ 天井工事費の算出に用いる施工面積は、仕上材種ごとに算出した値とし、様式第

４により求める。

（開口部〔金属製建具〕工事費）

第１１ 開口部〔金属製建具〕工事費の算出に用いる種類別数量は、次の方法により算出

するものとし、様式第５により求める。

。 。一 サッシュ窓（ルーバー及び固定式を除く ）は、次の種類別の窓面積の合計とする

また、サッシュ窓のうちルーバー及び固定式については、各々の窓面積の合計とする。

ア 雨戸無し面格子無し

イ 雨戸無し面格子有り

ウ 雨戸有り鏡板無し

エ 雨戸有り鏡板有り

二 玄関、勝手口、窓手摺り、出窓等は、各々の種類、材質及び規格寸法別の箇所数の

合計とする。

（開口部〔木製建具〕工事費）

第１２ 開口部〔木製建具〕工事費の算出に用いる種類別数量は、次の方法により算出す

るものとし、様式第６により求める。

一 木製建具は、次の種類別の建具枚数の合計とする。

ア フラッシュ戸（戸ふすま含む ）。

イ ガラス戸、窓

ウ 雨戸

エ 障子

オ ふすま

二 格子戸、戸袋、出窓等は、各々の種類、材質及び規格寸法別の建具枚数又は箇所数

の合計とする。

（建築設備工事費）

第１３ 建築設備工事費の算出に用いる数量は、次の方法により算出する。

一 電気設備工事費

ア 電灯

建物に設置されている電灯の数量とする。

イ スイッチ、コンセント及び分電盤

第18条で調査した規格ごとの数量とする。

ウ 配管配線

建物に設置されている電灯、スイッチ、コンセント及び分電盤の合計数とする。

二 給水、給湯設備工事費

ア 水栓工事費



水栓（蛇口）の種類ごとの数量は、洗面器具及び水洗便器等の器具に附随する水

栓（蛇口）数を除いた各々の合計とする。

イ 建物内配管工事費

水栓（蛇口）数量は、洗面器具及び水洗便器等の器具に附随する水栓（蛇口）数

を含む合計とする。

三 建物内排水設備工事費

水栓（蛇口）数量は、洗面器具及び水洗便器等の器具に附随する水栓（蛇口）数を

含む合計とする。

（共通仮設費）

第１４ 共通仮設費率は、３パーセントとする。

（諸経費）

諸経費率は、次表の純工事費に対応した率による。第１５

諸経費率表

純工事費(百万円) 諸経費率(％) 純工事費(百万円) 諸経費率(％)

10 以下 34.5 55 を超え 60 以下 22.4

10 を超え 12 以下 33.0 60 を超え 70 以下 21.5

12 を超え 14 以下 31.8 70 を超え 80 以下 20.9

14 を超え 16 以下 30.8 80 を超え 90 以下 20.3

16 を超え 18 以下 29.9 90 を超え 100 以下 19.8

18 を超え 20 以下 29.2 100 を超え 120 以下 18.9

20 を超え 22 以下 28.5 120 を超え 140 以下 18.2

22 を超え 24 以下 27.9 140 を超え 160 以下 17.6

24 を超え 26 以下 27.4 160 を超え 180 以下 17.1

26 を超え 28 以下 26.9 180 を超え 200 以下 16.7

28 を超え 30 以下 26.4 200 を超え 250 以下 15.8



30 を超え 35 以下 25.5 250 を超え 300 以下 15.1

35 を超え 40 以下 24.7 300 を超え 350 以下 14.6

40 を超え 45 以下 24.0 350 を超え 400 以下 14.1

45 を超え 50 以下 23.4 400 を超え 500 以下 13.4

50 を超え 55 以下 22.8 500 を超えるもの 12.8

（注）１．本表の諸経費率によって算出された額が、それぞれの欄の前欄において算出

される額の最高額に達しないときは、その最高額まで増額することができる。

２．本表の諸経費率を適用する純工事費は、一発注（建築＋解体）を単位として

算定された額とする。

なお、本表の諸経費率の適用に当たっては、原則として建物と附帯工作物に

ついては別発注、木造建物と非木造建物については一発注として算定するもの

とする。

３．住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保費用は諸経費率に含まれている。



様式第１

所  在  地

建物所有者

法人代表者

所有者住所

構 造 概 要

建 物 面 積

仮  設
外 壁
面 数

シート
張要否

その他

基  礎 種 類
基 礎
天端幅

地上高 仕上げ その他

屋  根
屋 根
形 状

軒 出 傍軒出
屋 根
勾 配

仕 上
材 種

内壁・床・天井

開口部〔建具〕
大きさ
区分

単 位 数  量

大きさ
区分

造  作 単 位 数 量種  類  （名  称） 形  状  寸  法 備  考

木
製
建
具

種  類 数 量 (枚)

種  類  数 量 (㎡) 種  類

サ
ッ
シ
ュ
窓

その他
2階 2階 

 各室別の仕上げ材については図面参照

外  壁
外 壁
周 長

1階 
壁 高

1階 仕 上
材 種

その他
2階 

軸  部 柱  径 柱  長
1階 柱 の

材 種

　年　 　月

　.　 ㎡ 　.　 ㎡ 　.　 ㎡ 経 過 年 数 　年

木 造 建 物 調 査 表

そ
の
他
〔
玄
関
・
出
窓
等
〕

整 理 番 号

電
話

調査年月日 　年　  月 　日

受　注  者

１階床面積 ２階床面積 延 床 面 積 用途 〔確 認 資 料〕 〔　 　〕

調  査  員

建 築 年 月



ガ ス 設 備
ガ ス
種 類

その他

給水･給湯設備 水栓数 その他

排 水 設 備
排水管
の種類

配管の
延 長

桝 の
種 類

桝 の
数 量

衛 生 設 備 単 位 数 量

厨 房 設 備 単 位 数 量

その他の設備 単 位 数 量

建物附随工作物 単 位 数 量

ｽｲｯﾁの数量

分電盤の規格 分電盤の数量

形 状 寸 法
（大 き さ）

配管の種類

形 状 寸 法
（ 管  径 ）

　注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とし、必要に応じ記載項目を追加する。

電 気 設 備

照明器具の種類 照明器具の数量 ｺﾝｾﾝﾄの規格

ｺﾝｾﾝﾄの数量

種  類  （名  称） 形  状  寸  法 備  考

種  別  （名  称） 形  状  寸  法 備  考

種  別  （名  称） 形  状  寸  法 備  考

種  別  （名  称） 形  状  寸  法 備  考

延長

集水器の形状寸法 材質 数量

その他

ガ ス 栓 数

ｽｲｯﾁの規格

竪樋の形状寸法 材質 延長

樋

軒樋の形状寸法 材質 延長

谷樋の形状寸法 材質



様式第２

開 　口　 部  控  除  前　 ［Ａ］ 開　口　部　面　積　［Ｂ］

ｺｰﾄﾞ 壁 長 壁 高 率 計算面積 建具№ 建具記号 数 量 控除面積

部位 実施工面積

　注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とし、必要に応じ記載項目を追加する。

木 造 建 物 数 量 計 算 書 ［外壁］

実施工面積
[Ａ]－[Ｂ]

単 価 名 称

面 階

開口部等の計算式〔Ｂ〕

軒天井、その他の外壁

単価名称 計算式〔Ａ〕



様式第３

開 　口　 部  控  除  前　 ［Ａ］ 開　口　部　面　積　［Ｂ］

コード 単 価 名 称 壁 長 壁 高 率 計算面積 建具№ 建具記号 数 量 控除面積

コード
番号

施工面積合計

室 名
実施工面積

[Ａ]－[Ｂ]

内壁仕上げ別施工面積集計表

単価名称 形状寸法等 実施工面積

木 造 建 物 数 量 計 算 書 ［内壁］

　注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とし、必要に応じ記載項目を追加する。



様式第４

床　　面　　積　　計　　算　　書 天　井　面　積　計　算　書

コード 単 価 名 称
幅
(横)

幅
(縦)

率
実施工
面積(帖)

コード 単 価 名 称
幅
(横)

幅
(縦)

実施工
面積

 床仕上げ別施工面積集計表

コード 単  価  名  称 形  状  寸  法  等 実  施  工  面  積 施工面積計

 天井仕上げ別施工面積集計表

コード 単  価  名  称 形  状  寸  法  等 実  施  工  面  積 施工面積計

室 名

木 造 建 物 数 量 計 算 書 ［床・天井］

　注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とし、必要に応じ記載項目を追加する。



様式第５

区分 Ⅰ [1.00㎡未満] Ⅱ [1.00㎡以上]

種類 建具№ 数量
単 位
面 積

面 積 建具№ 数量
単 位
面 積

面 積 特  記

建具№ 数量
単 位
面 積

木 造 建 物 数 量 計 算 書　［金属製建具］

特  記

計 計

名  称 形  状  寸  法  等 特  記

　注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とし、必要に応じ記載項目を追加する。

計

計 計

計



様式第６

区分

種類 品 等 数 量 単位面積 品 等 数 量 単位面積 品 等 数 量 単位面積

ﾌﾗｯｼｭ戸

ｶﾞﾗｽ戸
（窓）

障子

フスマ

その他

木 造 建 物 数 量 計 算 書 ［木製建具］

建具№ 建具№ 建具№

Ⅰ［W0.68m以上×H1.80m程度］ Ⅱ［W0.68m以上×H1.36m程度］ Ⅲ［Ⅰ及びⅡ以下］

計 計 計

計 計 計

計 計 計

計 計 計

　注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とし、必要に応じ記載項目を追加する。

計 計 計



様式第7

縮 尺

　資格名称・作 成者

外 壁

図 面 名 称

調 査 年 月 日

受 注 者

屋 根

整理番号 図面番号

所 在 地

所有者住所

所 有 者

構　造　概　要

構 造

用 途

基 礎



様式第8

縮 尺

　資格名称・作成者

図 面 名 称

調 査 年 月 日

受 注 者

整理番号 図面番号

所 在 地

所 有 者 住 所

所 有 者



様式第９

品 等
柱の
分布

直接工事費

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

面積
区分

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

木造建物建築直接工事費計算書

用途

③ べた基礎

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 底盤施工面積

底盤施工面積　Ａ 基礎率　Ｂ
立上数量
A×B＝C

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法
基礎長

計

② 束  石 ② 計

１階床面積  Ａ 束無面積  Ｂ Ａ－Ｂ = Ｃ 面積区分 基礎率  Ｄ
束石数量
Ｃ×Ｄ

①－ａ  布  基  礎　 ① 計

用  途 基 礎 率  Ｂ
基 礎 長

Ａ×Ｂ＝Ｃ
1階床面積　Ａ略記号

〔２〕 基礎工事費 小　　計

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法
仮  設

工事面積

延㎡

規模補正率　Ｂ 建物形状補正率　Ｃ
仮設工事面積
A×B×C=D

工  種 計  算  内  訳

延床面積　Ａ

建 物 面 積
１階床面積 ２階床面積 延 床 面 積

労務費区分

直接工事費 計

〔１〕 仮設工事費 小　　計

所  在  地 整 理 番 号

建物所有者
電
話

積算年月日 　年　　月　　日

法人代表者 採 用 単 価 年度

所有者住所 用途(現況)

構 造 概 要 用途(建築時)

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法
束石数量

計

柱 の 材 種 木材費区分

①－ｂ  布基礎仕上げ

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 基礎外周長



出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

柱 径 柱 長
木材材
積率Ｂ

柱 径
補正率

柱 長
補正率

施工状況
補正率

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

形　 　状 　寸　 　法 延床面積

形　 　状 　寸　 　法 施工面積

〔３〕 軸部工事費 小　　計

① 軸部木材費 ① 計

延床区分 用  途 延床面積 Ａ
木材材積量

Ａ×Ｂ

④ 独立基礎 ④ 計

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 独立基礎数

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法
立上数量

計

〔４〕 屋根工事費 小　　計

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 施工面積

単  価  名  称

⑤ 土間コンクリート ⑤ 計

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 施工面積

⑥ 防湿コンクリート ⑥ 計

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 施工面積

⑦ 特殊基礎 ⑦ 計

単  価  名  称

② 労務費（大工手間等） ② 計

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 木材材積量



出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

形　 　状 　寸　 　法 施工面積

〔９〕 開口部工事費 小　　計

① 金 属 製 建 具 ① 計

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 数　　量

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 数　　量

〔８〕 天井工事費 小　　計

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 施工面積

〔５〕 外壁工事費 小　　計

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 施工面積

〔７〕 床工事費 小　　計

〔６〕 内壁工事費 小　　計

単  価  名  称



出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法

〔11〕 樋工事費 小　　計

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法

〔13〕 建築設備工事費 小　　計

① 電　気　設　備 ① 計

小　　計

単  価  名  称 延床面積形　 　状 　寸　 　法

数　　量

② 計

〔12〕 塗装工事費

数　　量

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法

③ その他 ③ 計

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 数　　量

② 木  製  建  具 ② 計

数　　量

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 数　　量

〔10〕 造作工事費 小　　計

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 数　　量

② ガ  ス　設　備



出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

出典
(ｺｰﾄﾞ番号)

単 位 単  価 金　　額

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法

⑤ 計

④ 排  水  設  備 ④ 計

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 数　　量

③ 給水・給湯設備 ③ 計

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 数　　量

数　　量

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法

⑤ 衛  生  設  備

⑥ 厨  房  設  備

　注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とし、必要に応じ記載項目を追加する。

〔14〕　建物附随工作物工事費 小　　計

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法 数　　量

⑥ 計

数　　量

⑦ 計

数　　量

⑦ そ  の  他  設  備

単  価  名  称 形　 　状 　寸　 　法



別添二 非木造建物調査積算要領

第１章 総 則

（適用範囲）

第１条 この要領は、建物移転料算定要領（平成30年５月29日付け建公第 39号課長通知。

以下「建物算定要領」という。）第４条に係る非木造建物の調査及び推定再建築費の積

算に適用するものとする。

（用語の定義）

第２条 この要領において「既存図」とは、調査対象建物の建築確認申請通知書の設計図、

請負契約書の添付設計図、完成時の竣工図等の図面及びその他法令の定めによって作成さ

れた図面をいう。

２ この要領において「不可視部分」とは、建物の調査を行う場合に剥離及び破壊等を行わ

なければ容易に調査できない部分をいう。

３ この要領において「細目」とは、非木造建物工事内訳明細書式に計上する補償金額積算

の最小単位の項目をいい、細目は原則として数量に単価を乗じて計算する。

４ この要領において「複合単価」とは、材料・労務・機械器具等複数の原価要素を含んだ

細目の単価をいう。

「 」 、 。５ この要領において 合成単価 とは 複数の細目の複合単価から構成される単価をいう

（非木造建物の区分）

第３条 調査算定に当たり、非木造建物は、建物算定要領第２条による区分に従い、非木造

建物〔Ⅰ〕及び〔Ⅱ〕に区分する。

２ 非木造建物〔Ⅰ〕の調査及び推定再建築費の積算については、第２章及び第３章に定

めるところによる。

３ 非木造建物〔Ⅱ〕の調査については、次条、第５条及び第６条の規定を準用して行うほ

か、推定再建築費用の積算が可能となるよう行うものとし、積算については、別添２非木

造建物数量計測基準Ⅰ第５号に規定する別表の統計数量値及び別添３非木造建物工事内訳

明細書式の６に規定する別記非木造建物補償諸率表は適用しないものとし、第３章の規定

を準用した積み上げによるか、又は専門メーカー等の見積を徴することにより行うものと

する。

第２章 調 査

（調査）



第４条 非木造建物の調査は、現地において当該建物の位置、用途、構造、規模、仕様、

規格、経過年数、管理状況等建築費が算出できるようにするための調査を行うものとす

る。

（既存図の利用）

第５条 前条の調査を行うに当たっては、既存図がある場合はこれを利用して調査するこ

とができるものとする。

（不可視部分の調査）

第６条 不可視部分の調査については、既存図が入手できる場合にはこれを利用して調査

を行うものとする。この場合において、可能な範囲内で写しを入手するものとする。た

だし、当該不可視部分の数量を別に定める統計数量により計算する場合には、当該不可

視部分の調査は不要とする。

２ 前項の調査において、当該建物に既存図がない場合又は当該建物と既存図の間に相違

があると認められる場合においては、所有者、設計者又は施工者からの聞き込み等の方

法により調査を行うものとする。

（構造計算）

第７条 既存の建物の一部又は全部を変更して積算を行う場合については、建築基準法第

。 、 、20条第２項に規定する構造計算を行うものとする ただし 鉄骨造りの建物については

建物の構造が軽量鉄骨造りから重量鉄骨造りに、又は重量鉄骨造りから鉄筋コンクリー

ト造りに変更になる場合等を除いて構造計算は不要とする。

（補償金積算に必要な図面の作成）

補償金額を積算する場合の図面は、別添１非木造建物図面作成基準（以下「図第８条

面作成基準」という ）に基づき作成するものとする。。

（写真撮影等）

第９条 次により写真を撮影し、所有者ごとに写真台帳を作成するものとする。

一 写真撮影

次の箇所の写真を撮影する。

ア 四方からの外部及び屋根

イ 各室

ウ 造作、建築設備及び建物附随工作物

二 写真台帳

撮影の位置、方向及び写真番号を記載した建物の配置図及び平面図を添付し、撮影

年月日を記入する。

第３章 積 算



（積算単価等）

第１０条 補償金の積算に用いる単価は、次の各号によるものとする。

一 算定標準書の単価

二 算定標準書に記載されていない細目の単価については、「建設物価（一般財団法人

　建設物価調査会発行）」、「積算資料（一般財団法人経済調査会発行）」又はこれらと同

　等であると認められる公刊物に記載されている単価及び専門業者の資料単価

（数量の計測・計算）

第１１条 細目の数量は、原則として、当該建物の作成図面に基づいて計測・計算するも

のとする。計測・計算方法等は、別添２非木造建物数量計測基準によるものとする。

（計算数値の取扱い）

第１２条 補償金の積算に必要となる構造材、仕上げ材等の数量算出の単位は、通常使用

されている例によるものとする。

ただし、算出する数量が少量であり、通常使用している単位で表示することが困難な

場合は、別途の単位を使用することができるものとする。

２ 構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、それぞれの単位を基準として次の方

法により行うものとする。

一 数量計算の集計は、別添３非木造建物工事内訳明細書式（以下「工事内訳明細書式」

という ）に計上する項目ごとに行う。。

二 前項の使用単位で直接算出できるものは、その種目ごとの計算過程において、小数点

以下第３位（小数点以下第４位切捨て）まで求める。

三 前項の使用単位で直接算出することが困難なものは、種目ごとの長さ等の集計を行っ

た後、使用単位数量に換算する。この場合における長さ等の集計は、原則として、小数

、 、 。点以下第２位をもって行うものとし 数量換算結果は 小数点以下第３位まで算出する

（非木造建物工事内訳明細書式に計上する数値）

第１３条 工事内訳明細書式に計上する数値は、次の各号によるもののほか、図面作成基

準８による計測値を基に算出した数値とする。

一 建物の延べ床面積は、図面作成基準９（３）で算出した数値とする。

二 構造材、仕上げ材その他の数量は、前条第２項第２号及び第３号で算出したものを小

数点以下第２位（小数点以下第３位四捨五入）で計上する。

（内訳書の表示）

第１４条 積算結果を表示する内訳書は、別添３非木造建物工事内訳明細書式によるもの

とする。



別添１ 非木造建物図面作成基準

（趣旨）

この基準は、非木造建物調査積算要領第８条に規定する図面の作成基準である。１

（既存の設計書、図面等の準用）

補償対象となる非木造建物等について既存図がある場合は、現地調査において当該建２

物と照合を行ったうえでこれを使用して図面を作成できるものとする。

（作成図面）

作成する図面の種類、縮尺及び記載事項等は（別表）に掲げるものを標準とする。３

（用紙及び図面）

(1) 図面の大きさは 原則として産業標準化法 昭和24年法律第185号 第11条によ　４ 、 、 （ ）

り制定された日本産業規格（以下「日本産業規格」という。）Ａ列２番横とし、中

２つ折りにして製本するものとする。

(2) 各図面には、おおむね３㎝程度の枠を設けるものとする。

(3) 各図面の右下におおむね縦５㎝ 横12㎝の標題欄を設け 業務名称 図面名称 図、 、 、 、

面の縮尺 図面番号 請負者の名称 資格及び資格登録番号並びに作成者氏名を記載、 、 、

するものとする。

(4) 図面の表紙には 作成年度 業務名称 作成年月 計画機関の名称及び作業機関の、 、 、 、

名称を記載するものとする。

標 題 欄 参 考

業務名称

図面名称
5.0㎝

縮 尺 図面番号

資格及び登録番号
受注者の名称

作成者氏名

12.0㎝

（文字）

(1) 文字は明瞭に書き、原則として横書きとする。５

(2) 漢字は楷書 述語のかなはひらがな 外来語はかたかな 数字はアラビア数字とす、 、 、

る。



(3) 文字の大きさは 原則として漢字は 3.0ミリメートル以上 アラビア数字 かな及、 、 、

びローマ字は 2.0ミリメートル以上とする。

（図の配置）

、 、 、 、６ 平面図 配置図などは 原則として図面の上方が北の方位となるよう配置し 立面図

断面図などは、原則として上下方向を図面の上下に合わせる。

（縮尺及びその表示）

(1) 尺度（現寸及び縮尺）は、原則として次の13種類とし、表示もこれによる。７

１／１ １／10 １／100

１／２ １／20 １／200

１／250

１／30 １／300

１／５ １／50 １／500

１／600

。 、(2) 尺度の記入箇所は表題欄とする 同一図面に異なる尺度を用いるときは図ごとに

表題欄にはこれらの主な尺度を記入する。

（建物の計測）

(1) 建物の調査において 長さ 高さ等の計測単位は メートルを基本とし 小数点以８ 、 、 、 、

下第２位（小数点以下第３位四捨五入）までとする。ただし、排水管等の長さ等で小

数点以下第２位の計測が困難なものは、この限りでない。

(2) 面積に係る計測は、原則として、柱又は壁の中心間で行うこととする。

(3) 建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、幅等の計測は、原則として、ミリメートルを

単位とする。

（図面等に表示する数値及び面積計算）

(1) 調査図面に表示する数値は、８の計測値を基にミリメートル単位で記入するものと９

する。

(2) 面積計算は、前項で記入した数値をメートル単位により小数点以下第４位まで算出

し、それを各階ごとに累計し、小数点以下第２位（小数点以下第３位切捨て）までの数

値を求めるものとする。

(3) 延べ床面積は 前項で算出した各階別の小数点以下第２位までの数値を合計した数値、

とするものとする。

(4) １棟の建物が２以上の用途に使用されているときは 用途別の面積を前２項の定める、

ところにより算出するものとする。

（線）

(1) 線は、原則として次の４種類とする。10

実 線



破 線

点 線

鎖 線

なお、基準線を示す場合には原則として鎖線を用いる。

(2) 線の太さは、原則として、0.2ミリメートル以上とする。

(3) 線間隔（中心距離）は、次のとおりとする。

① 平行線の場合は、その線間隔を線の太さの３倍以上とする。

② 密集する交差線の場合は、その線間隔を線の太さの４倍以上とする。

（寸法及び切断の表示）

(1) 寸法は、原則として寸法線にそって横書きするものとする。11

(2) 切断は、原則として切断面を鎖線で表示するものとする。

（角度及びこう配の表示）

角度及びこう配は、原則として度又は正接を用い、正接による場合は、一般に分子を12

１とした分数を用いてもよい。

（記号、略号等）

13 図面に記載する記号、略号等については、原則として、日本産業規格の図記号による。

（別 表）

図 面 名 縮 尺 作 成 の 標 準 備 考

配 置 図 配置図は、次により作成するも

のとする。

一 建物等の所有者（同族法人及

び親子を含む ）を単位として。

作成する。

二 縮尺は、原則として、次の区

分による。

(1) 建物、庭園及び墳墓を除く工

作物、庭木等を除く立竹木

100分の1又は200分の1

(2) 庭園、墳墓、庭木等

50分の1又は100分の1

三 敷地境界線及び方位を明確に

。 、 、記入する 方位は 原則として

図面の上方を北の方位とし図面

右上部に記入する。

四 土地の取得等の予定線を赤色

の実線で記入する。

五 建物、工作物及び立竹木の位

置等を記入し、建物、工作物及

び立竹木ごとに番号を付す。た

だし、工作物及び立竹木が多数



存する場合には、これらの配置

図を各々作成することができ

る。

六 図面中に次の事項を記入す

る。

(1) 敷地面積

(2) 用途地域

(3) 建ぺい率

(4) 容積率

(5) 建築年月

(6) 構造概要

(7) 建築面積（一階の床面積を

いう。以下同じ ）。

(8) 建物延べ床面積

平 面 図 1/50 (1) 平面図は、建物及び各階（Ｒ

～1/100 階を含む）ごとに作成する。

(2) 建物の方位は、原則として、

図面の上方を北の方位とし、図

面右上部に記入する。

(3) 建物の面積計算に必要な部分

及び借家人の占有面積、店舗等

の用途区分に応じて主要間仕切

りに寸法線を記入する。

(4) 建物の面積計算は、各階の床

面積ごとに行い、原則として、

図面の左下側に記入する。

(5) 変形建物等で通常の面積計算

により算出が困難な場合には、

当該部分の三斜計算を行う。

(6) 店舗、事務所、工場等の用途

別の面積及び占有区分の面積に

ついては、別途必要と認められ

る部分のみの計算を行う。

(7)各室の仕上げは、次表を用い

て表示する。

室名

壁

床

天井

(8) 建具については、その位置を

表示する。ただし、別 に建具

表（図面）を作成することがで

きる。

(9) 外壁仕上げは、特に必要な場

合はその名称を記入する。

(10)当該建物に用地取得等の予定

線が掛かる場合は、赤色の実線

で表示する。

構造詳細図



(断 面 図) 1/50 １面程度、地盤（GL ・最高高さ）

～1/100 ・軒高・階高・天井高・床高

1/20 杭伏図(杭地業想定設計図)

～1/100 杭配置・杭種・杭寸法

(根切想定設計図) 1/20 ①根切平面図 統計値を使用して算

～1/100 ②根切断面図 定を行う場合には作

成する必要はない

（数量計測基準Ⅲ建

築(土工)３参照）

(上部く体現伏図) 1/20 柱・梁・床版・壁・階段・土間コ 土間コンクリートを

～1/100 ンクリート・その他の図面 除き、統計値を使用

①柱・梁・床版・壁伏図（配置） して算定を行う場合

②柱・梁・床版・壁断面図 には作成する必要は

（形状・寸法） ない（数量計測基準

（ ） ）Ⅴ建築 く体 参照

立面図他

立 面 図 1/50 外観各面の立面図（ ）

～1/100 各外面の仕上、開口部の位置

(写真撮影方向図) 1/50 建物平面図等に写真方向を記載す

～1/100 る

( 配 置 図 ) 1/100 ①敷地形状・寸法、隣接道路・建

～1/250 物・施設等

②当該建物等の位置・寸法・方位

③補償に関係する計画道路・計画

施設等と当該建物及び敷地との

関係

その他調査書

( 仕 上 表 ) ①外部仕上表（下地を含む）

屋上・外壁・外部天井・外部階

段・庇・犬走り等場所別に表示

②内部仕上表（下地を含む）

床・壁・幅木・天井・回り縁・

内部階段・造付建具・機器類等

各階各室別に表示

( 面 積 表 ) ①敷地面積図・求積表 建築面積、床面積、

②建物面積表 延べ床面積は建築基

1) 建築面積 準法上の名称

2) 各階床面積・同合計 測量の成果を利用可

3) 延べ床面積 能な場合①は作成不

要

( 建 具 表 ) ①建具配置図（キープラン）



②建具表

建具番号・建具の名称・材質・ 同種・同様の開口部

姿図寸法・箇所数・建具枠・ガ については寸法等の

ラス・塗装・建具金物・開口部 表示のみによること

としての附合物（面格子・額縁 ができる

・網戸）等のうち必要な事項

建築設備

（ 電 気 設 備 ）

器 具 一 覧 表

器 具 配 置 図 1/50 建物平面図を利用し

～1/100 て作成する

受 変 電 設 備 図 1/50 建物平面図を利用し

～1/100 て作成する

幹 線 系 統 図 1/50 建物平面図を利用し

～1/100 て作成する

動力設備系統図 1/50 建物平面図を利用し

～1/100 て作成する

（ ）給排水衛生設備

器 具 一 覧 表

器 具 配 置 図 1/50 建物平面図を利用し

～1/100 て作成する

消火設備系統図 1/50 建物平面図を利用し

～1/100 て作成する

汚水処理設備図 1/50 建物平面図を利用し

～1/100 て作成する

（空気調和設備）

器 具 一 覧 表

器 具 配 置 図 1/50 建物平面図を利用し

～1/100 て作成する

（ 昇 降 設 備 ）

諸 元 表

（その他設備） 必要に応じて作成す

る。

（注）その他積算に必要となる図面は上記以外のものであっても適宜作成するものとする。



別添２ 非木造建物数量計測基準

総則Ⅰ

１ この基準は、非木造建物調査積算要領第11条に規定する工事数量の計測及び計算等の

基準である。

２ 数量を求める対象は、別添３非木造建物工事内訳明細書式において、数量の表示され

ている細目又はこれに準ずる細目を標準とする。

３ この基準において「数量」とは、原則として設計数量（設計寸法に基づく計算数量）

をいう。ただし計画数量（施工計画に基づく数量）又は所要数量（市場寸法による切り

無駄及び施工上のやむを得ない損耗などを含む予測数量）を必要とする場合は、この基

準に基づいて計算する。

４ この基準において「設計寸法」とは、別添１非木造建物図面作成基準に基づいて作成

した図面等に表示された寸法及び表示された寸法から計算することのできる寸法をい

う。

また、この基準において「図示の寸法」とは、図面について物指により読み取ること

のできる寸法を含むものとする。

５ この基準において使用する統計値は（別表）に掲げるものとする。

建築（直接仮設）Ⅱ

１ 直接仮設の数量は、図面により仮設計画を想定し、細目ごとに計画数量を算出する。

算出方法は次を標準とする。

(1) 水盛やりかた

建物の建築面積とする。

(2) 墨出し

建物の延べ面積とする。

(3) 現寸型板

建物の延べ面積とする。

(4) 外部足場

① 足場面積とする。足場面積は、建物の壁芯から１ｍ離れた部分の水平延長（外部足

場の設置延長）に建物の外壁上部の高さを乗じた面積とする。なお、外壁の高さが異

なる場合の外壁上部の高さは、平均高とする。

② 外部足場は枠組本足場を標準とする。ただし、立地条件等を考慮して他の足場を使

用することができる。

（5）安全手すり

外部足場の設置延長とする。



(6) 登り桟橋

掛延長（ｍ）とする。原則として３階建以上の建物で必要ある場合に設ける。登り桟

橋の勾配は30度以下とする。

(7) 内部足場

① 棚足場の数量は、足場の平面面積（伏㎡）とする。

② 脚立足場の数量は、足場の供用延べ床面積とする。

③ 本足場、一側足場を使用する場合は、(4）外部足場に準じる。

④ 内部足場の使用区分は表－1を標準とする ただし 施工条件等を考慮して他の足場。 、

を使用することができる。

表－1 内部足場使用区分

項 目 条 件 区 分

階高 4.0 ｍ以下 脚立足場
く 体

階高 4.0 ｍ超 枠組棚足場

高さ 3.5 ｍ以下 脚立足場
仕 上（天井）

高さ 3.5 ｍ超 棚足場

高さ 3.5 ｍ以下 脚立足場
仕 上（壁）

高さ 3.5 ｍ超 本足場

高さ 3.5 ｍ以下 脚立足場
設 備

高さ 3.5 ｍ超 移動式足場

(8) 乗入構台

構台の平面面積により算出する。市街地又は地下室のある建物で必要ある場合に設け

る。

(9) 災害防止

① 枠付き金網張り、ネット張り、シート張り、水平ネット張り、朝顔などを必要に応

じて計上する。

② 数量の算出は、垂直方向に設置するものは垂直掛け面積、水平に設置するものは水

平掛け面積、朝顔は設置延長により算出する。

(10) 養生

建物の延べ面積により算出する。

(11) 清掃片付け

① 建物の延べ面積により算出し、工事期間中の毎日の清掃片付け、整理整頓、及び竣

工時の清掃片付けなどの費用を計算する。

② ダストシュートを設置する場合は箇所当たりで算出する。

建築（土工）Ⅲ



１ 「土工」とは、根切、埋戻、盛土、不用土処分、砂利敷など建築工事のための土の処

理並びにこれらに伴う山止、排水などをいう。

２ 土工のうち、根切及び砂利敷などは別表統計数量表により算出する。

３ 根切数量が統計数値によりがたい場合、並びに根切及び砂利敷などを除く他の細目の

数量は次による。

(1) 土工の計測・計算は、その土の処理、山止、排水などについては計画数量とする。

(2) 土工の計測は、原則として設計地盤を基準線（ＧＬ）とする。ただし、現地盤（敷地

の平均高さ）が設計地盤と異なるときは、現地盤を基準線とすることができる。

(3) 土の処理による土砂量（以下、土量という）の増加又は突き固めなどによる土量の減

少はないものとする。

(4) 根切

「根切」とは、基礎又は地下構築物などのための土の掘削をいい、その数量は計算上

次の各号に定めるところにより根切側面を垂直とみなし、その根切面積と根切深さとに

よる体積による。

「根切面積」とは、原則として基礎又は地下構築物などの底面の設計寸法による各辺

の左右に余幅を加えて計算した面積をいう。

「根切深さ」とは、基準線から基礎又は地下構築物の底面までの深さに、捨コンクリ

ート及び砂利敷などの厚さを加えたものをいう。ただし、地下構築物などのための総掘

後の独立基礎、布基礎、基礎梁などのための基礎根切については、総掘根切底を基準線

とみなす。

① 余幅は、原則として作業上のゆとり幅に根切側面の崩壊にそなえるため根切深さに

土質と根切深さとに応ずる係数を乗じた法幅（基準線における根切のひろがり）の1/

2を加えた幅とする。

作業上のゆとり幅は 基準線から根切深さ 2.0ｍまでは 0.3ｍ 2.0ｍを超えるとき、 、

は 0.6ｍを標準とする。

土質と根切深さとに応ずる係数は、適切な統計値によるものとし、一般には普通土

として根切深さ 5.0ｍまでは 0.3を 5.0ｍを超えるときは 0.6を標準とする 必要あ、 。

るときは山止を計画するものとし、山止を設ける場合の余幅は 1.0ｍを標準とする。

② 基礎梁のための根切の長さは、独立基礎のための根切側面から計測するものとし、

交叉する基礎梁又は布基礎のための根切の長さは、いずれか一方の根切側面から計測

する。

③ 基礎根切に囲まれて残存することとなる部分のいずれか一方の辺の長さが 1.0ｍ以

下であるときは、その残存部分はないものとみなす。

④ 杭の余長による根切量の減少はないものとみなす。

(5) 埋戻

「埋戻」とは、根切と基礎又は地下構築物などとの間隙の土又は砂などによる充てん

をいい、その数量は、根切数量から基準線以下の基礎又は地下構築物の体積及び砂利敷

き、捨コンクリートの体積を減ずるものとする。余盛は加算しないものとする。

根切土を使用する場合と購入土などを使用する場合などに分類する。



(6) 盛土

「盛土」とは、図示によって土又は砂などを盛ることをいい、その数量は盛土すべき

面積と、基準線からの平均厚さとによる体積とする。余盛は加算しないものとする。

根切土を使用する場合と購入土などを使用する場合などに分類する。

(7) 不用土処分

「不用土処分」とは、当該建築工事について不用となる土の処分をいい、その数量は

選択した工法により根切の数量から埋戻及び盛土数量を減じた数量とする。

(8) 山止

「 」 、 、 、① 山止 とは 根切側面の土の崩壊などを防御するための仮設備をいい その数量は

根切深さを高さとする山止高さと山止壁周長とによる山止壁面積、及び根切面積によ

る切ばり面積による。基礎根切などの山止については、それぞれの山止高さと山止長

さによる箇所を数量とすることができる。

② 山止壁、腹起し、切ばりなど山止用機材類の数量を求める必要があるときは、前項

による山止数量と土質、湧水量などに基づいて山止計画を設定したうえ計測・計算す

る。

(9) 排水

① 排水 とは 工事中の湧水及び雨水の排除をいい その数量は湧水量及び降雨量に「 」 、 、

より、一式で計上する。

② 排水用機材類の数量を求める必要があるときは、前項による排水の数量と土質など

に基づいて排水計画を設定したうえで計測・計算する。

建築（地業）Ⅳ

１ 「杭地業」とは、既製杭、場所打コンクリート杭など、独立基礎、布基礎又は底盤な

ど建築物の底面に接続して建築物を支持する部分をいう。

２ 杭地業の数量は、次により算出するものとする。

(1) 杭地業の計測は、図面による。

(2) 既製杭の数量は、材種、形状、寸法、工法などにより区分し、杭の本数による。

(3) 場所打コンクリート杭の数量は、材種、形状、寸法、工法などにより区分し、原則と

して箇所数による。

(4) 杭間さらえ又は杭頭の処理などの数量を求める必要があるときは、杭打ち部分の面積

又は杭の本数による。

建築（く体）Ⅴ



１ コンクリート

(1) コンクリートは積算上、捨コンクリート、土間コンクリ

ート、く体コンクリートに区分し、土間コンクリートを除

く各部分の数量は、別表統計数量表により算出する。

① く体コンクリートは必要に応じて、基礎く体と上部く

体とに区分することができる。壁式構造の場合も本基準

に準ずる。

② 基礎部分には基礎柱・基礎梁を含むものとする。

③ コンクリートは必要に応じて、捨コンクリート、無筋

コンクリート、鉄筋コンクリート、軽量コンクリートな

どの調合、強度、材料などにより区分する。

(2) 土間コンクリートを設計寸法により計測、計算する場合

には、次に定めるところによる。

① 鉄筋及び小口径管類（一般的な設備配管）によるコン

クリートの欠除はないものとみなす。

２ 型枠

(1) 型枠の数量は別表統計数量表により算出する。

(2) 型枠の数量は、普通型枠、打放し型枠、曲面型枠及びラーメン構造、壁式構造など材

料、工法、コンクリート打設面などにより区分して計算する。

３ 鉄筋

(1) 鉄筋の数量は別表統計数量表により算出する。

(2) 鉄筋の敷量は、ラーメン構造、壁式構造に区分して計算する。

４ 鉄骨

(1) 鉄骨の数量は、別表統計数量表により算出する。

(2) ボルト類の数量は、算出した鋼材の数量を計上し、鋼材重量（t）で表す。

(3) 工場塗装の数量は、算出した鋼材の数量を計上し、鋼材重量（t）で表す。

(4) 工場加工の数量は、算出した鋼材の数量を計上し、鋼材重量（t）で表す。

(5) 現場溶接の数量は、算出した鋼材の数量を計上し、鋼材重量（t）で表す。

(6) 現場建方の数量は、算出した鋼材の数量を計上し、鋼材重量（t）で表す。

建築（仕上）Ⅵ

１ 間仕切下地

「間仕切下地」とは、く体に符合する壁の骨組下地をいい、下地（板）類は含まない

ものとする。

間仕切下地は、仕上の計測においてく体とみなし、準く体という。

(1) 間仕切下地の計測、計算

① 間仕切下地はその主な材種別に、材質、形状、寸法、工法などにより区別する。主

な材種別はおおむね「工事内訳明細書」における科目の材料名による。

② 間仕切下地の数量は、原則としてく体又は準く体の設計寸法又は図示の寸法による

参 考 図

最上階柱

各階柱

各階柱

各階柱

基礎柱 基礎梁

基礎



面積から、建具類の内法寸法など開口部の面積を差し引いた面積とする。

ただし、開口部の内法面積が１箇所当たり 0.5㎡以下のときは差し引かない。

③ 間仕切下地の開口部のための補強は原則として計測の対象としない。

(2) 間仕切下地の材種による特則

材種による間仕切下地の計測の特則は、以下に定めるところによる。

① コンクリート材

材料としてコンクリート、型枠、鉄筋の数量を求める必要があるときは、それぞれ

Ⅴ建築（く体）の１、２、３の定めによる。

② 既製コンクリート材

ＡＬＣ板、ＰＣ板、ＰＳ板などによる間仕切下地は、図示による枚数・面積又は体

積を数量とすることができる。

③ 木材

木材による間仕切下地について、材料としての木材の所要数量を求める必要がある

ときは、設計寸法又は図示の寸法による長さをｍ単位に切り上げた長さと、図示の断

面積とによる体積に５％の割増しをした体積とする。ただし、長さの短いものについ

ては切り使いを考慮するものとする。

④ 金属材

軽量鉄骨などの間仕切下地で金属材の胴縁を伴うときは、胴縁を含めた数量とする

ことができる。

２ 仕上

「仕上」とは、く体又は準く体の保護、意匠、装飾その他の目的による材料、製品、

器具類などの附合又はく体の表面の加工などをいう。ただし建築設備に属するものを除

く。

(1) 仕上の区分

① 外部仕上と内部仕上

仕上は積算上建築物の内外を遮断する面を基準とし、外部仕上と内部仕上とに大別

。 、 。する ただし 内外を遮断する開口部としての建具類は外部仕上に属するものとする

② 外部仕上

外部仕上は、原則として屋上、各側面、外部階段、玄関、ピロティ、バルコニーな

どごとに以下に定めるところにより、屋根、外部床、外壁、外部開口部、外部天井の

部分に区分する。これらの部分に区分することが適当でないもの又は区分することが

できないものは外部雑とする。

Ｏa 屋根・外部床

「屋根・外部床」とは、建築物外部の上面又は見下ろし面をいう。床段違いの側

面、階段蹴上げなどは床に属するものとし、必要あるときはそれぞれ区別する。

Ｏb 外壁

「外壁」とは、建築物外部の側面をいい、開口部を除く。独立柱、壁付柱、壁付

、 、 、 、梁 開口部周囲の見込 パラペット笠木 手すり笠木などは外壁に属するものとし

必要あるときはそれぞれ区別する。

Ｏc 外部開口部



「 」 、 （ 、 。 。）外部開口部 とは 建具類 シャッター エアカーテンなどを含む 以下同じ

及び各部分の開口部枠類をいう。建具類の枠、額縁、窓台、靴摺などは開口部に属

するものとし、必要あるときはそれぞれ区別する。

Ｏd 外部天井

「外部天井」とは、建築物外部の見上面をいう。天井付梁、天井段違い側面、庇

の小端などは天井に属するものとし、必要あるときはそれぞれ区別する。

Ｏe 外部雑

外部雑は、各部分に附合する製品、器具類などを必要によって区分する場合及び

ルーフドレイン、樋類、煙突などＯa～Ｏdの部分に区分することが適当でないもの

又は区分することができないものを総称する区分で、原則としてそれぞれ適当な名

称を付して区別する。

③ 内部仕上

「内部仕上」とは、原則として各階、各室、内部階段などごとに、以下に定めると

ころにより内壁、内部開口部、内部天井、内部床の部分に区分する。これらの部分に

区分することが適当でないもの又は区分することができないものは内部雑とする。

Ｉa 内部床

内部床 とは 建築物内部の見下ろし面をいう 床段違い側面 階段蹴上げな「 」 、 。 、

どは床に属するものとし、必要あるときはそれぞれ区別する。

Ｉb 内壁

「内壁」とは、建築物内部の側面をいい、開口部を除く。独立柱、壁付柱、壁付

梁、幅木、開口部周囲の見込、階段ささら桁、手摺、笠木などは壁に属するものと

し、必要あるときはそれぞれ区別する。

Ｉc 内部開口部

「内部開口部」とは、建築物内部の建具類及び開口部枠類などをいう。建具類の

枠、額縁、膳板、靴摺などは内部開口部に属するものとし、必要あるときはそれぞ

れ区別する。

Ｉd 内部天井

「内部天井」とは、建築物内部の見上げ面をいう。独立柱、天井段違い側面、回

縁などは天井に属するものとし、必要あるときはそれぞれ区別する。

Ｉe 内部雑

内部雑は、各部分ごとに附合する製品、器具類などを必要によって区分する場合

及びスクリーン、家具類、仕上ユニット製品などＩa～Ｉdの各部分に区分すること

が適当でないもの又は区分することができないものを総称する区分で、原則として

それぞれ適当な名称を付して区別する。

(2) 仕上の計測、計算

① 共通事項

ア 各部分の計測

仕上計測の定めは、原則として外部、内部又は壁、開口部、天井、床、雑の各部

分について共通とする。

イ 計測上の区別



仕上は、その主な材種別に材質、形状、寸法、工法などにより区別する。主な材

種別はおおむね「工事内訳明細書」における科目の材料名による。

ウ 仕上の構成

仕上の構成は、表面処理、主仕上、仕上下地及び附合物よりなるものとする。

(ｱ) 表面処理 とは 仕上表面の保護又は意匠 装飾などのための塗装 吹付など「 」 、 、 、

をいう。

(ｲ)「主仕上」とは、表面処理を除く仕上表面層をいう。

(ｳ) 仕上下地 とは 主仕上とく体又は準く体との中間層をいい 骨組下地 下地「 」 、 、 、

（板）類などに区別する。

(ｴ) 附合物 とは 仕上の保護又は意匠 装飾などのために主として主仕上に附合「 」 、 、

する材料製品、器具などをいう。

エ 仕上計測の対象

仕上は、原則として表面処理、主仕上、附合物、仕上下地などの組合せにより区

別し、その計測の対象は主仕上とする。表面処理、主仕上、附合物、仕上下地の複

合物としての建具類、カーテンウォール、その他の仕上ユニットについてもその主

仕上を計測の対象とする。

オ 表面処理、附合物、仕上下地の計測

表面処理、附合物又は仕上下地について計測する必要があるときは、原則として

主仕上の設計寸法又は図示の寸法を設計寸法とする。

② 主仕上の計測、計算

ア 原則

(ｱ) 主仕上の数量は、原則としてく体又は準く体の設計寸法又は図示の寸法による

面積から、建具類など開口部の内法寸法又は図示の寸法による面積を差し引いた

面積とする。ただし、開口部などの面積が 0.5㎡以下のときは開口部等による主

仕上の欠除はないものとみなす。

(ｲ) (ｱ)の定めにかかわらず、天井高は図示の寸法を設計寸法とする。

(ｳ) (ｱ)の定めにかかわらず 主仕上の表面からく体又は準く体の表面までの仕上代、

、 。が0.05ｍを超えるときは 原則としてその主仕上の表面の寸法を設計寸法とする

イ 附合物などの計測

附合物などについて計測する必要があるときは、原則として主仕上の設計寸法又

は図示に基づく長さ、面積又は箇所数を数量とする。

ウ 仕上ユニットの計測

建具類、カーテンウォール、その他の仕上ユニットの数量は、その内法寸法又は

図示の寸法による面積、個数又は箇所数による。

エ 特殊材料などの計測

一般に用いられない材料、特に高価な材料による場合又は特殊な加工を要する場

合など前各号の定めによらないときはその旨明記する。

(3) 仕上の材種による特則

材種による主仕上計測の特則及び附合物又は表面処理について計測する必要があると

きの特則は、以下のア項に定めるところにより、仕上下地について計測する必要がある



とき又は仕上下地を区別して骨組下地、下地（板）類、防水層等について計測する必要

があるときの特則は、以下のイ項の定めるところによる。

① コンクリート材

ア 打放し仕上、コンクリート面のはつり、目荒し加工などについて計測する必要が

あるときは、そのコンクリート面の面積を数量とする。

イ (ｱ) 防水押え各種コンクリートについて計測する必要があるときは その平均厚さ、

と設計寸法に基づく面積又はこれらによる体積を数量とする。

(ｲ) 防水押えコンクリートの補強メッシュなどについて計測する必要があるときは

防水押えコンクリートの面積を数量とする。

② 既製コンクリート

ア・イ ＡＬＣ板、ＰＣ板、ＰＳ板などによる仕上又は仕上下地の数量は、設計寸法

又は図示の寸法による枚数、面積又は体積によることができる。

イ 防水立上り部の押えブロック、れんがなどの組積材について計測する必要がある

ときは、設計寸法又は図示に基づく長さ又は面積を数量とする。

③ 防水材

ア・イ (ｱ) 防水材による主仕上及び仕上下地の計測の特則は、原則として共通とす

る。

(ｲ) 防水層などの数量は 原則としてく体又は準く体の設計寸法又は図示の寸法に、

よる面積とする。

(ｳ) 立上り防水層などの数量は その立上り寸法に基づく長さ又はこれらによる面、

積による。

(ｴ) 伸縮目地 開口部などのコーキング防水などについて計測する必要があるとき、

は、図示の長さ、開口部などの内法寸法に基づく周長を数量とする。

④ 石材

ア (ｱ) 天然石、人造石など石材による主仕上の計測に当たっては、２(2)②ア原則の

定めにかかわらず その主仕上の表面の寸法を設計寸法とする面積から建具類な、

ど開口部の内法寸法又は図示の寸法による面積を差し引いた面積とする。

ただし 開口部などの面積が 0.1㎡以下のときは開口部等による主仕上の欠除、

はないものとみなす。

(ｲ) 石材による主仕上の役物類の処理については 図示の寸法こよる長さ又は箇所、

数を数量とすることができる。

石材による主仕上の数量は 設計寸法又は図示による体積又は個数によること、

ができる。

石材による主仕上の取付金物 裏込材 目地仕上などについて計測する必要が、 、

あるときは設計寸法又は図示の寸法に基づく長さ又は個数を数量とする。

⑤ タイル材

ア (ｱ) 陶磁器タイル材による主仕上の役物類の処理については 設計寸法又は図示の、

寸法による長さ又は箇所数を役物類の数量とする。

(ｲ) タイル材による主仕上の取付金物 モルタル 目地仕上などは 主仕上の構成、 、 、

部材とみなし、原則として計測の対象としない。



⑥ 木材

ア (ｱ) 木材による開口部などの枠 額縁などの数量は 原則として図示の寸法による、 、

箇所数による。必要あるときは開口部などの内法寸法に基づく周長を数量とす

る。

(ｲ) 銘木類は図示の寸法による本数、枚数又は面積を数量とすることができる。

(ｳ) 木材による主仕上について 材料としての木材の所要数量を求める必要がある、

ときは ひき立寸法による図示の断面積と 設計寸法又は図示の寸法による長さ、 、

に両端の接合などのための必要な長さとして 0.15ｍを加えた長さとによる体積

に ５％の割増をした体積による ひき立寸法が示されていないときは 図示の、 。 、

断面を囲む最小の長方形又は正方形の辺の長さに 削り代として片面削りの場合、

は 0.003ｍ、両面削りの場合は 0.005ｍを加えた寸法をひき立寸法とみたす。

(ｴ) 板類の木材による主仕上げについて 材料としての木材の所要数量を求める必、

要があるときは、その設計数量に次の割増率加えたものを標準とする。

板材 突き付けの場合 10 ％

実はぎの場合 15 ％

合じゃくり、羽重ねの場合 15 ％

各種合板類 15 ％

各種フローリング類 10 ％

(ｵ) 養生砥の粉塗りなどは、原則として計測の対象としない。

イ (ｱ) 木材による天井又は床の骨組下地について計測する必要があるときは く体か、

らの図示の寸法により区別し、その主仕上の数量による。

(ｲ) 木材による下地板類について計測する必要があるときは 原則としてその主仕、

上の数量による 壁胴縁などは仕上下地の構成部材とみなし 原則として計測の。 、

対象としない。必要あるときは図示の寸法による面積を数量とする。

(ｳ) 骨組下地又は下地板類の木材としての所要数量を求める必要があるときは、１

間仕切下地(2)③木材の定めによる。

、 。(ｴ) 板類の所要数量を求める必要があるときは ア(ｴ)の定めによることができる

⑦ 屋根材

ア (ｱ) 瓦 スレート 金属又は合成樹脂製などの屋根材による主仕上の計測に当たっ、 、

ては、２仕上(2)②主仕上の計測、計算の定めは適用せず、原則として軒先など

までの図示の寸法による面積から 天窓の内法寸法など図示の寸法による開口部、

の面積を差し引いた葺上げ面積を数量とする。

(ｲ) 棟瓦 鬼瓦 軒瓦などは 原則として役物類としない 特殊な役瓦などについ、 、 、 。

て計測する必要があるときは 図示の形状 寸法などに基づく長さ又は個数を数、 、

量とする。

(ｳ) スレート 金属 合成樹脂製などの屋根材の役物類について計測する必要があ、 、

るときは 原則としてその設計寸法又は図示の寸法による長さ又は箇所数を数量、

とする。

⑧ 金属材

、 、 、 、 、 、ア (ｱ) 金属材による手摺 タラップ 面格子 改め口 投入口など又は谷樋 呼び樋



軒樋 ルーフドレイン 立樋 養生管などの数量は 原則として設計寸法又は図、 、 、 、

示の寸法による長さ又は箇所数による。

(ｲ) ルーフドレイン 竪樋 養生管など雨水排水金物類などで系統又は組として機、 、

能するものは、系統又は組ごとの箇所数を数量とすることができる。

(ｳ) (ｱ)に類するもので合成樹脂材などによるものについては、原則として材種を

明記して金属材の定めを準用する。

イ (ｱ) 金属材による天井又は床の骨組下地について計測する必要があるときは く体、

からの図示の寸法により区別し、その主仕上の数量による。

(ｲ) 金属材などによる骨組下地の開口部などのための補強について計測する必要が

あるときは、図示の寸法による開口部の箇所数を数量とする。

(ｳ) メタルラス ワイヤラスなど金属材による下地類について計測する必要がある、

ときは 原則としてその主仕上の数量による 壁胴縁は 仕上下地の構成部材と、 。 、

みなし 原則として計測の対象としない 必要あるときは図示の寸法に基づく面、 。

積を数量とする。

⑨ 左官材

ア (ｱ) 左官材による笠木 水切 幅木 ボーダー 側溝などの数量は 原則として設、 、 、 、 、

計寸法又は図示の寸法による高さ、幅又は糸尺ごとの延べ長さによる。

(ｲ) 左官材による表面処理は 原則として計測の対象としない 必要あるときは表、 。

面処理すべき主仕上の数量による。

イ (ｱ) モルタル下地 ラスこすりなど左官材による下地類について計測する必要があ、

るときはその主仕上の数量による。

(ｲ) 建具類の周囲モルタル充てんなどについて計測する必要があるときは 建具類、

の内法寸法に基づく周長を数量とする。

⑩ 木製建具

ア (ｱ) 木製建具類は 表面処理 主仕上 附合物 仕上下地の複合した仕上ユニット、 、 、 、

とみなし 主仕上の材質 形状などにより区別し 建具類の内法寸法による面積、 、 、

ごとの箇所数を数量とする。

(ｲ) 塗装などの表面処理について計測する必要があるときは ⑬塗装材アの定めに、

よる。

(ｳ) 附合物のうち建具金物などについて計測する必要があるときは その規格 仕、 、

様などごとの組数又は個数を数量とする。

(ｴ) ガラスについて計測する必要があるときは、⑫ガラス材アの定めによる。

⑪ 金属製建具類

ア (ｱ) 金属製建具類は表面処理 主仕上 附合物 仕上下地及び枠類を複合した仕上、 、 、

ユニットとみなし、主仕上の材質、形状などにより区別し、建具類の内法寸法に

よる面積ごとの箇所数を数量とする。

(ｲ) 塗装などの表面処理について計測する必要があるときは ⑬塗装材アの定めに、

よる。

(ｳ) 附合物のうち特殊な金物などについて計測する必要があるときは その規格仕、

様などごとの組数又は個数を数量とする。



(ｴ) ガラスについて計測する必要があるときは、⑫ガラス材アの定めによる。

(ｵ) 強化ガラス アクリルなどによる建具類の計測こついては 原則として材種を、 、

明記し、金属製建具類の定めを準用する。

⑫ ガラス材

ア (ｱ) 全面がガラスである建具類のガラスについて計測する必要があるときは 材質、

規格などごとに、原則として建具類の内法寸注による面積を数量とする。ただ

し かまち 方立 桟などの見付幅が 0.1ｍを超えるものがあるときは その見、 、 、 、

付幅を差し引いた寸法を内法寸法とみなす。

(ｲ) 額入建具などのガラスについて計測する必要があるときは 原則として図示の、

寸法による。

(ｳ) 特殊寸法 特殊形状あるいは特殊な性質を有するガラス材については 図示の、 、

寸法による。

(ｴ) トップライト デッキガラス ガラスブロック アートブロックなどのガラス、 、 、

材による主仕上の数量は 図示の寸法による面積又は箇所数による 枠金物のあ、 。

るトップライト デッキガラスなどは ガラスを主仕上とする仕上ユニットとみ、 、

なし、枠金物としては計測の対象としない。

、 。(ｵ) 鏡などガラス加工品の数量は 図示の形状､寸法による枚数又は箇所数による

(ｶ) ガラス類の清掃、養生などを計測する必要あるときはガラスの数量による。

(ｷ) パテ シール コーキング ガスケットなどについて計測する必要があるとき、 、 、

はガラスの設計寸法に基づく周長を数量とする。

⑬ 塗装材

ア・イ (ｱ) 塗装材による表面処理の数量は 原則として表面処理すべき主仕上の数量、

による。

(ｲ) 表面に凹凸がある場合など複雑な主仕上又は役物類などの塗装材による表面処

理について計測する必要あるときは 主仕上の表面の糸尺による長さを設計寸法、

とする面積を数量とする 建具類又は鉄骨などの塗装材による表面処理について。

計測する必要があるときは、適切な統計値によることができる。

⑭ 内（外）装材

ア (ｱ) 布張り、紙張りなどの重ね代は計測の対象としない。

(ｲ) 内外装材による主仕上の底目地 ジョイント工法による目地などは 主仕上の、 、

構成部材とみなし 原則として計測の対象としない 必要あるときは図示の寸法、 。

に基づく長さ又は箇所数を数量とする。

(ｳ) たたみ、じゅうたんなどの数量は、図示の寸法による面積又は枚数による。

イ 仕上下地としての布張り、紙張りの重ね代は計測の対象としない。

⑮ 仕上ユニット

ア (ｱ) 間仕切ユニットなどは 材種 規格などにより区別し 設計寸法又は図示の寸、 、 、

法による面積又は箇所数を数量とする

(ｲ) 仕上ユニットとしての浴室 便所などは 図示の性能 形状などごとに組数又、 、 、

は個数を数量とする。

、 、 、 。(ｳ) 家具 備品 スクリーンなどは 図示の寸法による組数又は個数を数量とする



(ｴ) 造付の家具 カウンター 浴槽 シンク 換気塔などは 表面処理 主仕上附、 、 、 、 、 、

合物 仕上下地を複合して仕上ユニットとみなし 個数又は箇所数を数量とする、 、

ことができる。

⑯ カーテンウォール

ア (ｱ) コンクリート材 金属材などによる外壁のカーテンウォ－ルは 仕上ユニット、 、

とみなし その数量は原則として図示の形状 寸法による面積又はユニットの個、 、

数による。

(ｲ) カーテンウォールの建具類又はガラスについて計測する必要があるときは そ、

れぞれ⑪の金属製建具類又は⑫のガラス材の定めによる。

(ｳ) 方立 力骨 取付金物 エキスパンション ジョイント シーリング さび止、 、 、 、 、 、

め処理などは 仕上の構成部材とみなし 原則として計測の対象としない 計測、 、 。

の必要があるときは図示の寸法に基づく長さ又は面積を数量とする。

⑰ その他

ア・イ 防音、防湿など特別の目的のある材料もしくは前記の材種に区別することが

適当でない材料又は区別することができない材料による仕上又は仕上下地の計測に

ついては、原則として材種又は材質の近似する材種の特則を準用し、必要に応じて

。 、 、適当な名称を付して区別する ただし その材料について特別の定めがある場合は

その定めによる。

電気設備Ⅶ

１ 共通工事

(1) 土工事

建築に準ずる。ただし、別表統計数量表は適用しない。

(2) コンクリート工事

建築に準ずる。ただし、別表統計数量表は適用しない。

(3) 配管配線工事

統計単価によりがたい場合は次による。

① 建物別（棟別 、工事種目別、科目別並びに屋内又は屋外工事別に区分する。）

② 電線保護管等は種別、寸法別とし、いんぺい、露出、幹線、分岐別に区分する。

③ 配管配線は、階別に明示する。

④ 位置ボックス、ジョイントボックスは使用区分により区分する。

⑤ プルボックス、ダクト、ラック類は、形式、寸法、材料、仕上別に区分する。

⑥ 電線ケーブル類は、規格、寸法別、幹線、分岐別、保護材料別及び工事方法別に区

分する。

⑦ ケーブルの端末処理は、規格、寸法別に個数を算出する。

⑧ 配管配線の平面図上における寸法（長さ）の起点、端末の位置は次による。

ア 位置ボックス相互間は、各位置ボックスの中心とする。



イ プルボックス相互間は、各プルボックスの中心とする。

ウ 分電盤、制御盤、端子盤類の起点は、図上の中心の壁面とする。

エ 壁面に取付く位置ボックスは、壁面に接する中心とする。

オ ダクト内配線は布設方向の中心寸法とする。

カ 配管配線は原則として図面上の平面部分と立上り、引下げ部分とに区分する。

⑨ 材料としての所要数量を求める必要があるときは、その設計数量に次の割増をする

ことを標準とする。

電 線 10 ％

ケーブル 10 ％

電 線 管 10 ％

(4) 接地工事

① 接地種別、接地極別、材質、寸法別に箇所数を算出する。

② 接地端子箱は記号別に区分する。

③ 接地極埋設標を計上する。

(5) 塗装工事

① 塗装工事を必要とする鋼材などは、その部分の外表面積とする。

② 複合単価に塗装費を含む材料については、計測の対象としない。

(6) はつり工事



① 配管がコンクリート壁を貫通する場合は、貫通口径又は断面積、コンクリート壁の

厚さ別の数量（箇所）とする。

② 溝はつりの場合は、はつり幅と深さにより区別し、床、壁、天井別に長さを算出す

る。

③ 面はつりの場合は、はつり部分の面積を算出する。

(7) 搬入費

搬入費を必要とする機器の重量による。

２ 各設備工事

(1) 電灯設備

電灯設備に関して算定標準書による場合は、建物に設置されている電灯、スイッチ、

コンセント、分電盤の器具ごとの規格（コンセントは埋込、露出の別及び口数等、ス

イッチは埋込、露出の別及び連数、分電盤は回路数）及び数量を算出する。

なお、算定標準書によりがたい場合は次による。

① 配線器具

ア タンブラスイッチは、極数、容量、形状などによる組合せ（プレート共）を単位

として算出する。

イ コンセントは、壁付、床付に区別し、極数、容量、形状などによる組合せ（プレ

ート共）を単位として算出する。またプラグ付の場合はその旨明示する。

ウ その他の配線器具などについては上記に準ずる。

② 照明器具

ア 照明器具は、形式、記号などにより区分する。

イ 数量は、回路別、階別又は室別に区分し集計表を作成する。

③ 分電盤

分電盤は、名称、記号、形式別及び階別に区分する。

④ その他

その他の機材は上記に準ずる。

(2) 動力設備

① 制御盤

ア 制御盤は名称、記号、形式別負荷容量別及び階別に区分し集計表を作成する。

イ モーターヘの結線材料は、可とう電線管などを規格別に計上する。

(3) 避雷設備

① 突針種別、支持パイプの記号寸法別に区分する。

② むね上導体、導線は、規格、寸法別とし、支持金物は支持方法別に区分する。

(4) 構内配電線路

① 架空線路

ア 電柱、支柱及び支線柱は、種別、規格及び寸法別に区分する。

イ 装柱材料等は、種別、規格及び寸法別に区分する。

ウ 支線は、規格及び寸法別に区分し、箇所数を計上する。



エ 架空電線及び引込線は、規格及び寸法別に区分する。

オ 高圧引下線、低圧引下線及び通信引下線は、規格及び寸法別に区分する。

カ 柱上変圧器、気中開閉器等は、電気方式、種別及び容量別に計上する。

② 地中線路

ア 地中ケーブルの保護材料は、種別、規格及び寸法別に区分する。

イ マンホール及びハンドホールは、記号及び寸法別に区分する。

ウ 暗きょ内に布設するケーブルラック等は、形式、寸法、材質及び仕上別に区分す

る。

(5) 受変電設備

① 高低圧配電盤などは、形式、構造、規格別により区分する。

② 監視制御盤、継電器盤類は、形式、構造別などにより区分する。

③ 直流電源装置は、形式、構造、規格、容量などにより区分する。

④ 変圧器は、電気方式、絶縁方式、容量別に区分する。

⑤ 交流しゃ断器は、種別、規格別により区分する。

⑥ 高圧（特別高圧）進相コンデンサなどは、規格、容量別により区分する。

⑦ 断路器は、極数、容量、操作方式別により区分する。

⑧ 高圧負荷開閉器、その他機器類は、電気方式、定格、容量別により区分する。

⑨ 各機器類に対応する付属品類を計上する。

⑩ 電線、ケーブル類、保護材料などは、１共通工事(3)の当該事項による。

⑪ 制御用ケーブルなどは、⑩によるほか、機器相互間の長さを規格別、系統別に計上

する。

⑫ バスダクトは、構造、規格、容量別に所要長さを計上し、付属品はエルボ、ティー

エンドクローザーなどに区分する。

⑬ 接地母線、分岐線は第１種、第２種、第３種、特別第３種などの接地工事の種類に

より区分する。

(6) 自家発電装置

① 交流発電機、原動機は、形式、構造、性能、容量などにより区分する。

② 配電盤などは、(5)②による。

③ 燃料槽、減圧水槽などは、材質、容量別に計上する。

④ その他の機器類は、(5)①～⑨による。

⑤ 燃料油、冷却水、排気用配管などは、系統別、管種別、寸法別に区分する。

⑥ 上記以外の工事材料については、(5)⑩～⑬による。

(7) 電話設備

電話設備に関して統計単価による場合は、電話機設置箇所数量を計上する。

統計単価によりがたい場合は次による。

① ボックス類

壁付位置ボックス、フロアボックスに区分する。

② フロアダクト

種別、寸法別に区分する。

③ 端子盤類



端子盤は、記号、形式、構造、容量別及び階別に区分する。

(8) インターホン設備、電気時計・拡声設備、テレビ共同受信設備、火災報知設備

、 、 、 、 、インタ－ホン 電気時計 拡声 テレビ共聴及び火災報知装置などの機器類は 形式

記号別に区分する。

(9) 構内交換設備

① 交換機は、形式、構造、容量などにより区分する。

② 局線中継台は、形式、構造などにより区分する。

③ 本配線盤類は、形式、構造、容量などにより区分する。

④ 電源装置は、形式、構造、定格、容量などにより区分する。

⑤ 電話機は、形式別に区分する。

⑥ その他の計器類については、上記に準ずるものとする。

⑦ 電線、ケーブル、保護材料などは、１(3)の当該事項による。

電気設備以外の設備Ⅷ

１ 共通工事

(1) 土工事

建築に準ずる。ただし、別表統計数量表は適用しない。

(2) コンクリート工事

建築に準ずる。ただし、別表統計数量表は適用しない。

(3) 配管工事

統計単価によりがたい場合は次による。

、 、 、 、 、 、 。① 建物別 工事種目別 科目別 用途別 管種別 施工場所別 呼び径別に区分する

② 材料としての所要数量を求める必要があるときは、その設計数量に次の割増をする

ことを標準とする。

屋内配管 鋼 管 10 ％

銅 管 5 ％

鉛 管 5 ％

硬質塩ビ管 10 ％

屋外配管 鋼 管 5 ％

硬質塩ビ管 5 ％

(4) 保温工事

① 工事科目別などに区分する。

② 配管の保温数量は、保温工事を必要とする配管の設計数量とする。

③ 風道の保温数量は、保温工事を必要とする風道の設計数量とする。

④ チャンバー及び消音エルボの吸音材の内張数量は、その鉄板の設計数量とする。

⑤ 機器類、槽類で保温を必要とする場合は、それらの表面積による。

⑥ 室内冷水管、冷温水管に取り付ける呼び径65以上の弁、ストレーナーなどの保温工

事は、区分する。

(5) 塗装工事



① 工事科目別などに区分する。

② 配管の塗装数量は、塗装を必要とする配管の設計数量とする。

③ 風道の塗装数量は、塗装を必要とする風道の設計数量とする。

④ 機器類で塗装を必要とする場合は、それらの表面積による。

⑤ 複合単価に塗装費を含む材料については、数量計測の対象としない。

(6) はつり工事

① 工事科目別などに区分する。

② 壁又は床を配管もしくは風道が貫通する場合は、貫通口径、断面積、コンクリート

の厚さ別の数量（箇所）とする。

③ 溝はつりの数量は、はつり幅、深さ別の長さを計測する。

④ 面はつりの数量は、はつり部分の面積を計測する。

(7) スリーブ入れ

、 。① スリーブの数量はスリーブの口径別 コンクリート壁の厚さ別に区分して計算する

② 箱入れ数量は、貫通口の断面積、コンクリートの梁又は壁の厚さ別に区分して計算

する。

(8) 搬入費

搬入費を必要とする機器の重量などによる。

２ 給排水衛生設備

給排水設備に関して統計単価による場合は、器具設置数量を計上する。

給排水設備の器具設置数量は、建物に設置されている水栓、水洗便器、手洗器、洗面

器等の合計数とする。

統計単価によりがたい場合は次による。

(1) 衛生器具設備

衛生器具は、種類、規格、寸法、記号など別に区分する。

(2) 給排水設備の機器

① ポンプ類、給湯ボイラ、貯油槽、高置水槽、受水槽、ガス湯沸器、屋内消火栓箱、

厨房器具などの各機器は、工事科目、形式、能力、容量、規格寸法など別又は記号別

に区分して数量を計算する。

、 、 、 、 、 、 、 、② 弁 水栓類 ボールタップ 弁きょう 量水器 排水トラップ 掃除口 排水金物

可とう継手、防振継手などの各機器は、形式、規格、呼び径別などに区分して数量を

計測する。

、 、 、 、 、③ 弁ます 量水器ます ためます インバートますなどのます類については 記号別

ＧＬから管底までの深さ別に区分して組数を計算する。

３ 空気調和設備

(1) 空気調和設備

① ボイラ及び付属機器設備

ア ボイラ、空調用ポンプ類、熱交換器、還水槽、地下貯油槽、サービスタンク、膨

張水槽、管寄せ、温風暖房器、送風機などの数量は、形式、能力、容量、規格寸法

などの別又は記号別に区分して計算する。

イ 鋼板製煙道は、板厚別に外周面積を計算する。



② 冷凍機設備

冷凍機、冷却塔及び冷却水ポンプは、①アに準ずる。

③ 空気調和機設備

ユニット型空気調和機、パッケージ型空気調和機、全熱交換器、ファンコイルユニ

ット、送風機、集じん器などの機器は、①アに準ずる。

④ 風道設備

ア 建物別、工事科目別に、矩形風道、スパイラルダクト、円形風道（排煙用）の名

称別に分け、矩形風道は板厚別に、スパイラルダクト及び円形風道は口径別に区分

、 、 、 、 （ 、 、 、し さらに 各階別 系統別 設置場所別 屋内露出 天井内 ダクトシャフト内

屋外露出など）に区分する。

イ 風道の長さは、ダクトの中心線の長さを計測する。

⑤ 風道付属品

ア フレキシブルダクトの数量は口径別に区分し、長さを計測する。

、 （ 、 、イ 風道と送風機を連結するたわみ継手の数量は 送風機の仕様 形番 両吸込み形

片吸込み形）別に区分し、箇所数を計算する。風道と空調機を連結する場合は、長

さを計測する。

ウ ガラリは、材質及び形状、大きさ（幅×高さ）別に区分して計測する。

エ チャンバーの数量は、名称、板厚、大きさ別に区分し、表面積を計測する。

⑥ 仕切弁、玉形弁、安全弁、圧力計、温度計、伸縮継手、可とう継手、防振継手、ス

トレーナー、ボールタップなどの器具は、２(2)②に準ずる。

(2) 換気設備

空気調和設備の当該事項に準ずる。

(3) 排煙設備

空気調和設備の当該事項に準ずる。

４ 昇降設備

必要に応じて計上する。

５ その他設備

必要に応じて計上する。

解 体Ⅸ

解体工事は、次によるものとする。

１ 仮設工事

立地条件、工法、使用機材などを十分考慮する。

(1) 外部足場

足場面積によるものとする。

(2) 内部足場

必要部分の床面積により算出する。

(3) 養 生

セーフティネット、シート、金網及び朝顔などの必要なものを計上する。



(4) その他

その他必要に応じて計上する。

２ 直接解体

(1) 労務費

① 鉄筋コンクリート造

ア ブレーカ工法、スチールボール工法、ジャッキ工法及び圧砕工法などの工法別に区

別する。

イ 地上部分と地下部分に区分する。

② 鉄骨造

①に準ずる。

(2) 機械器具費

、 、 、 。解体に要する機械損料 工具損料 損耗品 燃料及びそれらの運搬費などを計上する

３ 廃棄材処理

(1) ガラ処理

解体の際、発生するガラを捨てるための運搬費、捨て場代などで、場所、条件などを

考慮する

(2) 発生材

解体の際、発生する市場価値のある材を種別、等級などに区別して計上する。



別表 統計数量表

第１ 総則

１ 用途の取扱い

統計数量表で区分する用途以外の用途については 表(1)による区分に応じ それぞれの用、 、

途の統計数量表を適用することができるものとする。

表(1)

用 途 適用することができる範囲

専 用 住 宅 併用（店舗、事務所等）住宅、医院等で構造く体の形状が専用住宅に類似

するものを含むものとする。

共 同 住 宅 マンション、アパート、家族寮、独身寮、病院、診療所、老人ホーム等で

構造く体の形状が共同住宅に類似するものを含むものとする。

銀行、信用金庫、郵便局、公民館等で構造く体の形状が店舗又は事務所に

店舗・事務所 類似するものを含むものとする。

なお、大型小売店舗等で構造く体の形状が他の用途に類似する場合は、そ

の用途を認定し、適用することができるものとする。

工 場 ・ 倉 庫 作業所、畜舎等で構造く体の形状が工場又は倉庫に類似するものを含むも

のとする。

旅館・ホテル等で構造・く体の形状が校舎、園舎に類似するものを含むも

校 舎 ・ 園 舎 のとする。

なお、学校等のその他の施設（事務室、給食室等）については、その構造

く体の形状によって、他の用途を適用するものとする。

車 庫 基礎（土台 、屋根、壁等があり建物として取り扱うことができるもの。）

注 本表で適用することが困難な公衆浴場、劇場、映画館、体育館、神社、仏閣、教会、土

蔵等については、原則として、別途個別に各数量を計算するものとする。

２ 統計数量の取扱い

統計数量表に定める諸率の適用方法については、次条以下に定めるところによる。この場

合において、次条以下の表により算出された数値が、それぞれの欄の前欄において算出され

る数値の最高値に達しないときは、その最高値を限度として補正することができる。

３ 階層の取扱い



統計数量表の階層の認定は 次式により算出した数値を基に表(2)の区分により行うものと、

する。

階層率 ＝ 建物延べ床面積 ÷ １階床面積

表(2)

階 層 率 適用階層

1.30未満 １ 階

1.30以上 2.30未満 ２ 階

2.30以上 3.30未満 ３ 階

3.30以上 4.30未満 ４ 階

4.30以上 5.30未満 ５ 階

5.30以上 6.30未満 ６ 階

6.30以上 7.30未満 ７ 階

7.30以上 8.30未満 ８ 階

8.30以上 9.30未満 ９ 階

9.30以上 10.30未満 １０ 階

10.30以上 11.30未満 １１ 階

11.30以上 12.30未満 １２ 階

12.30以上 13.30未満 １３ 階

13.30以上 14.30未満 １４ 階

14.30以上 15.30未満 １５ 階

第２ 土工（基礎）関係

１ 工種別の数量

基礎に係る工種別の数量は、次式によって算出するものとする。

（ ）数量＝１階床面積× 統計数量値×杭地業による補正率×地盤状況による補正率

イ 統計数量値



各工種の数量値は、表(5)から(9)の構造用途等の区分によるものとする。

ただし、表(5)及び(6)の鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造のラーメン式

及び壁式の基礎コンクリートは、表(12)及び(13)のく体コンクリートに含まれているの

で重複計上に注意すること。

また、統計数量値には、地下階の数量は含まれていないので地下階がある場合には、

その地下階部分の数量を別途算出して計上するものとする。

ロ 杭地業による補正

杭地業による補正は、杭地業の有無により、補正率として表(3)の区分を用いる。

ただし、補正は、根切、基礎コンクリートについて行う。

表(3)

杭地業の有無 根切 基礎コンクリート

有 0.80 0.90

無 1.00 1.00

ハ 地盤状況（地耐力）による補正

地盤状況（地耐力）による補正は、地盤状況（地耐力）の状況により、補正率として

表(4)の区分を用いる。

ただし、杭地業がある場合は、補正の対象としない。

また、補正は、根切、基礎コンクリートについて行う。

表(4)

判断基準となる地耐力
地盤状況 補正率

〔ｔｆ／㎡〕

硬質地盤 20ｔｆ以上 0.90

普通地盤 ５ｔｆ以上 20ｔｆ未満 1.00

軟弱地盤 ５ｔｆ未満 1.10

注 地盤の状況は、補償建物の存する敷地における基礎の底面での地耐力で判定す

るものとするが、地耐力は当該建物の建築時のボーリング調査又は近隣地域にお

けるボーリング調査資料を参考として判断することができるものとする。



土工（基礎）関係統計数量表

表(5)

（ ） （ ）構 造 鉄筋コンクリート造 ＲＣ造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造 ＳＲＣ造

区 分 ラーメン式

階 専 用 共 同 店舗・ 工場・ 校舎・
工 種 単 位

層 住 宅 住 宅 事務所 倉 庫 園 舎

１ 根 切 １階床面積 1.26 1.16 1.21 1.33 1.35‰

基礎コンクリート 〃 0.51 0.47 0.49 0.53 0.53‰

２ 根 切 １階床面積 1.76 1.63 1.69 1.86 1.89‰

基礎コンクリート 〃 0.66 0.61 0.63 0.68 0.68‰

３ 根 切 １階床面積 2.26 2.10 2.17 2.39 2.43‰

基礎コンクリート 〃 0.81 0.75 0.78 0.84 0.84‰

４ 根 切 １階床面積 2.76 2.56 2.65 2.92 2.97‰

基礎コンクリート 〃 0.96 0.89 0.92 1.00 1.00‰

５ 根 切 １階床面積 3.27 3.03 3.13 ― 3.51‰

基礎コンクリート 〃 1.11 1.03 1.07 ― 1.16‰

６ 根 切 １階床面積 3.77 3.49 3.62 ― 4.05‰

基礎コンクリート 〃 1.26 1.17 1.22 ― 1.31‰

７ 根 切 １階床面積 ― 3.96 4.10 ― ―‰

基礎コンクリート 〃 ― 1.31 1.36 ― ―‰

８ 根 切 １階床面積 ― 4.42 4.58 ― ―‰

基礎コンクリート 〃 ― 1.45 1.51 ― ―‰

９ 根 切 １階床面積 ― 4.89 5.06 ― ―‰

基礎コンクリート 〃 ― 1.59 1.65 ― ―‰

10 根 切 １階床面積 ― 5.35 ― ― ―‰

基礎コンクリート 〃 ― 1.73 ― ― ―‰

11 根 切 １階床面積 ― 5.82 ― ― ―‰

基礎コンクリート 〃 ― 1.87 ― ― ―‰

12 根 切 １階床面積 ― 6.29 ― ― ―‰

基礎コンクリート 〃 ― 2.01 ― ― ―‰

13 根 切 １階床面積 ― 6.75 ― ― ―‰

基礎コンクリート 〃 ― 2.15 ― ― ―‰

14 根 切 １階床面積 ― 7.22 ― ― ―‰

基礎コンクリート 〃 ― 2.29 ― ― ―‰

15 根 切 １階床面積 ― 7.68 ― ― ―‰

基礎コンクリート 〃 ― 2.43 ― ― ―‰



注１ 各工種の数量は、１階床面積１㎡当たりの数量である。

２ 基礎コンクリートには、土間コンクリート分が含まれていないので、施工されている場

合には、別途個別に算出して計上するものとする 〔以下表(6)から(9)についても同じ 〕。 。

（ ） （ ）構 造 鉄筋コンクリート造 ＲＣ造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造 ＳＲＣ造

区 分 ラーメン式

階 専 用 共 同 店舗・ 工場・ 校舎・
工 種 単 位

層 住 宅 住 宅 事務所 倉 庫 園 舎

全 砂 利 ・ 割 石 敷 １階床面積 0.089 0.077 0.070 0.075 0.089‰

階 捨コンクリート 〃 0.046 0.051 0.055 0.041 0.049‰

層

表(6)

構 造 鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）

区 分 壁 式

階 専 用 共 同 店舗・ 校舎・
工 種 単 位

層 住 宅 住 宅 事務所 園 舎

１ 根 切 １階床面積 1.22 1.13 1.17 1.31‰

基礎コンクリート 〃 0.49 0.45 0.47 0.51‰

２ 根 切 １階床面積 1.71 1.58 1.64 1.83‰

基礎コンクリート 〃 0.64 0.59 0.61 0.66‰

３ 根 切 １階床面積 2.19 2.03 2.10 2.36‰

基礎コンクリート 〃 0.78 0.72 0.75 0.82‰

４ 根 切 １階床面積 2.68 2.48 2.57 2.88‰

基礎コンクリート 〃 0.93 0.86 0.90 0.97‰

５ 根 切 １階床面積 3.17 2.94 3.04 3.40‰

基礎コンクリート 〃 1.08 1.00 1.04 1.12‰

６ 根 切 １階床面積 3.66 3.39 3.51 3.93‰

基礎コンクリート 〃 1.23 1.13 1.18 1.27‰

構 造 鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）

区 分 壁式

階 専 用 共 同 店舗・ 校舎・
工 種 単 位



層 住 宅 住 宅 事務所 園 舎

全 砂 利 ・ 割 石 敷 １階床面積 0.089 0.077 0.070 0.089‰

階 捨コンクリート 〃 0.046 0.051 0.055 0.049‰

層

表(7)

構 造 重量鉄骨造（Ｓ造）

区 分 肉厚４㎜を超え９㎜未満のもの及び肉厚９㎜以上のもの

階 専 用 共 同 店舗・ 工場・
工 種 単 位 車 庫

層 住 宅 住 宅 事務所 倉 庫

根 切 １階床面積 1.01 1.01 0.86 0.73 0.73‰

１ 基礎コンクリート 〃 0.419 0.419 0.317 0.257 0.257‰

型 枠 基礎コンクリート ㎡ 2.95 2.95 2.95 2.84 2.84

鉄 筋 〃 ｔ 0.141 0.141 0.117 0.146 0.146

根 切 １階床面積 1.41 1.41 1.20 1.02 ―‰

２ 基礎コンクリート 〃 0.586 0.586 0.444 0.360 ―‰

型 枠 基礎コンクリート ㎡ 2.78 2.78 2.78 2.68 ―

鉄 筋 〃 ｔ 0.143 0.143 0.118 0.148 ―

根 切 １階床面積 1.81 1.81 1.54 1.32 ―‰

３ 基礎コンクリート 〃 0.753 0.753 0.570 0.463 ―‰

型 枠 基礎コンクリート ㎡ 2.61 2.61 2.61 2.51 ―

鉄 筋 〃 ｔ 0.145 0.145 0.120 0.150 ―

根 切 １階床面積 2.22 2.22 1.88 1.61 ―‰

４ 基礎コンクリート 〃 0.921 0.921 0.697 0.566 ―‰

型 枠 基礎コンクリート ㎡ 2.43 2.43 2.43 2.34 ―

鉄 筋 〃 ｔ 0.146 0.146 0.121 0.152 ―

根 切 １階床面積 ― 2.62 2.23 ― ―‰

５ 基礎コンクリート 〃 ― 1.088 0.824 ― ―‰

型 枠 基礎コンクリート ㎡ ― 2.26 2.26 ― ―

鉄 筋 〃 ｔ ― 0.148 0.123 ― ―

注 本表の型枠・鉄筋については、基礎コンクリート１ｍ 当たりの数量である 〔以下表(8)か。3

ら(9)についても同じ 〕。



構 造 重量鉄骨造（S造）

区 分 肉厚4mmを超え9mm未満のもの及び肉厚9mm以上のもの

階 専 用 共 同 店舗・ 工場・
工 種 単 位 車庫

層 住 宅 住 宅 事務所 倉 庫

全 砂 利 ・ 割 石 敷 １階床面積 0.108 0.099 0.070 0.083 0.083‰

階 捨コンクリート 〃 0.025 0.049 0.053 0.044 0.044‰

層

表(8)

構 造 軽量鉄骨造（ＬＧＳ造）

区 分 肉厚４㎜未満のもの

階 専 用 共 同 店舗・ 工場・
工 種 単 位 車 庫

層 住 宅 住 宅 事務所 倉 庫

根 切 １階床面積 0.48 0.48 0.47 0.40 0.40‰

砂 利 ・ 割 石 敷 〃 0.081 0.081 0.081 0.094 0.094‰

１ 捨コンクリート 〃 0.020 0.020 0.018 0.015 0.015‰

基礎コンクリート 〃 0.120 0.120 0.110 0.102 0.102‰

型 枠 基礎コンクリート ㎡ 8.90 8.90 7.75 6.75 4.91

鉄 筋 〃 ｔ 0.121 0.121 0.116 0.114 0.114

根 切 １階床面積 0.58 0.58 0.56 0.48 ―‰

砂 利 ・ 割 石 敷 〃 0.097 0.097 0.097 0.113 ―‰

２ 捨コンクリート 〃 0.024 0.024 0.022 0.018 ―‰

基礎コンクリート 〃 0.144 0.144 0.132 0.122 ―‰

型 枠 基礎コンクリート ㎡ 8.46 8.46 7.36 6.41 ―

鉄 筋 〃 ｔ 0.121 0.121 0.116 0.114 ―

根 切 １階床面積 0.72 0.72 0.71 ― ―‰

砂 利 ・ 割 石 敷 〃 0.122 0.122 0.122 ― ―‰

３ 捨コンクリート 〃 0.030 0.030 0.027 ― ―‰

基礎コンクリート 〃 0.180 0.180 0.165 ― ―‰

型 枠 基礎コンクリート ㎡ 7.57 7.57 6.59 ― ―

鉄 筋 〃 ｔ 0.121 0.121 0.116 ― ―



表(9)

構 造 コンクリートブロック造（ＣＢ造）

区 分 ―

階 専 用 共 同 店舗・ 工場・
工 種 単 位 車 庫

層 住 宅 住 宅 事務所 倉 庫

根 切 １階床面積 0.57 0.57 0.57 0.64 0.64‰

砂 利 ・ 割 石 敷 〃 0.112 0.112 0.112 0.127 0.127‰

１ 捨コンクリート 〃 0.021 0.021 0.021 0.026 0.026‰

基礎コンクリート 〃 0.192 0.192 0.192 0.253 0.253‰

型 枠 基礎コンクリート ㎡ 8.65 8.65 8.65 9.51 9.51

鉄 筋 〃 ｔ 0.082 0.082 0.082 0.103 0.103

根 切 １階床面積 0.68 0.68 0.68 0.77 ―‰

砂 利 ・ 割 石 敷 〃 0.134 0.134 0.134 0.152 ―‰

２ 捨コンクリート 〃 0.025 0.025 0.025 0.031 ―‰

基礎コンクリート 〃 0.230 0.230 0.230 0.304 ―‰

型 枠 基礎コンクリート ㎡ 8.22 8.22 8.22 9.03 ―

鉄 筋 〃 ｔ 0.082 0.082 0.082 0.103 ―

注 梁、屋根部分がコンクリートで施工されている場合には、その部分を別途個別に算出し

て計上するものとする。

第３ く体コンクリート量関係

鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）及び鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）のく体コンクリー

ト等に係る数量は、次式によって算出するものとする。

く体コンクリート量＝延床面積×（統計数量値×階高補正率）

型枠・鉄筋＝コンクリート量×統計数量値

イ 統計数量値

コンクリート量の数量値は、表(12)から(13)の構造、区分（ラーメン式・壁式）及び用

途によるものとする。

ただし、コンクリート量には、表(5)及び(6)の基礎コンクリート量を含むものとする。

ロ 階高による補正

統計数量値の階高は３ｍ未満を基準としたものであり、階高が３ｍ以上の場合は、表(1

0)による補正を行うものとする。



ただし、補正は、コンクリート量についてのみ行うものとする。
表(10)

階高 3ｍ以上 4ｍ以上 5ｍ以上 6ｍ以上 7ｍ以上
項目 3ｍ未満 4ｍ未満 5ｍ未満 6ｍ未満 7ｍ未満

補 正 率 1.00 1.06 1.18 1.30 1.42 1.48

ハ ＳＲＣ造のコンクリート量及び鉄骨量の取扱い

ＳＲＣ造のコンクリート量及び鉄骨量の取扱いは、次により行うものとする。

(1) 鉄骨量

鉄骨量は、次式によって算出するものとする。

鉄骨量＝延床面積×統計数量値

注 統計数量値は、表(11)の区分による。

表(11)

延床面積当たりの鉄骨量用 途

共同住宅 0.053 ｔ

事 務 所 0.085 ｔ
店 舗

工 場 0.073 ｔ
倉 庫

校 舎 0.059 ｔ
園 舎

(2) く体コンクリート量

、 、ＳＲＣ造建物のコンクリート量は 統計数量値によって算出したコンクリート総量から

次式によって算出した数量を控除するものとする。

く体コンクリート量＝く体コンクリート量総量－〔鉄骨量×0.127 〕‰

注 鉄骨量7.85ｔ当たりコンクリート1.00 を基準としている。‰

(3) 型枠の取扱い

ＳＲＣ造建物の型枠については、ＲＣ造として算出したコンクリート量を基準として算

出するものとする。

(4) 鉄筋の取扱い

ＳＲＣ造建物の鉄筋については、ＲＣ造として算出したコンクリート量から鉄骨分のコ

ンクリート量を控除した数量を基準として算出するものとする。



く体コンクリート量等関係統計数量表

表(12)

鉄筋コンクリート造（ＲＣ造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）構 造 ）

区 分 ラーメン式

用 階 単 延 床 面 積

種 別 200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上

途 層 位 200㎡未満 500㎡未満 1000㎡未満

コンクリート 1.02 0.99 0.94 0.90‰

１ 型 枠 ㎡ 6.44 6.17 5.80 5.47

鉄 筋 ｔ 0.133 0.133 0.133 0.133

コンクリート 1.00 0.97 0.92 0.88‰

２ 型 枠 ㎡ 6.50 6.23 5.85 5.52

鉄 筋 ｔ 0.137 0.137 0.137 0.137

専 コンクリート 0.99 0.95 0.91 0.87‰

用 ３ 型 枠 ㎡ 6.56 6.28 5.91 5.56

住 鉄 筋 ｔ 0.141 0.141 0.141 0.141

宅 コンクリート 0.97 0.94 0.89 0.85‰

４ 型 枠 ㎡ 6.61 6.33 5.96 5.61

鉄 筋 ｔ 0.145 0.145 0.145 0.145

コンクリート 0.95 0.92 0.88 0.84‰

５ 型 枠 ㎡ 6.67 6.39 6.01 5.66

鉄 筋 ｔ 0.149 0.149 0.149 0.149

コンクリート 0.93 0.90 0.86 0.82‰

６ 型 枠 ㎡ 6.72 6.44 6.06 5.71

鉄 筋 ｔ 0.152 0.152 0.152 0.152

注１ コンクリート量は、建物の延床面積１㎡当たりの数量である。ただし、土間コンクリ

ートは含まれていないため、別途個別計算をして計上するものとする。

２ 型枠は、コンクリート量１ 当りの数量である。‰

３ 鉄筋は、コンクリート量１ 当りの数量である。‰

〔以下表(13)について同じ 〕。



構 造 鉄筋コンクリート造（ＲＣ造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造））

区 分 ラーメン式

延 床 面 積用 階 単

200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上 3000㎡以上 5000㎡以上種 別

200㎡未満 500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満 5000㎡未満途 層 位

0.94 0.91 0.87 0.83 0.80 0.77 0.74コンクリート ‰

１ ㎡ 6.44 6.17 5.80 5.47 5.22 5.00 4.69型 枠

ｔ 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133鉄 筋

0.92 0.89 0.85 0.81 0.78 0.76 0.72コンクリート ‰

２ ㎡ 6.50 6.23 5.85 5.52 5.27 5.04 4.73型 枠

ｔ 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137鉄 筋

共 0.91 0.88 0.84 0.80 0.77 0.74 0.71コンクリート ‰

同 ３ ㎡ 6.56 6.28 5.91 5.56 5.31 5.08 4.77型 枠

住 ｔ 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141鉄 筋

宅 0.89 0.86 0.82 0.78 0.76 0.73 0.70コンクリート ‰

４ ㎡ 6.61 6.33 5.96 5.61 5.36 5.13 4.81型 枠

ｔ 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145鉄 筋

0.88 0.85 0.81 0.77 0.74 0.72 0.69コンクリート ‰

５ ㎡ 6.67 6.39 6.01 5.66 5.40 5.17 4.85型 枠

ｔ 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149鉄 筋

0.86 0.83 0.79 0.76 0.73 0.71 0.67コンクリート ‰

６ ㎡ 6.72 6.44 6.06 5.71 5.45 5.21 4.90型 枠

ｔ 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152鉄 筋

0.84 0.82 0.78 0.74 0.72 0.69 0.66コンクリート ‰

７ ㎡ 6.78 6.49 6.11 5.75 5.50 5.26 4.94型 枠

ｔ 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156鉄 筋

0.83 0.80 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65コンクリート ‰

８ ㎡ 6.84 6.55 6.16 5.80 5.54 5.30 4.98型 枠

ｔ 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160鉄 筋

0.81 0.78 0.75 0.71 0.69 0.67 0.64コンクリート ‰

９ ㎡ 6.89 6.60 6.21 5.85 5.59 5.34 5.02型 枠

ｔ 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164鉄 筋

0.80 0.77 0.73 0.70 0.68 0.65 0.62コンクリート ‰

10 ㎡ 6.95 6.66 6.26 5.90 5.63 5.39 5.06型 枠

ｔ 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167鉄 筋



0.78 0.75 0.72 0.69 0.66 0.64 0.61コンクリート ‰

11 ㎡ 7.00 6.71 6.31 5.95 5.68 5.43 5.10型 枠

ｔ 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171鉄 筋

0.76 0.74 0.70 0.67 0.65 0.63 0.60コンクリート ‰

12 ㎡ 7.06 6.76 6.36 5.99 5.72 5.47 5.14型 枠

ｔ 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175鉄 筋

0.75 0.72 0.69 0.66 0.63 0.61 0.59コンクリート ‰

13 ㎡ 7.12 6.82 6.41 6.04 5.77 5.52 5.18型 枠

ｔ 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179鉄 筋

0.73 0.71 0.67 0.64 0.62 0.60 0.57コンクリート ‰

14 ㎡ 7.17 6.87 6.46 6.09 5.81 5.56 5.22型 枠

ｔ 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183鉄 筋

0.72 0.69 0.66 0.63 0.61 0.59 0.56コンクリート ‰

15 ㎡ 7.23 6.92 6.51 6.14 5.86 5.60 5.26型 枠

ｔ 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186鉄 筋

構 造 鉄筋コンクリート造（ＲＣ造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造））

区 分 ラーメン式

延 床 面 積用 階 単

200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上 3000㎡以上 5000㎡以上 10000㎡以上種 別

200㎡未満 500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満 5000㎡未満 10000㎡未満途 層 位

0.98 0.95 0.90 0.86 0.83 0.80 0.77 0.74コンクリート ‰

１ ㎡ 6.44 6.17 5.80 5.47 5.22 5.00 4.69 4.44型 枠

ｔ 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133鉄 筋

0.96 0.93 0.89 0.85 0.82 0.79 0.75 0.72コンクリート ‰

２ ㎡ 6.50 6.23 5.85 5.52 5.27 5.04 4.73 4.48型 枠

店 ｔ 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137鉄 筋

0.95 0.91 0.87 0.83 0.80 0.78 0.74 0.71コンクリート ‰

舗 ３ ㎡ 6.56 6.28 5.91 5.56 5.31 5.08 4.77 4.52型 枠

ｔ 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141鉄 筋

・ 0.93 0.90 0.86 0.82 0.79 0.76 0.73 0.70コンクリート ‰

４ ㎡ 6.61 6.33 5.96 5.61 5.36 5.13 4.81 4.56型 枠

事 ｔ 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145鉄 筋

0.91 0.88 0.84 0.80 0.77 0.75 0.71 0.69コンクリート ‰



務 ５ ㎡ 6.67 6.39 6.01 5.66 5.40 5.17 4.85 4.60型 枠

ｔ 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149鉄 筋

所 0.90 0.87 0.83 0.79 0.76 0.74 0.70 0.67コンクリート ‰

６ ㎡ 6.72 6.44 6.06 5.71 5.45 5.21 4.90 4.64型 枠

ｔ 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152鉄 筋

0.88 0.85 0.81 0.77 0.75 0.72 0.69 0.66コンクリート ‰

７ ㎡ 6.78 6.49 6.11 5.75 5.50 5.26 4.94 4.68型 枠

ｔ 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156鉄 筋

0.86 0.83 0.79 0.76 0.73 0.71 0.68 0.65コンクリート ‰

８ ㎡ 6.84 6.55 6.16 5.80 5.54 5.30 4.98 4.72型 枠

ｔ 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160鉄 筋

0.85 0.82 0.78 0.74 0.72 0.69 0.66 0.64コンクリート ‰

９ ㎡ 6.89 6.60 6.21 5.85 5.59 5.34 5.02 4.75型 枠

ｔ 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164鉄 筋

構 造 鉄筋コンクリート造（ＲＣ造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造））

区 分 ラーメン式

用 階 単 延 床 面 積

200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上 3000㎡以上 5000㎡以上 10000㎡以上種 別

200㎡未満 500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満 5000㎡未満 10000㎡未満途 層 位

コンクリート 1.08 1.04 0.99 0.95 0.92 0.89 0.85 0.81‰

１ 型 枠 ㎡ 5.26 5.04 4.74 4.46 4.26 4.08 3.83 3.63

鉄 筋 ｔ 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129

工 コンクリート 1.06 1.03 0.98 0.93 0.90 0.87 0.83 0.80‰

場 ２ 型 枠 ㎡ 5.30 5.08 4.78 4.50 4.30 4.11 3.86 3.66

・ 鉄 筋 ｔ 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132

倉 コンクリート 1.04 1.01 0.96 0.92 0.89 0.86 0.82 0.78‰

庫 ３ 型 枠 ㎡ 5.35 5.12 4.82 4.54 4.34 4.15 3.90 3.69

鉄 筋 ｔ 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136

コンクリート 1.02 0.99 0.94 0.90 0.87 0.84 0.80 0.77‰

４ 型 枠 ㎡ 5.39 5.17 4.86 4.58 4.37 4.18 3.93 3.72

鉄 筋 ｔ 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140



構 造 鉄筋コンクリート造（ＲＣ造 ・鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造））

区 分 ラーメン式

用 階 単 延 床 面 積

200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上 3000㎡以上 5000㎡以上 10000㎡以上種 別

200㎡未満 500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満 5000㎡未満 10000㎡未満途 層 位

コンクリート 1.09 1.05 1.00 0.96 0.92 0.89 0.85 0.82‰

１ 型 枠 ㎡ 5.97 5.72 5.37 5.06 4.84 4.63 4.34 4.12

鉄 筋 ｔ 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136

コンクリート 1.07 1.04 0.99 0.94 0.91 0.88 0.84 0.81‰

２ 型 枠 ㎡ 6.02 5.77 5.42 5.11 4.88 4.67 4.38 4.15

鉄 筋 ｔ 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140

校 コンクリート 1.05 1.02 0.97 0.93 0.89 0.86 0.82 0.79‰

舎 ３ 型 枠 ㎡ 6.07 5.81 5.47 5.15 4.92 4.71 4.42 4.19

・ 鉄 筋 ｔ 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143

園 コンクリート 1.03 1.00 0.95 0.91 0.88 0.85 0.81 0.78‰

舎 ４ 型 枠 ㎡ 6.12 5.86 5.51 5.20 4.96 4.75 4.46 4.22

鉄 筋 ｔ 0.147 0.147 0.147 0.147 0.147 0.147 0.147 0.147

コンクリート 1.02 0.98 0.94 0.89 0.86 0.83 0.79 0.76‰

５ 型 枠 ㎡ 6.17 5.91 5.56 5.24 5.00 4.79 4.50 4.26

鉄 筋 ｔ 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151

コンクリート 1.00 0.96 0.92 0.88 0.85 0.82 0.78 0.75‰

６ 型 枠 ㎡ 6.23 5.96 5.61 5.28 5.05 4.83 4.53 4.29

鉄 筋 ｔ 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155



表(13)

構 造 鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）

区 分 壁式

用 階 単 延 床 面 積

種 別 200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上

途 層 位 200㎡未満 500㎡未満 1000㎡未満

コンクリート 0.99 0.96 0.91 0.87‰

１ 型 枠 ㎡ 7.51 7.19 6.76 6.37

鉄 筋 ｔ 0.100 0.100 0.100 0.100

コンクリート 0.97 0.94 0.90 0.86‰

２ 型 枠 ㎡ 7.57 7.25 6.82 6.43

鉄 筋 ｔ 0.102 0.102 0.102 0.102

コンクリート 0.96 0.92 0.88 0.84‰

専 ３ 型 枠 ㎡ 7.64 7.32 6.88 6.48

用 鉄 筋 ｔ 0.105 0.105 0.105 0.105

住 コンクリート 0.94 0.91 0.86 0.83‰

宅 ４ 型 枠 ㎡ 7.70 7.38 6.94 6.54

鉄 筋 ｔ 0.108 0.108 0.108 0.108

コンクリート 0.92 0.89 0.85 0.81‰

５ 型 枠 ㎡ 7.77 7.44 7.00 6.59

鉄 筋 ｔ 0.111 0.111 0.111 0.111

コンクリート 0.91 0.87 0.83 0.80‰

６ 型 枠 ㎡ 7.83 7.50 7.06 6.65

鉄 筋 ｔ 0.114 0.114 0.114 0.114



構 造 鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）

区 分 壁式

用 階 単 延 床 面 積

種 別 200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上 3000㎡以上

途 層 位 200㎡未満 500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満

コンクリート 0.91 0.88 0.84 0.80 0.77 0.75‰

１ 型 枠 ㎡ 7.51 7.19 6.76 6.37 6.08 5.82

鉄 筋 ｔ 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100

コンクリート 0.90 0.87 0.83 0.79 0.76 0.74‰

２ 型 枠 ㎡ 7.57 7.25 6.82 6.43 6.14 5.87

鉄 筋 ｔ 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102

共 コンクリート 0.88 0.85 0.81 0.77 0.75 0.72‰

同 ３ 型 枠 ㎡ 7.64 7.32 6.88 6.48 6.19 5.92

住 鉄 筋 ｔ 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105

宅 コンクリート 0.87 0.84 0.80 0.76 0.73 0.71‰

４ 型 枠 ㎡ 7.70 7.38 6.94 6.54 6.24 5.97

鉄 筋 ｔ 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108

コンクリート 0.85 0.82 0.78 0.75 0.72 0.70‰

５ 型 枠 ㎡ 7.77 7.44 7.00 6.59 6.30 6.02

鉄 筋 ｔ 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111

コンクリート 0.83 0.81 0.77 0.73 0.71 0.68‰

６ 型 枠 ㎡ 7.83 7.50 7.06 6.65 6.35 6.07

鉄 筋 ｔ 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114



構 造 鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）

区 分 壁式

用 階 単 延 床 面 積

種 別 200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上 3000㎡以上

途 層 位 200㎡未満 500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満

コンクリート 0.95 0.92 0.88 0.84 0.81 0.78‰

１ 型 枠 ㎡ 7.51 7.19 6.76 6.37 6.08 5.82

鉄 筋 ｔ 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100

コンクリート 0.93 0.90 0.86 0.82 0.79 0.77‰

２ 型 枠 ㎡ 7.57 7.25 6.82 6.43 6.14 5.87

鉄 筋 ｔ 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102

店 コンクリート 0.92 0.89 0.85 0.81 0.78 0.75‰

舗 ３ 型 枠 ㎡ 7.64 7.32 6.88 6.48 6.19 5.92

・ 鉄 筋 ｔ 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105

事 コンクリート 0.90 0.87 0.83 0.79 0.77 0.74‰

務 ４ 型 枠 ㎡ 7.70 7.38 6.94 6.54 6.24 5.97

所 鉄 筋 ｔ 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108

コンクリート 0.89 0.86 0.82 0.78 0.75 0.73‰

５ 型 枠 ㎡ 7.77 7.44 7.00 6.59 6.30 6.02

鉄 筋 ｔ 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111

コンクリート 0.87 0.84 0.80 0.76 0.74 0.71‰

６ 型 枠 ㎡ 7.83 7.50 7.06 6.65 6.35 6.07

鉄 筋 ｔ 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114



構 造 鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）

区 分 壁式

用 階 単 延 床 面 積

種 別 200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上 3000㎡以上

途 層 位 200㎡未満 500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満

コンクリート 1.06 1.02 0.97 0.93 0.90 0.87‰

１ 型 枠 ㎡ 6.95 6.66 6.26 5.90 5.63 5.39

鉄 筋 ｔ 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101

コンクリート 1.04 1.00 0.96 0.91 0.88 0.85‰

２ 型 枠 ㎡ 7.01 6.72 6.32 5.95 5.68 5.44

鉄 筋 ｔ 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104

校 コンクリート 1.02 0.99 0.94 0.90 0.87 0.84‰

舎 ３ 型 枠 ㎡ 7.07 6.77 6.37 6.00 5.73 5.48

・ 鉄 筋 ｔ 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107

園 コンクリート 1.00 0.97 0.92 0.88 0.85 0.82‰

舎 ４ 型 枠 ㎡ 7.13 6.83 6.42 6.05 5.78 5.53

鉄 筋 ｔ 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110

コンクリート 0.99 0.95 0.91 0.87 0.84 0.81‰

５ 型 枠 ㎡ 7.19 6.89 6.48 6.11 5.83 5.58

鉄 筋 ｔ 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113

コンクリート 0.97 0.93 0.89 0.85 0.82 0.79‰

６ 型 枠 ㎡ 7.25 6.95 6.53 6.16 5.88 5.62

鉄 筋 ｔ 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116



第４ く体鉄骨量関係

鉄骨造建物のく体に係る鉄骨量は、次式によって算出するものとする。ただし、統計数量値

には、内外階段は含まれるが、デッキプレート、材料、製品、工具等の収納棚、歩行（点検）

路等の造作に係る鉄骨量は含まれていないので、これについては別途個別に算出して計上する

ものとする。

鉄骨量＝延床面積×統計数量値

イ 統計数量値

鉄骨量の数量値は、表(14)から(16)の重量鉄骨造、軽量鉄骨造、肉厚の区分及び用途に

よるものとする。

ロ クレーンが設置されている場合の補正

建物に走行クレーンが設置されている場合は、次式により鉄骨量の補正を行うことがで

きるものとする。

鉄骨量 ＝｛ Ｓ ×（Ｖ×1.1 〕＋〔Ｓ ×Ｖ ｝〔 ） 〕１ ２

Ｖ ＝ 統計数量値

Ｓ ＝ 走行クレーンの可動（設置）する床面積１

Ｓ ＝ 走行クレーンの可動（設置）しない床面積２

ただし、Ｓ ＋Ｓ ＝床面積１ ２



く体鉄骨量関係統計数量表

表(14)

構 造 重量鉄骨造（Ｓ造）

区 分 肉厚９㎜以上のもの

延 床 面 積
用 階

平均階高 200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上
途 層 200㎡未満 3000㎡以上

500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満

3ｍ未満 92㎏ 91㎏ 90㎏ ― ― ―

3ｍ以上 95 94 92 ― ― ―4ｍ未満
1
4ｍ以上 99 98 97 ― ― ―5ｍ未満

5ｍ以上 104 103 101 ― ― ―

3ｍ未満 106 105 103 ― ― ―

3ｍ以上 109 108 106 ― ― ―4ｍ未満
2
4ｍ以上 114 113 111 ― ― ―専 5ｍ未満

用 5ｍ以上 120 118 116 ― ― ―

住 3ｍ未満 120 119 117 ― ― ―

宅 3ｍ以上 123 122 120 ― ― ―4ｍ未満
3
4ｍ以上 129 128 126 ― ― ―5ｍ未満

5ｍ以上 135 134 132 ― ― ―

3ｍ未満 134 132 130 ― ― ―

3ｍ以上 137 136 134 ― ― ―4ｍ未満
4
4ｍ以上 144 142 140 ― ― ―5ｍ未満

5ｍ以上 151 149 147 ― ― ―

注 鉄骨量は、建物の延床面積１㎡当たりの数量である。

〔以下表(15)から(16)について同じ〕



延 床 面 積
用 階

平均階高 200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上
途 層 200㎡未満 3000㎡以上

500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満

3ｍ未満 92㎏ 91㎏ 90㎏ 89㎏ 88㎏ 87㎏

3ｍ以上 95 94 92 91 90 894ｍ未満
1
4ｍ以上 99 98 97 95 94 935ｍ未満

5ｍ以上 104 103 101 100 99 98

3ｍ未満 106 105 103 102 101 100

3ｍ以上 109 108 106 105 103 1024ｍ未満
2
4ｍ以上 114 113 111 110 108 1075ｍ未満

5ｍ以上 120 118 116 115 113 112

3ｍ未満 120 119 117 115 114 113

共
3ｍ以上 123 122 120 118 117 116同 4ｍ未満

3
住 4ｍ以上 129 128 126 124 123 1215ｍ未満
宅

5ｍ以上 135 134 132 130 128 127

3ｍ未満 134 132 130 129 127 126

3ｍ以上 137 136 134 132 130 1294ｍ未満
4
4ｍ以上 144 142 140 138 137 1355ｍ未満

5ｍ以上 151 149 147 145 143 142

3ｍ未満 148 146 144 142 140 139

3ｍ以上 152 150 148 145 144 1424ｍ未満
5
4ｍ以上 159 157 155 153 151 1495ｍ未満

5ｍ以上 166 164 162 160 158 156



延 床 面 積
用 階

200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上 3000㎡以上 5000㎡以上 10000㎡以上平均階高
200㎡未満途 層

500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満 5000㎡未満 10000㎡未満

3ｍ未満 92㎏ 91㎏ 90㎏ 89㎏ 88㎏ 87kg 86kg 85kg

3ｍ以上 95 94 92 91 90 89 88 874ｍ未満
1
4ｍ以上 99 98 97 95 94 93 92 915ｍ未満

5ｍ以上 104 103 101 100 99 98 96 95

3ｍ未満 106 105 103 102 101 100 99 97

3ｍ以上 109 108 106 105 103 102 101 1004ｍ未満
２
4ｍ以上店 114 113 111 110 108 107 106 1055ｍ未満

5ｍ以上 120 118 116 115 113 112 111 110

舗

3ｍ未満 120 119 117 115 114 113 111 110

3ｍ以上 123 122 120 118 117 116 114 1134ｍ未満
３
4ｍ以上 129 128 126 124 123 121 120 1185ｍ未満

5ｍ以上 135 134 132 130 128 127 125 124

3ｍ未満 134 132 130 129 127 126 124 123

3ｍ以上 137 136 134 132 130 129 127 1264ｍ未満
４
4ｍ以上 144 142 140 138 137 135 134 1325ｍ未満

5ｍ以上 151 149 147 145 143 142 140 138

3ｍ未満 148 146 144 142 140 139 137 136

3ｍ以上 152 150 148 145 144 142 141 1394ｍ未満
５
4ｍ以上 159 157 155 153 151 149 147 1465ｍ未満

5ｍ以上 166 164 162 160 158 156 154 153



延 床 面 積
用 階

200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上 3000㎡以上 5000㎡以上 10000㎡以上平均階高
200㎡未満途 層

500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満 5000㎡未満 10000㎡未満

3ｍ未満 95㎏ 94㎏ 93㎏ 92㎏ 91㎏ 90kg 89kg 88kg

3ｍ以上 98 97 95 94 93 92 91 904ｍ未満
1
4ｍ以上 103 101 100 98 97 96 95 945ｍ未満

5ｍ以上 107 106 105 103 102 101 100 99

3ｍ未満 110 109 107 105 104 103 102 101

3ｍ以上 113 111 110 108 107 106 104 1034ｍ未満
２
4ｍ以上 118 117 115 113 112 111 109 1085ｍ未満

事

5ｍ以上 124 122 120 119 117 116 115 113

3ｍ未満 124 123 121 119 118 117 115 114

3ｍ以上 127 126 124 122 121 120 118 117務 4ｍ未満
３
4ｍ以上 133 132 130 128 127 125 124 1225ｍ未満

5ｍ以上 140 138 136 134 133 131 130 128

所 3ｍ未満 138 137 135 133 131 130 128 127

3ｍ以上 142 140 138 136 135 133 132 1304ｍ未満
４
4ｍ以上 149 147 145 143 141 140 138 1375ｍ未満

5ｍ以上 156 154 152 149 148 146 144 143

3ｍ未満 153 151 149 147 145 144 142 140

3ｍ以上 157 155 152 150 149 147 145 1444ｍ未満
５
4ｍ以上 164 162 160 158 156 154 152 1515ｍ未満

5ｍ以上 172 170 167 165 163 162 159 158



延 床 面 積
用 階

200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上 3000㎡以上 5000㎡以上 10000㎡以上平均階高
200㎡未満途 層

500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満 5000㎡未満 10000㎡未満

3ｍ未満 79㎏ 77㎏ 74㎏ 71㎏ 69㎏ 67kg 65kg 63kg

3ｍ以上 4ｍ未満 82 80 77 74 72 70 67 65

4ｍ以上 5ｍ未満 85 83 80 77 74 72 70 68

5ｍ以上 6ｍ未満 98 95 91 88 85 83 80 78

1 6ｍ以上 7ｍ未満 111 108 104 100 97 94 91 88

7ｍ以上 8ｍ未満 125 121 116 112 109 106 102 99

8ｍ以上 9ｍ未満 138 134 129 124 121 117 113 109

9ｍ以上10ｍ未満 177 172 165 159 154 150 145 140

10ｍ以上 215 209 201 194 188 183 176 171

3ｍ未満 95 92 88 85 83 80 77 75

3ｍ以上 4ｍ未満 98 96 92 88 86 84 81 78

4ｍ以上 5ｍ未満 102 99 95 92 89 87 84 81

工 5ｍ以上 6ｍ未満 117 114 110 105 102 100 96 93

2 6ｍ以上 7ｍ未満 133 130 125 120 117 113 109 106

7ｍ以上 8ｍ未満 149 145 140 134 131 127 122 119

8ｍ以上 9ｍ未満 166 161 155 149 145 141 136 131

9ｍ以上10ｍ未満 212 206 198 191 185 180 173 168

10ｍ以上 258 251 241 232 226 220 211 205

3ｍ未満 110 107 103 99 96 94 90 88

3ｍ以上 4ｍ未満 115 112 107 103 100 98 94 91

4ｍ以上 5ｍ未満 119 116 111 107 104 101 98 95

5ｍ以上 6ｍ未満 137 133 128 123 120 116 112 109

3 6ｍ以上 7ｍ未満 156 151 145 140 136 132 127 123

場 7ｍ以上 8ｍ未満 174 169 163 157 152 148 143 138

8ｍ以上 9ｍ未満 193 188 180 174 169 164 158 153

9ｍ以上10ｍ未満 247 240 231 222 216 210 202 196

10ｍ以上 301 293 281 271 263 256 247 239

3ｍ未満 126 123 118 113 110 107 103 100

3ｍ以上 4ｍ未満 131 127 122 118 115 112 107 104

4ｍ以上 5ｍ未満 136 132 127 122 119 116 112 108

5ｍ以上 6ｍ未満 156 152 146 141 137 133 128 124

４ 6ｍ以上 7ｍ未満 178 173 166 160 155 151 146 141

7ｍ以上 8ｍ未満 199 194 186 179 174 169 163 158

8ｍ以上 9ｍ未満 221 215 206 198 193 188 181 175

9ｍ以上10ｍ未満 283 275 264 254 247 240 231 224

10ｍ以上 344 335 322 310 301 293 282 273



延 床 面 積
用 階

200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上 3000㎡以上 5000㎡以上 10000㎡以上平均階高
200㎡未満途 層

500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満 5000㎡未満 10000㎡未満

3ｍ未満 73㎏ 71㎏ 68㎏ 66㎏ 64㎏ 62kg 60kg 58kg

3ｍ以上 4ｍ未満 76 74 71 68 67 65 62 60

4ｍ以上 5ｍ未満 79 77 74 71 69 67 65 63

5ｍ以上 6ｍ未満 91 88 85 82 79 77 74 72

1 6ｍ以上 7ｍ未満 103 100 96 93 90 88 85 82

7ｍ以上 8ｍ未満 116 112 108 104 101 98 95 92

8ｍ以上 9ｍ未満 128 125 120 115 112 109 105 102

9ｍ以上10ｍ未満 164 159 153 147 143 139 134 130

10ｍ以上 200 194 187 180 175 170 164 159

3ｍ未満 88 85 82 79 77 75 72 70

3ｍ以上 4ｍ未満 91 89 85 82 80 78 75 72

4ｍ以上 5ｍ未満 95 92 89 85 83 81 78 75

5ｍ以上 6ｍ未満 109 106 102 98 95 93 89 86

2 6ｍ以上 7ｍ未満 124 120 116 111 108 105 101 98

7ｍ以上 8ｍ未満 139 135 130 125 121 118 114 110

8ｍ以上 9ｍ未満 154 149 144 138 134 131 126 122

倉 9ｍ以上10ｍ未満 197 191 184 177 172 167 161 156

10ｍ以上 240 233 224 216 210 204 196 190

3ｍ未満 102 100 96 92 90 87 84 81

庫 3ｍ以上 4ｍ未満 107 104 100 96 93 91 87 85

4ｍ以上 5ｍ未満 111 108 103 100 97 94 91 88

5ｍ以上 6ｍ未満 127 124 119 114 111 108 104 101

3 6ｍ以上 7ｍ未満 144 140 135 130 126 123 118 115

7ｍ以上 8ｍ未満 162 157 151 146 141 138 133 128

8ｍ以上 9ｍ未満 179 174 167 161 157 152 147 142

9ｍ以上10ｍ未満 230 223 214 206 201 195 188 182

10ｍ以上 280 272 261 252 244 238 229 222

3ｍ未満 117 114 109 105 102 100 96 93

3ｍ以上 4ｍ未満 122 118 114 110 106 104 100 97

4ｍ以上 5ｍ未満 126 123 118 114 111 108 104 100

5ｍ以上 6ｍ未満 145 141 136 131 127 123 119 115

4 6ｍ以上 7ｍ未満 165 161 154 148 144 140 135 131

7ｍ以上 8ｍ未満 185 180 173 166 162 157 152 147

8ｍ以上 9ｍ未満 205 199 191 184 179 174 168 163

9ｍ以上10ｍ未満 262 255 245 236 229 223 215 208

10ｍ以上 320 311 299 288 279 272 262 254



く体鉄骨量関係統計数量表

表(15)

構 造 重量鉄骨造（Ｓ造）

区 分 肉厚４㎜を超え９㎜未満のもの

延 床 面 積
用 階

平均階高 200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上
途 層 200㎡未満 3000㎡以上

500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満

3ｍ未満 76㎏ 76㎏ 74㎏ ― ― ―

3ｍ以上 78 77 76 ― ― ―4ｍ未満
1
4ｍ以上 82 81 80 ― ― ―5ｍ未満

5ｍ以上 86 85 84 ― ― ―

3ｍ未満 88 87 86 ― ― ―

専
3ｍ以上 90 89 88 ― ― ―用 4ｍ未満

2
住 4ｍ以上 94 93 92 ― ― ―5ｍ未満
宅

5ｍ以上 99 98 96 ― ― ―

3ｍ未満 99 98 97 ― ― ―

3ｍ以上 102 101 99 ― ― ―4ｍ未満
3
4ｍ以上 107 106 104 ― ― ―5ｍ未満

5ｍ以上 112 110 109 ― ― ―



延 床 面 積
用 階

平均階高 200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上
途 層 200㎡未満 3000㎡以上

500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満

3ｍ未満 76㎏ 75㎏ 74㎏ 73㎏ 72㎏ 72㎏

3ｍ以上 78 77 76 75 74 744ｍ未満
1
4ｍ以上 82 81 80 79 78 775ｍ未満

5ｍ以上 86 85 84 82 82 81

3ｍ未満 88 87 85 84 83 83

3ｍ以上 90 89 88 86 85 854ｍ未満
2
4ｍ以上 94 93 92 91 90 895ｍ未満

5ｍ以上 99 98 96 95 94 93

3ｍ未満 99 98 97 95 94 93

共
3ｍ以上 102 101 99 98 97 96同 4ｍ未満

3
住 4ｍ以上 107 106 104 102 101 1005ｍ未満
宅

5ｍ以上 112 110 109 107 106 105

3ｍ未満 111 109 108 106 105 104

3ｍ以上 113 112 110 109 108 1074ｍ未満
4
4ｍ以上 119 118 116 114 113 1125ｍ未満

5ｍ以上 125 123 121 120 118 117

3ｍ未満 122 121 119 117 116 115

3ｍ以上 125 124 122 120 119 1184ｍ未満
5
4ｍ以上 131 130 128 126 125 1235ｍ未満

5ｍ以上 137 136 134 132 130 129



延 床 面 積
用 階

200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上 3000㎡以上 5000㎡以上 10000㎡以上平均階高
200㎡未満途 層

500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満 5000㎡未満 10000㎡未満

3ｍ未満 76㎏ 75㎏ 74㎏ 73㎏ 72㎏ 72kg 71kg 70kg

3ｍ以上 78 77 76 75 74 74 73 721 4ｍ未満

4ｍ以上 82 81 80 79 78 77 76 755ｍ未満

5ｍ以上 86 85 84 82 82 81 80 79

3ｍ未満 88 87 85 84 83 83 81 81

3ｍ以上 90 89 88 86 85 85 83 834ｍ未満
2
4ｍ以上 94 93 92 91 90 89 88 875ｍ未満

5ｍ以上 99 98 96 95 94 93 92 91

3ｍ未満 99 98 97 95 94 93 92 91

店
3ｍ以上 102 101 99 98 97 96 94 934ｍ未満

舗 ３
4ｍ以上 107 106 104 102 101 100 99 985ｍ未満

5ｍ以上 112 110 109 107 106 105 104 102

3ｍ未満 111 109 108 106 105 104 103 102

3ｍ以上 113 112 110 109 108 107 105 1044ｍ未満
４
4ｍ以上 119 118 116 114 113 112 110 1095ｍ未満

5ｍ以上 125 123 121 120 118 117 116 114

3ｍ未満 122 121 119 117 116 115 113 112

3ｍ以上 125 124 122 120 119 118 116 1154ｍ未満
５
4ｍ以上 131 130 128 126 125 123 122 1205ｍ未満

5ｍ以上 137 136 134 132 130 129 127 126



延 床 面 積
用 階

200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上 3000㎡以上 5000㎡以上 10000㎡以上平均階高
200㎡未満途 層

500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満 5000㎡未満 10000㎡未満

3ｍ未満 77㎏ 76㎏ 75㎏ 74㎏ 73㎏ 72kg 71kg 71kg

3ｍ以上 79 78 77 76 75 74 73 721 4ｍ未満

4ｍ以上 83 82 80 79 79 78 77 765ｍ未満

5ｍ以上 87 86 84 83 82 81 80 79

3ｍ未満 88 87 86 85 84 83 82 81

3ｍ以上 91 90 88 87 86 85 84 834ｍ未満
2
4ｍ以上 95 94 93 91 90 89 88 875ｍ未満

事

5ｍ以上 100 98 97 95 94 94 92 91

3ｍ未満 100 99 97 96 95 94 93 92

務
3ｍ以上 102 101 100 98 97 96 95 944ｍ未満

3
4ｍ以上 107 106 105 103 102 101 100 995ｍ未満

所

5ｍ以上 112 111 110 108 107 106 104 103

3ｍ未満 112 110 109 107 106 105 103 102

3ｍ以上 114 113 111 110 109 107 106 1054ｍ未満
4
4ｍ以上 120 119 117 115 114 113 111 1105ｍ未満

5ｍ以上 125 124 122 120 119 118 116 115

3ｍ未満 123 122 120 118 117 116 114 113

3ｍ以上 126 125 123 121 120 119 117 1164ｍ未満
5
4ｍ以上 132 131 129 127 126 124 123 1215ｍ未満

5ｍ以上 138 137 135 133 131 130 128 127



延 床 面 積
用 階

200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上 3000㎡以上 5000㎡以上 10000㎡以上平均階高
200㎡未満途 層

500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満 5000㎡未満 10000㎡未満

3ｍ未満 61㎏ 59㎏ 57㎏ 55㎏ 53㎏ 52kg 50kg 48kg

3ｍ以上 4ｍ未満 63 61 59 57 55 54 52 50

4ｍ以上 5ｍ未満 66 64 61 59 57 56 54 52

1 5ｍ以上 6ｍ未満 75 73 70 68 66 64 62 60

6ｍ以上 7ｍ未満 86 83 80 77 75 73 70 68

7ｍ以上 8ｍ未満 96 93 90 86 84 82 79 76

8ｍ以上 9ｍ未満 106 103 99 96 93 90 87 84

9ｍ以上10ｍ未満 136 132 127 122 119 116 111 108

10ｍ以上 166 161 155 149 145 141 136 131

3ｍ未満 73 71 68 65 64 62 60 58

3ｍ以上 4ｍ未満 76 74 71 68 66 64 62 60

工 4ｍ以上 5ｍ未満 79 76 73 71 69 67 64 62

5ｍ以上 6ｍ未満 90 88 84 81 79 77 74 72

場 2 6ｍ以上 7ｍ未満 103 100 96 92 90 87 84 81

7ｍ以上 8ｍ未満 115 112 107 103 101 98 94 91

8ｍ以上 9ｍ未満 127 124 119 115 111 108 104 101

9ｍ以上10ｍ未満 163 159 152 147 143 139 134 129

10ｍ以上 199 193 186 179 174 169 163 158

3ｍ未満 85 83 79 76 74 72 70 67

3ｍ以上 4ｍ未満 88 86 83 79 77 75 72 70

4ｍ以上 5ｍ未満 92 89 86 83 80 78 75 73

5ｍ以上 6ｍ未満 105 102 98 95 92 90 86 84

3 6ｍ以上 7ｍ未満 120 116 112 108 105 102 98 95

7ｍ以上 8ｍ未満 134 130 125 121 117 114 110 106

8ｍ以上 9ｍ未満 149 145 139 134 130 126 122 118

9ｍ以上10ｍ未満 190 185 178 171 166 162 156 151

10ｍ以上 232 225 217 209 203 197 190 184



延 床 面 積
用 階

200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上 3000㎡以上 5000㎡以上 10000㎡以上平均階高
200㎡未満途 層

500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満 5000㎡未満 10000㎡未満

3ｍ未満 57kg 55kg 53kg 51kg 49kg 48kg 46kg 45kg

3ｍ以上 4ｍ未満 59 57 55 53 51 50 48 47

4ｍ以上 5ｍ未満 61 59 57 55 53 52 50 48

1 5ｍ以上 6ｍ未満 70 68 65 63 61 60 57 56

6ｍ以上 7ｍ未満 80 77 74 72 70 68 65 63

7ｍ以上 8ｍ未満 89 87 83 80 78 76 73 71

8ｍ以上 9ｍ未満 99 96 92 89 86 84 81 78

9ｍ以上10ｍ未満 127 123 118 114 111 108 104 100

10ｍ以上 154 150 144 139 135 131 126 122

3ｍ未満 68 66 63 61 59 58 56 54

3ｍ以上 4ｍ未満 71 69 66 63 62 60 58 56

倉 4ｍ以上 5ｍ未満 73 71 68 66 64 62 60 58

5ｍ以上 6ｍ未満 84 82 79 76 73 71 69 67

庫 2 6ｍ以上 7ｍ未満 96 93 89 86 84 81 78 76

7ｍ以上 8ｍ未満 107 104 100 96 94 91 88 85

8ｍ以上 9ｍ未満 119 115 111 107 104 101 97 94

9ｍ以上10ｍ未満 152 148 142 137 133 129 124 120

10ｍ以上 185 180 173 166 162 157 152 147

3ｍ未満 79 77 74 71 69 67 65 63

3ｍ以上 4ｍ未満 82 80 77 74 72 70 67 65

4ｍ以上 5ｍ未満 85 83 80 77 75 73 70 68

5ｍ以上 6ｍ未満 98 95 92 88 86 83 80 78

3 6ｍ以上 7ｍ未満 112 108 104 100 97 95 91 88

7ｍ以上 8ｍ未満 125 122 117 112 109 106 102 99

8ｍ以上 9ｍ未満 138 135 129 125 121 118 113 110

9ｍ以上10ｍ未満 177 172 166 159 155 151 145 141

10ｍ以上 216 210 202 194 189 184 177 171

延 床 面 積
用 階

平均階高 200㎡以上 500㎡以上 1000㎡以上 2000㎡以上
途 層 200㎡未満 3000㎡以上

500㎡未満 1000㎡未満 2000㎡未満 3000㎡未満

車 3ｍ未満 42㎏ 41㎏ 40㎏ ― ― ―

1 3ｍ以上 4ｍ未満 44 43 42 ― ― ―

庫 4ｍ以上 45 44 44 ― ― ―



く体鉄骨量関係統計数量表

表(16)

構 造 軽量鉄骨造（ＬＧＳ造）

区 分 肉厚４㎜未満のもの

延 床 面 積
用 階

平均階高 100㎡以上 200㎡以上
途 層 100㎡未満 300㎡以上

200㎡未満 300㎡未満

3ｍ未満 33㎏ 33㎏ 33㎏ 33㎏

専 1 3ｍ以上 4ｍ未満 35 35 35 35

4ｍ以上 36 36 36 36

用 3ｍ未満 34 34 34 34

2 3ｍ以上 4ｍ未満 36 36 36 36

住 4ｍ以上 37 37 37 37

3ｍ未満 35 35 35 35

宅 3 3ｍ以上 4ｍ未満 37 37 37 37

4ｍ以上 38 38 38 38

3ｍ未満 33 33 33 33

共 1 3ｍ以上 4ｍ未満 35 35 35 35

4ｍ以上 36 36 36 36

同 3ｍ未満 34 34 34 34

2 3ｍ以上 4ｍ未満 36 36 36 36

住 4ｍ以上 37 37 37 37

3ｍ未満 35 35 35 35

宅 3 3ｍ以上 4ｍ未満 37 37 37 37

4ｍ以上 38 38 38 38

3ｍ未満 34 34 34 34

3ｍ以上 4ｍ未満 35 35 35 35
1
4ｍ以上 5ｍ未満 36 36 36 36

5ｍ以上 38 38 38 38

店 3ｍ未満 35 35 35 35

3ｍ以上 4ｍ未満 36 36 36 36
2
4ｍ以上 5ｍ未満 37 37 37 37

舗 5ｍ以上 39 39 39 39

3ｍ未満 36 36 36 36

3ｍ以上 4ｍ未満 37 37 37 37
3
4ｍ以上 5ｍ未満 38 38 38 38

5ｍ以上 40 40 40 40



延 床 面 積
用 階

平均階高 100㎡以上 200㎡以上
途 層 100㎡未満 300㎡以上

200㎡未満 300㎡未満

3ｍ未満 36㎏ 36㎏ 36㎏ 36㎏

3ｍ以上 4ｍ未満 38 38 38 38
1
4ｍ以上 5ｍ未満 39 39 39 39

5ｍ以上 41 41 41 41

事 3ｍ未満 37 37 37 37

3ｍ以上 4ｍ未満 39 39 39 39
務 2

4ｍ以上 5ｍ未満 40 40 40 40

所 5ｍ以上 42 42 42 42

3ｍ未満 39 39 39 39

3ｍ以上 4ｍ未満 40 40 40 40
3
4ｍ以上 5ｍ未満 42 42 42 42

5ｍ以上 43 43 43 43

3ｍ未満 32 31 30 29

3ｍ以上 4ｍ未満 34 33 32 31
1

工 4ｍ以上 5ｍ未満 36 34 33 32

5ｍ以上 37 36 35 34

3ｍ未満 33 32 31 30

場 3ｍ以上 4ｍ未満 35 34 33 32
2
4ｍ以上 5ｍ未満 37 35 34 33

5ｍ以上 38 37 36 35

3ｍ未満 31 30 29 28

3ｍ以上 4ｍ未満 33 32 31 30
1

倉 4ｍ以上 5ｍ未満 35 33 32 31

5ｍ以上 36 35 34 33

3ｍ未満 32 31 30 29

庫 3ｍ以上 4ｍ未満 34 33 32 31
2
4ｍ以上 5ｍ未満 36 34 33 32

5ｍ以上 37 36 35 34

車 3ｍ未満 30 29 28 27

1 3ｍ以上 4ｍ未満 32 31 30 29

庫 4ｍ以上 5ｍ未満 34 32 31 30



別添３ 非木造建物工事内訳明細書式

（趣旨）

この書式は、非木造建物調査積算要領第14条に規定する内訳書の標準書式である。１

（工事費の構成）

工事費は、通常次のとおり構成され、種目別、科目別及び細目別の段階がある。工事２

内訳明細書は、工事費の内容と金額を示すものであり、その記載要領は８に規定するも

のとする。

工事費の構成

（ ） （ ） （ ）種目 ― 科目 ― 細目

工事費 工事価格 工事原価 純工事費 直接工事費 Ａ棟建築

Ａ棟設備

Ｂ棟建築

Ｂ棟設備

屋外施設

共通仮設費 （共通費）

現場管理費 諸 経 費

一般管理費等配賦額

消費税相当分

（種目別内訳）

種目別内訳は工事の種目別の金額を示す。種目区分は、Ａ棟建築、Ａ棟設備、Ｂ棟建３

築、Ｂ棟設備などに区分し、建築設備に含めることが適当でない屋外施設、取りこわし

などについては、適切な名称の種目を設けることができる。

（科目別内訳）

科目別内訳は各種目について科目別の金額を示す。科目別区分は、次を標準として、４

工事の内容規模等に応じさらに細分又は集約できるものとする。



（大科目） （中科目） （小科目）

１．直接仮設 1.1 やりかた墨出し等

1.2 足場

1.3 構台等

1.4 災害防止

1.5 養生片付

1.6 その他

※ 直接仮設は中科目を省略して細目を記載することができる。

２．土工・地業 2.1 土工 2.1.1 土の処理

2.1.2 山止

2.1.3 排水

2.2 地業 2.2.1 杭

2.3 △△土工地業

３．く体 3.1 基礎く体 3.○.1 コンクリート

3.○.2 型枠

3.2 上部く体 3.○.3 鉄筋

3.○.4 鉄骨

3.3 △△く体 3.○.5 既製コンクリート

※ く体は中科目を省略することができる。

４．外部仕上 4.1 屋根 4.○.1 間仕切準く体

4.2 外壁 4.○.2 下地材

4.3 外部開口部 4.○.3 仕上材

4.4 外部天井 4.○.4 木製建具

4.5 外部雑 4.○.5 金属製建具

4.6 外部△△ 4.○.6 その他

５．内部仕上 5.1 内部床 5.○.1 間仕切準く体

5.2 内壁 5.○.2 下地材

5.3 内部開口部 5.○.3 仕上材

5.4 内部天井 5.○.4 木製建具

5.5 内部雑 5.○.5 金属製建具

5.6 内部△△ 5.○.6 その他

※ 外部仕上以下の小科目は 主として細目の記載順序を示し 小科目名 小科目集計を省略、 、 、

することができる。



６．電気設備 6.1 電灯設備

6.2 動力設備

6.3 避雷設備

6.4 構内配電線路

6.5 受変電設備

6.6 自家発電設備

6.7 電話設備

6.8 インターホン設備

6.9 電気時計、拡声設備

6.10 テレビ共同受信設備

6.11 火災報知設備

6.12 構内交換設備

6.13 その他

７．給排水衛生設備 7.1 衛生器具設備

7.2 給水設備

7.3 排水設備

7.4 給湯設備

7.5 消火設備

7.6 ガス設備

7.7 厨房機器設備

7.8 さく井設備

7.9 その他

８．空気調和設備 8.1 空気調和設備

8.2 換気設備

8.3 排煙設備

8.4 その他

９．昇降設備 9.1 乗用エレベータ設備

9.2 電動ダムウェーター設備

9.3 その他

10．その他設備



（細目別内訳）

細目別内訳は、各科目について原則として細目別の数量、単価、金額を記載する。一５

式計上する細目は、備考欄に計算方法等を略記する。細目は材料費、施工費（手間その

他 機械器具費等を含む合成費又は複合費等をもって示す 細目区分は工事の内容 金）、 。 、

額の大小等に応じて定め、その記載内容は次による。

① 運搬費、小運搬費は、通常、材料費、施工費、複合費等に含ませるが、特に必要あ

る場合は別に計上する。

、 、 、 、② 仮設的費用 機械器具費 運搬費等は 各科目ごとに分けられるものはその科目に

数科目に共通のものは種目ごとの仮設工事費に、全般的なものは共通仮設費に計上す

る。

③ 摘要欄には、材種、規格、品等、寸法その他必要事項を記載する。

細目によってはどの科目に属するか一概に定められないものがあるが、そのような

細目については、工事の内容、材料の品種、施工の専門別等を考慮のうえ適当な科目

に計上する。

（共通費）

共通仮設費及び諸経費については、次により記載する。６

別記に定めるⅠ共通仮設費率表に基づき、次の式により算出する① 共通仮設費は、

ものとする。

共通仮設費＝直接工事費×共通仮設費率

。共通仮設費率は移転先ごとの直接工事費の合計額に対応した率を適用するものとする

なお、除却工法を認定した建物は、当該建物の建築直接工事費に対応した率を適用

共通仮設費に含まれる内容は次に示す費用とする。するものとする。

共通仮設費 準 備 費 敷地測量及び整理、仮道路、仮橋、道坂、借地等に

関する費用

仮 設 物 資 仮囲、仮事務所、宿舎、下小屋、便所、倉庫、災害

防止設備等に関する費用

安 全 費 共通的なもの

動力用水光熱費 動力、用水、光熱等に関する費用

試 験 調 査 費 全般的な試験、試作、調査等に関する費用

整 理 清 掃 費 全般的な整理、清掃、跡片付、養生等に関する費用

機 械 器 具 費 数種目に共通的な機械器具に関する費用

運 搬 費 数種目に共通的な運搬、又は共通仮設に伴う運搬に

関する費用

そ の 他 数種目に共通なその他の仮設的費用



、 。② 諸経費は別記に定めるⅡ諸経費率表に基づき 次の式により算出するものとする

諸経費＝純工事費×諸経費率

純工事費：直接工事費に共通仮設費を加えた額とする。

諸経費率：一発注（建築及び解体）を単位として、純工事費及び廃材運搬費の合計

額に対応した率を適用するものとする。

諸経費の内容は一般に次のとおりとし下請経費は純工事費に含むものとする。

、 、 、 、諸経費 現場管理費 労務管理費 租税公課 保険料 従業員給料手当

退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、

通信交通費、交際費、補償費、雑費、その他原価

性経費配賦額

一般管理費等配賦額 一般管理費

役員報酬、従業員給料手当、退職金、法定福利

費、福利厚生費、修繕維持費、事務用品費、通

信交通費、電力用水光熱費、調査研究費、広告

宣伝費、営業債権貸倒償却、交際費、寄付金、

地代家賃、減価償却費、試験研究費償却、開発

費償却、租税公課、保険料、雑費

付加利益（法人税、株主配当金、役員賞与金、内

部留保金等）

なお、非木造建物調査積算要領第10条第２号に規定する単価を補償金の積算に用い

る場合において、上記の内容と同等の諸経費が含まれている当該単価は、諸経費の対

象としない。

（工事内訳明細書のまとめ方と記載例）

用紙はＡ列４番を標準とし、様式、記載例は、次頁以下による。なお、記載例は標準７

的なものを掲げており、必要に応じ、種目、科目及び細目を設けるものとする。



別記

非木造建物補償諸率表

Ⅰ 共通仮設費率表

直接工事費(百万円) 共通仮設費率 直接工事費(百万円) 共通仮設費率

(％) (％)

10 以 5.64 300 をこえ 350 〃 6.13

下

5.67 6.1510 をこえ 12 〃 350 〃 400 〃

5.69 6.1912 をこえ 14 〃 400 〃 500 〃

5.71 6.2114 をこえ 16 〃 500 〃 600 〃

5.72 6.2316 をこえ 18 〃 600 〃 700 〃

5.74 6.2518 をこえ 20 〃 700 〃 800 〃

5.75 6.2720 をこえ 22 〃 800 〃 900 〃

5.76 6.2922 をこえ 24 〃 900 〃 1,000 〃

5.77 6.3524 をこえ 26 〃 1,000 〃 1,500 〃

5.78 6.3926 をこえ 28 〃 1,500 〃 2,000 〃

5.79 6.4228 をこえ 30 〃 2,000 〃 2,500 〃

5.81 6.4530 をこえ 35 〃 2,500 〃 3,000 〃

6.4935 をこえ 40 〃 5.83 3,000 〃 4,000 〃

5.85 6.5340 をこえ 45 〃 4,000 をこえるもの

5.8645 をこえ 50 〃

5.8750 をこえ 55 〃

5.8955 をこえ 60 〃



5.9160 をこえ 70 〃

5.9370 をこえ 80 〃

5.9480 をこえ 90 〃

5.9690 をこえ 100 〃

5.98100 をこえ 120 〃

6.00120 をこえ 140 〃

6.02140 をこえ 160 〃

6.04160 をこえ 180 〃

6.05180 をこえ 200 〃

6.09200 をこえ 250 〃

6.11250 をこえ 300 〃

Ⅱ 諸経費率表

純工事費(百万円) 諸経費率(％) 純工事費(百万円) 諸経費率(％)

10 以下 34.5 55 を超え 60 以下 22.4

10 を超え 12 以下 33.0 60 を超え 70 以下 21.5

12 を超え 14 以下 31.8 70 を超え 80 以下 20.9

14 を超え 16 以下 30.8 80 を超え 90 以下 20.3

16 を超え 18 以下 29.9 90 を超え 100 以下 19.8

18 を超え 20 以下 29.2 100 を超え 120 以下 18.9

20 を超え 22 以下 28.5 120 を超え 140 以下 18.2



22 を超え 24 以下 27.9 140 を超え 160 以下 17.6

24 を超え 26 以下 27.4 160 を超え 180 以下 17.1

26 を超え 28 以下 26.9 180 を超え 200 以下 16.7

28 を超え 30 以下 26.4 200 を超え 250 以下 15.8

30 を超え 35 以下 25.5 250 を超え 300 以下 15.1

35 を超え 40 以下 24.7 300 を超え 350 以下 14.6

40 を超え 45 以下 24.0 350 を超え 400 以下 14.1

45 を超え 50 以下 23.4 400 を超え 500 以下 13.4

50 を超え 55 以下 22.8 500 を超えるもの 12.8

注）１．本表の諸経費率によって算出された額が、それぞれの欄の前欄において算出

される額の最高額に達しないときは、その最高額まで増額することができる。

２．本表の諸経費率を適用する純工事費は、一発注（建築＋解体）を単位として

算定された額とする。

なお、本表の諸経費率の適用に当たっては、原則として建物と附帯工作物に

ついては別発注、木造建物と非木造建物については一発注として算定するもの

とする。

３．住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保費用は諸経費率に含まれている。



工 事 内 訳 明 細 書
総 括 表

平成 年 月 日

殿

受注者住所

受注者名及び代表者名

別紙のとおり積算いたしました。

￥

建物等の所有者 備 考

所 在 地

構 造 用 途

規 模

工 法

（注）内 容積 算 概 要

・単価について

・発生材について

・設計の有効期間

・解体の方法

・その他積算についての概要



平成 年 月 日

工 事 工 程 表

日
日数工事名称 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180



種目内訳記載例

名 称 数 量 単位 金 額 合 計 備 考

建築直接工事費

Ⅰ 建築工事費 １ 式

Ⅱ 建築設備工事費 １ 式

建築直接工事費合計 １ 式

解体直接工事費 １ 式



中科目内訳記載例

名 称 数 量 単位 金 額 合 計 備 考

Ⅰ 建築工事費 １ 式

１．直接仮設 １ 式

２．土工・地業 １ 式

３．く体 １ 式

３．１ 基礎く体 １ 式

３．２ 上部く体 １ 式

４．外部仕上 １ 式

４．１ 屋根 １ 式

４．２ 外壁 １ 式

４．３ 外部開口部 １ 式

４．４ 外部天井 １ 式

４．５ 外部床 １ 式

４．６ 外部雑 １ 式

５．内部仕上 １ 式

５．１ 内部床 １ 式

５．２ 内壁 １ 式

５．３ 内部開口部 １ 式

５．４ 内部天井 １ 式



中科目内訳記載例

名 称 数 量 単位 金 額 合 計 備 考

５．５ 内部雑 １ 式

Ⅱ 建築設備工事費 １ 式

６．電気設備 １ 式

７．給排水衛生設備 １ 式

８．空気調和設備 １ 式

９．昇降設備 １ 式

．その他設備 １ 式10



細目内訳記載例

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

Ⅰ Ａ 棟 建 築

１ 直 接 仮 設 １ 式

２ 土 工 ・ 地 業 １ 式

土 工 １ 式2.1

地 業 １ 式2.2

△ △ 土 工 ・ 地 業 １ 式2.3

３ く 体 １ 式

基 礎 く 体 １ 式3.1

上 部 く 体 １ 式3.2

△ △ く 体 １ 式3.3

４ 外 部 仕 上 １ 式

屋 根 １ 式4.1

外 壁 １ 式4.2

外 部 開 口 部 １ 式4.3



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外 部 天 井 １ 式4.4

外 部 雑 １ 式4.5

外 部 △ △ 仕 上 １ 式4.6

５ 内 部 仕 上 １ 式

内 部 床 １ 式5.1

内 壁 １ 式5.2

内 部 開 口 部 １ 式5.3

内 部 天 井 １ 式5.4

内 部 雑 １ 式5.5

△ △ 室 仕 上 １ 式5.6

計



細目内訳記載例（標準的な細目の例示）

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

Ａ 棟 建 築

１ 直 接 仮 設

や り か た

墨 出

原 寸 型 板

外 部 足 場

内 部 足 場

乗 入 構 台

災 害 防 止

養 生

清 掃 片 付

(発 生 材 処 分)

(機 械 器 具)

(運 搬)

小 計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

２ 土 工 ・ 地 業

土 工2.1

根 切

埋 戻

盛 土

不 用 土 処 分

砂 利 敷

山 止

排 水

(地 中 障 害 物 処 理)

(機 械 器 具)

(運 搬)

土 工 小 計

地 業2.2

既成コンクリート杭



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

場所打コンクリート杭

鋼 杭

ラップルコンクリート

杭 頭 処 理

杭 間 さ ら え

(産 業 廃 棄 物 処 理)

(機 械 器 具)

(運 搬)

地 業 小 計

土 工 ・ 地 業 計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

３ く 体

基 礎 く 体3.1

( 鉄筋コンクリート)3.1.1

捨 コ ン ク リ ー ト

基 礎 コ ン ク リ ー ト

型 枠

鉄 筋

( そ の 他)3.1.3

基 礎 Ｐ Ｃ

基礎く体小計

上 部 く 体3.2

( 鉄筋コンクリート)3.2.1

無 筋 コ ン ク リ ー ト

く 体 コ ン ク リ ー ト



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型 枠

鉄 筋

( 鉄 骨)3.2.2

鋼 材

工 場 加 工 組 立

さ び 止 め 塗 装

現 場 施 工

試 験 費

アンカーボルト取付

ベース下均しモルタル

耐 火 被 覆

( そ の 他)3.2.3

く 体 Ｐ Ｃ

上部く体小計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

△ △ く 体3.3

コ ン ク リ ー ト

型 枠

鉄 筋

鉄 骨

Ｐ Ｃ

△△く体小計

く 体 計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

４ 外 部 仕 上

屋 根4.1

( 防 水 材 仕 上)4.1.2

セ メ ン ト 防 水

シ ー ト 防 水

( 石 材 仕 上)4.1.3

鉄 平 石 乱 張

立 上 り モ ル タ ル

み か げ 舗 石

立 上 り モ ル タ ル

( タイル材仕上)4.1.4

磁 器 二 丁 掛 タ イ ル

ク リ ン カ ー タ イ ル

立 上 り モ ル タ ル



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

( 金 属 材 仕 上)4.1.6

カ ラ ー 鉄 板 瓦 棒

折 板

( 左 官 材 仕 上)4.1.7

防 水 材 モ ル タ ル

( ガラス材仕上)4.1.8

波 形 ワ イ ヤ グ ラ ス

( 内 装 材 仕 上)4.1.9

大 波 石 綿 ス レ ー ト

日 本 瓦

屋 根 小 計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外 壁4.2

( )4.2.1 コンクリート材仕上

スパンコンクリート

コンクリート面斫り仕上

( 石 材 仕 上)4.2.3

花 こ う 岩

( タイル材仕上)4.2.4

磁 器 二 丁 掛 タ イ ル

磁器モザイクタイル

( 金 属 材 仕 上)4.2.6

ア ル ミ 成 型 板

( 左 官 材 仕 上)4.2.7

モ ル タ ル は け 引

リ シ ン 吹 付



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

( 内外装材仕上)4.1.2

小 波 石 綿 ス レ ー ト

軒裏フレキシブルボード

外 壁 小 計

外 部 開 口 部4.3

( 金 属 材 仕 上)4.3.6

１～ｎ○○ド アS S D

ＡＷ１～ ○○サッシn

ＡＤ１～ ○○ド アn

ＳＤ１～ ○○ド アn

特 殊 金 物

外部開口部小計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外 部 天 井4.4

( 金 属 材 仕 上)4.4.6

ピロティ天井アルミ成型板

( 左 官 材 仕 上)4.4.7

リ シ ン 吹 付

外部天井小計

外 部 雑4.5

( 金 属 材 仕 上)4.5.6

ル ー フ ド レ イ ン

た て 樋

屋 上 丸 か ん

屋 上 手 す り

外 部 雑 小 計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

バ ル コ ニ ー 仕 上4.6

床 防 水 材 モ ル タ ル

立上り防水剤モルタル

腰 内 側 モ ル タ ル

内 外 腰 モ ル タ ル

人 造 石 研 出 笠 木

天 井 モ ル タ ル

鉄 パ イ プ 手 す り

鋳鉄フロアドレイン

バルコニー
仕 上 小 計

ポ ー チ 仕 上4.7

屋 根 シ ー ト 防 水

床クリンカータイル

外壁磁器二丁掛けタイル

柱 型 擬 石



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井アルミモールディング

ポーチ仕上小計

外 部 仕 上 計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

５ 内 部 仕 上

内 部 床5.1

( 石 材 仕 上)5.1.3

花 こ う 岩

テ ラ ゾ ブ ロ ッ ク

( タイル材仕上)5.1.4

磁 器 タ イ ル

立 上 り 防 水

磁器モザイクタイル

立 上 り 防 水

( 木 材 仕 上)5.1.5

ぶ な フ ロ ー リ ン グ

檜 縁 甲 板

( 左 官 材 仕 上)5.1.7

踏面、けこみモルタル



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

現 場 テ ラ ゾ

立 上 り 防 水

( 内外装材仕上)5.1.9

床 畳

塩化ビニールタイル

フリーアクセスフロア

樹 脂 系 長 尺 シ ー ト

さくらモザイクバーケット

ならフローリングボード

内 部 床 計

内 壁5.2

( 間 仕 切 下 地)5.2.1

間仕切コンクリートブロック

〃 Ａ Ｌ Ｃ



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

木 製 軸 組

軽 鉄 軸 組

( 石 材 仕 上)5.2.3

テラゾブロック幅木

国 産 大 理 石

( タイル材仕上)5.2.4

半 磁 器 タ イ ル

二 丁 掛 タ イ ル

( 木 材 仕 上)5.2.5

ラ ワ ン 幅 木

し な 合 板 底 目 地

ウォルナット練付合板

米 檜 堅 羽 目



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

( 金 属 材 仕 上)5.2.6

ス テ ン レ ス 幅 木

押 出 成 型 ア ル ミ 板

( 左 官 材 仕 上)5.2.7

モ ル タ ル 幅 木

モ ル タ ル

混合石膏プラスター

( 内外装材仕上)5.2.9

ビ ニ ル 幅 木

布 張

紙 張

内 壁 小 計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

内 部 開 口 部5.3

( 木 材 仕 上)5.3.5

ＷＤ１～ ○○ 戸n

ＷＷ１～ ○○ 窓n

Ｆ １ ～ ○○ふすまn

Ｓ １ ～ ○○障 子n

( 金 属 材 仕 上)5.3.6

１～ｎ○○ド アS S D

ＡＤＩ～ ○○ド アn

ＡＷＩ～ ○○サッシn

ＳＤＩ～ ○○ド アn

ＳＷＩ～ ○○サッシn

シャッタＳＳＩ～ ○○n

nＳＧＩ～
グリルシャッタ○○

内部開口部小計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

内 部 天 井5.4

( 木 材 仕 上)5.4.5

杉 柾 合 板

( 金 属 材 仕 上)5.4.6

モ ー ル デ ィ ン グ

( 左 官 材 仕 上)5.4.7

モ ル タ ル は け 引

混 合 石 膏 プ ラ ス タ

( 内外装材仕上)5.4.9

化 粧 石 膏 ボ ー ド

石 綿 吸 音 板

内部天井小計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

内 部 雑5.5

( 木 材 仕 上)5.5.5

積 層 材 手 す り

ラ ワ ン 階 段

( 金 属 材 仕 上)5.5.6

ステンレス壁付手すり

ステンレス切抜文字

( ガラス材仕上)5.5.8

鏡

( 内外装材仕上)5.5.9

ら し ゃ 張 掲 示 板

ア コ ー デ オ ン ド ア

( 仕上ユニット)5.5.10

ト イ レ ブ ー ス



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

( そ の 他)5.5.12

応 接 セ ッ ト

内 部 雑 小 計

階 段 室5.6

踊場床ビニルタイル

踏 み づ ら け こ み
ビ ニ ル タ イ ル

段 形 ボ ー ダ テ ラ ヅ

ささら幅木テラゾブロック

踊場テラゾブロック

壁 プ ラ ス タ

笠木塩地積層手すり

天 井 プ ラ ス タ

段 裏 プ ラ ス タ

階 段 室 小 計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

浴 室 ・ 便 所5.7

浴 室 ・ ユ ニ ッ ト

浴室・便所小計

内 部 仕 上 計

Ａ 棟 建 築 合 計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

６ 電 気 設 備

電 灯 設 備6.1

( 幹 線)6.1.1

配 管 配 線

Ｖ ＣＶケーブル600

プ ル ボ ッ ク ス

金 属 ダ ク ト

ケ ー ブ ル ラ ッ ク

引 込 開 閉 器 箱

接 地 工 事 費

( 分 岐 配 線)6.1.2

配 管 配 線

Ｖ － ○ ケ ー ブ ル

位 置 ボ ッ ク ス 類

プ ル ボ ッ ク ス

配 線 器 具

蛍 光 灯



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

水 銀 灯

白 熱 灯

分 電 盤

施 工 費

( コ ン セ ン ト)6.1.3

配 管 配 線

位 置 ボ ッ ク ス 類

配 線 器 具

電灯設備小計

動 力 設 備6.2

( 幹 線)6.2.1

配 管 配 線

Ｖ ＣＶケーブル600

プ ル ボ ッ ク ス



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

( 分 岐 配 線)6.2.2

配 管 配 線

位 置 ボ ッ ク ス 類

プ ル ボ ッ ク ス

消 火 栓 始 動 押 釦

制 御 盤

施 工 費

動力設備小計

避 雷 設 備6.3

突 針

導 線

接 地 用 端 子 箱

保 護 管

デ ル ミ ッ ト 工 事 費

接 地 工 事 費



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

避雷設備小計

構 内 配 電 線 路6.4

Ｏ Ｗ 電 線

Ｄ Ｖ 電 線

○ＫＶ ＣＶケーブル

Ｖ ＣＶケーブル600

端 末 処 理 材 料

保 護 管

高 圧 気 中 開 閉 器

電 柱

装 柱 材 料

支 線

ハ ン ド ホ ー ル

防 水 鋳 鉄 管

異 物 継 手

接 地 工 事 費



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

土 工 事 費

構配電線路小計

受 変 電 設 備6.5

( 機 器 類)6.5.1

高 圧 受 電 盤

高 圧 き 電 盤

低 圧 配 電 盤

監 視 盤

変 圧 器

進 相 コ ン デ ン サ

○ ○ 開 閉 器

○ 極 ○ 投 断 路 器

プ ラ イ マ リ カ ッ ト
ア ウ ト ス イ ッ チ

避 雷 器

取 引 用 計 器 箱



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

消 火 器

フ ッ ク 棒

ゴ ム マ ッ ト

付 属 品 ・ 予 備 品

機 器 据 付 費

( 工 事 材 料)6.5.2

配 管 配 線

○ＫＶ ＣＶケーブル

同 上 端 末 処 理 材 料

フ レ ー ム パ イ プ

銅 棒

銅 帯

鋼 材

金 網

接 地 端 子 箱

接 地 工 事 費

受変電設備小計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

自 家 発 電 設 備6.6

( 機 器 類)6.6.1

交 流 同 期 発 電 機

発 電 機 盤

自 動 起 道 補 機 盤

励 磁 装 置 盤

デ ィ ー ゼ ル 機 関

共 通 台 床

空 気 圧 縮 機

空 気 槽

減 圧 水 槽

貯 油 槽

燃 料 小 出 槽

消 音 器

燃 料 給 油 ポ ン プ

燃料ウインクポンプ

チ ェ ン ブ ロ ッ ク

消 火 器



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

○ 油

予 備 品

試 運 転 調 整 費

機 器 据 付 費

( 工 事 材 料)6.6.2

冷 却 水 配 管

燃 料 配 管

始 動 空 気 配 管

排 気 配 管

電 気 配 管

自家発電設備小計

電 話 設 備6.7

配 管 配 線

位 置 ボ ッ ク ス



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

は と め プ レ ー ト

フ ロ ア プ レ ー ト

プ ル ボ ッ ク ス

フ ロ ア ダ ク ト

ジャンクションボックス

フ ロ ア マ ー カ

ローテンションスタット

ワ イ ヤ プ ロ テ ク タ

電 話 機

集 合 保 安 器 箱

端 子 盤

電話設備小計

イ ン タ ー ホ ン 設 備6.8

配 管 配 線

Ｃ Ｐ Ｅ Ｖ ケ ー ブ ル



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

位 置 ボ ッ ク ス

プ レ ー ト 類

フ ロ ア プ レ ー ト

ローテンションスタット

イ ン タ ー ホ ン 親 機

〃 子機

同 上 用 電 源

インターホン
設 備 小 計

電気時計・拡声設備6.9

配 管 配 線

位 置 ボ ッ ク ス

は と め プ レ ー ト

端 子 盤

子 時 計

親 時 計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ス ピ ー カ

増 幅 器

非 常 放 送 用 増 幅 器

ア ッ テ ネ ー タ

マ イ ク ロ ホ ン

電 気 時 計 ・
拡声設備小計

テレビ共同受信設備6.10

配 管

同 軸 ケ ー ブ ル

位 置 ボ ッ ク ス

直 列 ユ ニ ッ ト

収 容 箱

分 岐 器

分 配 器

混 合 器



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

増 幅 器

整 合 器

ア ン テ ナ

調 整 費

テレビ共同受信
設 備 小 計

火 災 報 知 設 備6.11

( 自動火災報知)6.11.1

配 管 配 線

火災警報用ケーブル

Ｃ Ｐ Ｅ Ｖ ケ ー ブ ル

位 置 ボ ッ ク ス

ス ポ ッ ト 形 感 知 器

煙 感 知 器

差動式スポット形試験器

空 気 管



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

総 合 盤

電 鈴

受 信 機

表 示 灯

立 会 検 査 費

( 自 動 閉 鎖)6.11.2

配 管 配 線

Ｈ Ｐ ケ ー ブ ル

Ｆ Ｐ ケ ー ブ ル

位 置 ボ ッ ク ス

煙 感 知 器

自 動 閉 鎖 装 置

連 動 制 御 器

火災報知設備小計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

構 内 交 換 設 備6.12

( 機 器 類)6.12.1

交 換 機

局 線 中 継 台

本 配 線 盤

整 流 器

蓄 電 池

電 話 機

機 器 据 付 費

( 工 事 材 料)6.12.2

配 管 配 線

ケ ー ブ ル ラ ッ ク

補 強 ア ン グ ル

構内交換設備小計

電 気 設 備 計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

７ 給 排 水 衛 生 設 備

衛 生 器 具 設 備7.1

和 風 大 便 器

洋 風 大 便 器

小 便 器

洗 面 器

手 洗 器

洗 面 ユ ニ ッ ト

料 理 流 し

掃 除 流 し

鏡

化 粧 棚

水 石 け ん 入 れ

衛生器具設備小計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

給 水 設 備7.2

( 屋内給水設備)7.2.1

揚 水 ポ ン プ

雑 用 水 ポ ン プ

受 水 タ ン ク

高 置 タ ン ク

雑 用 水 タ ン ク

上 水 用 ○ ○ 鋼 管

雑 用 水 用 ○ ○ 鋼 管

仕 切 弁

水 栓

ボ ー ル タ ッ プ

電 極 棒

量 水 器

減 圧 弁 装 置

フレキシブルジョイント

防 振 継 手

防 露 工 事



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

塗 装 工 事

は つ り 補 修 費

ス リ ー ブ

耐 震 支 持

機 器 用 基 礎

搬 入 据 付 費

( 屋外給水設備)7.2.2

水 道 用 鋳 鉄 管

水 道 用 異 形 管

上 水 用 ○ ○ 鋼 管

雑 用 水 用 ○ ○ 鋼 管

埋 設 仕 切 弁

防 露 工 事

塗 装 工 事

防 食 工 事

土 工 事

水 道 本 管 引 込 工 事



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

給水設備小計

排 水 設 備7.3

( 屋内排水設備)7.3.1

汚 物 用 水 中 ポ ン プ

汚 水 用 水 中 ポ ン プ

雑 排 水 用 ○ ○ 鋼 管

通 気 用 ○ ○ 鋼 管

汚水用コーティング鋼管

排 水 用 鋳 鉄 管

排 水 鉛 管

床 上 掃 除 口

床 下 掃 除 口

床 排 水 ト ラ ッ プ

流 し ト ラ ッ プ

排 水 金 物

電 極 棒



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

通 気 用 金 具

間 接 排 水 口

仕 切 弁

防 露 工 事

塗 装 工 事

は つ り 補 修 費

ス リ ー ブ

耐 震 支 持

搬 入 据 付 費

( 屋外配水設備)7.3.2

雑 排 水 用 ○ ○ 鋼 管

ヒ ュ ー ム 管

排 水 用 ビ ニ ル 管

イ ン バ ー ト 桝

た め 桝

塗 装 工 事

土 工 事



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

下水道本管接続工事

排水設備小計

給 湯 設 備7.4

給 湯 ボ イ ラ ー

鋼 板 製 煙 道

貯 湯 タ ン ク

膨 張 タ ン ク

温 水 ポ ン プ

瞬 間 湯 沸 器

貯 湯 式 湯 沸 器

銅 管

仕 切 弁

水 栓

保 温 工 事

塗 装 工 事



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

は つ り 補 修

ス リ ー ブ

機 械 用 基 礎

搬 入 据 付 費

給湯設備小計

消 火 設 備7.5

( 屋内消火栓設備)7.5.1

消 火 ポ ン プ

屋 内 消 火 栓 箱

放 水 用 器 具 格 納 箱

放 水 口 格 納 箱

送 水 口

仕 切 弁

逆 止 弁

テ ス ト 弁



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

○ ○ 鋼 管

フレキシブルジョイント

防 露 工 事

塗 装 工 事

は つ り 補 修 費

ス リ ー ブ

機 器 用 基 礎

搬 入 据 付 費

( 連結散水設備)7.5.2

連 結 送 水 口

連 結 散 水 栓

仕 切 弁

逆 止 弁

ス ト レ ー ナ ー

表 示 板

○ ○ 鋼 管

塗 装 工 事



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

は つ り 補 修 費

ス リ ー ブ

( 屋外消火栓設備)7.5.1

消 火 ポ ン プ

屋 外 消 火 栓 箱

屋外消火栓ホース格納箱

屋 外 消 火 栓

○ ○ 鋼 管

仕 切 弁

機 器 用 基 礎

搬 入 据 付 費

土 工 事

スプリンクラー
( )7.5.4

設 備

スプリンクラー用ポンプ

圧 力 空 気 タ ン ク

消 火 用 充 水 タ ン ク



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

スプリンクラーヘッド

同 上 保 護 網

同 上 振 れ 止 め 金 具

流 量 測 定 装 置

警 報 弁 装 置

管 末 試 験 弁 装 置

圧 力 調 整 弁

仕 切 弁

逆 止 弁

ベ ル

連 結 送 水 口

○ ○ 鋼 管

フレキシブルジョイント

標 識 板 ・ 説 明 板

配 管 配 線 工 事

消 火 受 信 盤

塗 装 工 事

は つ り 補 修 費



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ス リ ー ブ

機 器 用 基 礎

搬 入 据 付 費

試 験 調 整 費

諸 雑 費

ハ ロ ゲ ン
( )7.5.5

化物消火設備

貯 蔵 容 器

集 合 管

容 器 取 付 枠

選 択 弁

選 択 弁 取 付 枠

起 動 用 ガ ス 容 器

継電気盤又は制御盤

手 動 起 動 操 作 箱

端 子 箱

モ ー タ ー サ イ レ ン

圧 力 ス イ ッ チ



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

放 出 表 示 灯

音 響 警 報 装 置

非 常 電 源 装 置

標 識 板 ・ 説 明 板

安 全 弁

ピ ス ト ン レ リ ー ザ

噴 射 ヘ ッ ド

不 還 弁

圧力配管用炭素鋼鋼管

鋼 管

配 管 配 線 工 事

塗 装 工 事

は つ り 補 修 費

ス リ ー ブ

試 験 調 整 費

諸 雑 費



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

( 泡 消 火 設 備)7.5.6

消 火 用 ポ ン プ泡

同 上 用 起 動 盤

圧 力 空 気 タ ン ク

消 火 用 充 水 タ ン ク

原 液 タ ン ク泡

用 混 合 装 置泡

警 報 弁 装 置

手 動 起 動 装 置

一 斉 開 放 弁 装 置

流 量 測 定 装 置

ヘ ッ ド泡

感 知 用 ヘ ッ ド

ベ ル

圧 力 ス イ ッ チ

仕 切 弁

逆 止 弁

○ ○ 鋼 管



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

フレキシブルジョイント

標 識 板 ・ 説 明 板

配 管 配 線 工 事

保 温 工 事

塗 装 工 事

は つ り 補 修 費

ス リ ー ブ

機 器 用 基 礎

搬 入 据 付 費

試 験 調 整 費

諸 雑 費

( 粉末消火設備)7.5.7

貯 蔵 容 器

加 圧 用 ガ ス 容 器

選 択 弁

容 器 用 基 礎

選 択 弁 取 付 枠



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

起 動 ガ ス 容 器

継電器盤又は制御盤

手 動 起 動 操 作 箱

端 子 箱

モ ー タ サ イ レ ン

圧 力 ス イ ッ チ

放 出 表 示 灯

音 響 警 報 装 置

非 常 電 源 装 置

標 識 板 ・ 説 明 板

安 全 弁

不 還 弁

噴 射 ヘ ッ ド

○ ○ 鋼 管

鋼 管

配 管 配 線 工 事

塗 装 工 事

は つ り 補 修 費



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ス リ ー ブ

試 験 調 整 費

諸 雑 費

消 火 設 備 小 計

ガ ス 設 備 工 事7.6

配管用炭素鋼鋼管 白（
管 ）

ポリエチレン被覆鋼管

ＬＢヒューズコック

Ｌ ネ ジ コ ッ ク

壁 ヒ ュ ー ズ コ ッ ク

床 ヒ ュ ー ズ コ ッ ク

ノックハンドルコック

砲 金 コ ッ ク

鉄 コ ッ ク

青 銅 玉 形 弁



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋳 鉄 逆 止 弁

水 取 器

付 帯 工 事

労 務 費

諸 雑 費

ガス設備工事小計

厨 房 機 器 設 備7.7

冷 蔵 庫

万 能 焼 物 器

コ ー ル ド テ ー ブ ル

ガ ス レ ン ジ

ガ ス テ ー ブ ル

ガ ス コ ン ロ

ス チ ー ム テ ー ブ ル

電 子 レ ン ジ



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

炊 飯 器

洗 米 器

フ ラ イ ヤ ー

た な

そ ば ウ ォ ー マ ー

魚 焼 器

中 華 レ ン ジ

食 器 洗 浄 器

湯 沸 器

瞬 間 湯 沸 器

球 根 皮 む き 器

ク リ ー ン テ ー ブ ル

作 業 台

盛 付 台

配 膳 台

シ ン ク 付 台

流 し

食 器 戸 だ な



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

上 だ な

水 切 台

搬 入 据 付 費

厨房機器設備小計

さ く 井 設 備 工 事7.8

ケ ー シ ン グ 鋼 管

ス ク リ ー ン

粘 土

小 砂 利

電 気 検 層 費

揚 水 試 験 費

機 械 器 損 料

仮 設 電 力 用 水 費

水 質 試 験 費

基 礎 工 事



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

雑 材 料 消 耗 品

労 務 費

運 搬 費

諸 雑 費

さく井設備工事
小 計

給 排 水 衛 生 設 備 計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

８ 空 気 調 和 設 備

空 気 調 和 設 備8.1

ボイラー及び
( )8.1.1

付属機器設備

銅 製 ボ イ ラ ー

鋳 鉄 製 ボ イ ラ ー

銅 板 製 煙 道

ボイラー給水ポンプ

電動真空給水ポンプ

冷 温 水 ポ ン プ

油 ポ ン プ

ウ イ ン グ ポ ン プ

還 水 タ ン ク

オイルサービスタンク

熱 交 換 器

蒸 気 ヘ ッ ダ ー

冷温水ヘッダー(往)

〃 (還)

膨 張 タ ン ク



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

地 下 オ イ ル タ ン ク

同 上 付 属 金 物

乾 燥 砂

タ ン ク 室

保 温 工 事

塗 装 工 事

機 器 用 基 礎

搬 入 据 付 費

( 冷 凍 機 設 備)8.1.2

遠 心 冷 凍 機

チ リ ン グ ユ ニ ッ ト

吸 収 冷 凍 機

ヒートポンプユニット

冷 却 塔

冷 却 水 ポ ン プ

保 温 工 事

塗 装 工 事



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

機 器 用 基 礎

搬 入 据 付 費

( 空気調和機設備)8.1.3

ユニット形空気調和機

パ ッ ケ ー ジ 形
空 気 調 和 機

電 気 集 じ ん 器

ろ 材 誘 電 形
エ ア フ ィ ル タ ー
自 動 巻 取 形
エ ア フ ィ ル タ ー

パネル形エアフィルター

予 備 ろ 材

○ ○ 送 風 機

○ ○ 排 風 機

ファンコイルユニット

全 熱 交 換 器

連 絡 ケ ー シ ン グ

保 温 工 事

塗 装 工 事



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

機 器 用 基 礎

搬 入 据 付 費

( ダ ク ト 設 備)8.1.4

矩 形 ダ ク ト

ス パ イ ラ ル ダ ク ト

フレキシブルダクト

た わ み 継 手

外 気 取 入 ガ ラ リ

排 気 ガ ラ リ

吹 出 口

吸 込 口

風 量 調 節 ダ ン パ ー

防 火 ダ ン パ ー

ピ ス ト ン ダ ン パ ー

防 煙 ダ ン パ ー

点 検 口

消 音 チ ャ ン バ ー



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

消 音 エ ル ボ

エ ア チ ャ ン バ ー

保 温 工 事

塗 装 工 事

は つ り 補 修 費

ス リ ー ブ

( 配 管 設 備)8.1.5

冷 却 水 用 ○ ○ 鋼 管

補 給 水 用 ○ ○ 鋼 管

排 水 用 ○ ○ 鋼 管

冷 温 水 用 ○ ○ 鋼 管

蒸 気 用 ・ 配 管 用
炭素鋼鋼管 (黒管 )
油 用 ・ 配 管 用
炭素鋼鋼管 (黒管 )

鋼 管

仕 切 弁

逆 止 弁

自 動 エ ア 抜 弁



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

玉 形 弁

安 全 弁

低 圧 ト ラ ッ プ 装 置

高 圧 ト ラ ッ プ 装 置

温 度 調 整 装 置

電 磁 弁 装 置

二 方 弁 装 置

三 方 弁 装 置

減 圧 弁 装 置

伸 縮 継 手

防 振 継 手

フレキイブルジョイント

温 度 計

圧 力 計

ス ト レ ー ナ ー

ボ ー ル タ ッ プ

電 極 棒

水 高 計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

間 接 排 水 口

リ フ ト 継 手

ピ ッ ト 内 配 管 架 台

保 温 工 事

塗 装 工 事

は つ り 補 修 費

ス リ ー ブ

耐 震 支 持

断 熱 支 持 材

( 自動制御設備)8.1.6

自 動 制 御 機 器 類

制 御 盤 類

計 装 工 事

( 総 合 調 整 費)8.1.7

空気調和設備小計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

換 気 設 備8.2

( 機 器 設 備)8.2.1

送 風 機

排 風 機

圧 力 扇

換 気 扇

パネル形エアフィルター

機 器 用 基 礎

搬 入 据 付 費

( ダ ク ト 設 備)8.2.2

矩 形 ダ ク ト

ス パ イ ラ ル ダ ク ト

た わ み 継 手

一 重 フ ー ド

二 重 フ ー ド

外 気 取 入 ガ ラ リ

排 気 ガ ラ リ



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

吹 出 口

吸 込 口

風 量 調 節 ダ ン バ ー

防 火 ダ ン バ ー

防 煙 ダ ン バ ー

点 検 口

消 音 チ ャ ン バ ー

エ ア チ ャ ン バ ー

塗 装 工 事

は つ り 補 修 費

ス リ ー ブ

換 気 設 備 小 計

排 煙 設 備8.3

( 機 器 設 備)8.3.1

排 煙 機



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

機 器 用 基 礎

搬 入 据 付 費

( ダ ク ト 設 備)8.3.2

排 煙 口

給 気 口

風 量 調 節 ダ ン バ ー

防 火 ダ ン バ ー

防 煙 ダ ン バ ー

た わ み 継 手

排 煙 矩 形 ダ ク ト

排 煙 円 形 ダ ク ト

塗 装 工 事

断 熱 工 事

は つ り 補 修 費

ス リ ー ブ

排 煙 設 備 小 計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

空 気 調 和 設 備 計



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

９ 昇 降 設 備

乗用エレベーター設備9.1

巻 上 機

マ シ ン ビ ー ム

電 動 発 電 機

受 電 盤 ・ 制 御 盤

監 視 盤 ・ 防 災 盤

機 械 室 換 気 扇

自 動 着 床 装 置

か ご

電 動 戸 開 閉 装 置

三 方 わ く

し き い

乗 場 の 戸

乗 場 ボ タ ン

乗 場 位 置 表 示 器

レ ー ル

ロ ー プ



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

つ り 合 お も り

中 間 ビ ー ム

安 全 装 置

緩 衝 装 置

イ ン タ ー ホ ン

地 震 感 知 装 置

配 管 配 線

消 耗 品 雑 材 料

労 務 費

運 搬 費

乗用エレベーター
設 備 小 計

電動ダムウェーター設備9.2

巻 上 機

労 務 費

運 搬 費



名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

電動ダムウェーター
設 備 小 計

昇 降 設 備 計




